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第１章第１章第１章第１章    ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法についてについてについてについて    

第１節第１節第１節第１節    FrostiFrostiFrostiFrostigggg ののののムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法    

    １．１．１．１．ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法のののの概念概念概念概念    

本研究のテーマであるムーブメント法は，Marianne Frostig によって体系化された．

Frostig は，ムーブメント法は，児童の発達全体，すなわち，身体的・心理的能力，学習

能力，他人と折り合う能力，自分自身の感情，環境との関係であり，それらすべてを豊か

にするための運動技能を教え，創造的ムーブメントを発達させるプログラムであり，プロ

グラムの目標は包括的であると述べている(Frostig 1970)． 

さらに，ムーブメント法は,どの子どもにとってもあらゆる発達に重要なものであると

述べ，感覚・運動機能を向上させ，特に自己管理運動は，自己概念を向上させることがで

きる．身体に注意することは，集中力と身体の調整を導き，身体の調整は,自己精通を導く

とも述べている（Frostig1977：137）． 

ムーブメント法の始まりは，イギリスに見られる．1930年代後半Labanは，人間の心身

の正常発達に不可欠な身体意識を高めるためには，様々なムーブメント法を実践すること

で，あるいは，系統的なムーブメントテーマを発見することで，それが可能になることを

明らかにした．以降，このLaban理論に基づいた取り組みが小学校体育教育に現れた．こ

の取り組みは，体育の中に，様々なタイプの遊具や用具を使用し，身体を動かすという内

容を持っていた．伝統的な体育とは異なった，身体を楽しく動かし，その身体の動きを通

して身体意識の能力など知的，心理的諸機能をも高めようとするムーブメント法の台頭で

ある．Frostig は，このような子どもの喜びと幸福感の達成を目的として身体の感覚，知

覚，心理教育を実施するムーブメント法に着目した．発達における感覚運動理論と方法を

神経心理学と対照，統合して，ムーブメント法として体系づけた．1970年，この体系化し

た理論を「Movement Education Theory and Practice」(Frostig 1970)としてアメリカで

上梓したのである． 

 

 ２２２２．ムーブメント法における．ムーブメント法における．ムーブメント法における．ムーブメント法における教育哲学教育哲学教育哲学教育哲学    

Frostigは，1906年，オーストリアのウィーンに生まれ、1928年に精神神経学者である

Peter Frostig博士と結婚しワルシャワ近くに精神病院を作った。その後1938年、アメリ

カに渡った後に、Frostig らの病院の患者や職員がナチスにより大勢殺害された．その時

からFrostigの「弱い者の立場に立つ」という基本姿勢が確固たるものになったと言われ

ている（小林 2007）． 

Frostigの教育哲学は，「人間の幸福感の達成と子どもの自発性の発揮であり，幸福とは，

人間らしく生きること，人間らしくあるためには動的環境の世界にいること，つまり，動

けること（活動すること）が条件であり，このことにより質の高い人生が作られる」と表

されている．Frostig は，この教育哲学の具体として，ムーブメント法の中心的な目標と

効果について述べている．目標は，健康と幸福感を高め感覚－運動の諸技能と自己意識を

発展させること．効果については，ムーブメント法が子どもに与える影響として，身体的

な側面について，成長，血液循環，病気に対する抵抗，健康の増進，増加．情緒的な側面

について，運動をおこなった時の喜びや運動の諸技能が進歩した時の健康的な感情の高ま

りとした．また，課題に集中したり学習したりする子どもの能力を高めることの効果にも
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ふれている．この理由として，ムーブメント法は仲間や集団での活動で，子どもが，自己

意識を高め相互に気づくように助け，一緒に励むことを教えることや，時間と空間の概念

を一体化させることがあげられている．ムーブメント法が，多動性，衝動性の改善に向け

た支援方法の一つとしても発展してきた理由と考えられる． 

これらの点から，Frostig（1970）は，「身体はどんな人にとっても最も重要な所有物で

あり，しかも感情や気持ちを最も直接的に表現できるものであるから,すべての子どもに可

能な限り，ムーブメント（運動）の経験をさせなければならない」と指摘した． 

 

３．３．３．３．ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法ムーブメント法の諸原理の諸原理の諸原理の諸原理    

ムーブメント法を実施するための諸原理を，Frostigは次の７点にまとめている． 

 

（１）ムーブメントを行う雰囲気は，喜びと自発性を備えている 

（２）運動のコントロール（制御）が重要である 

（３）創造性の重視 

（４）指示に従うような特別な練習はカリキュラムの統合をする時のみに行う 

（５）注意力，集中力を重視し，繰り返しによる練習の重視 

（６）成功経験，スモールステップ，遊具の活用 

（７）子どもを中心，柔軟なプログラム            

 

 Frostig は，ムーブメント法を実施する上では，子どもたちの反応を反映させることが

最も重要であり，プログラムの柔軟性が大切であると述べている．他に影響のある要素と

しては，物理的環境，子どもの発育・発達，そして教師の興味と習熟具合などをあげてい

る． 

７つの諸原理に基づいて実施されるムーブメント法は，情緒の発達，社会的適応にも役

立つと述べている．そのためには，子どもの発達について，子どもの特定の能力がどの時

期に発達するのか，発達の順序とその時期に対応する能力を周知して，プログラムに反映

させることが，ムーブメント法を効果的に適用させる必要と言及した．さらに，この情緒

的・社会的発達については，生涯を通じて一連の変化が見られるとし，ムーブメント法は，

人が年齢段階において，様々な社会的役割から課せられる要求に対する適応を促進させる

ことが可能と指摘した．このことは，高齢者への適用の可能性があることを示している． 

 

４．４．４．４．ムーブメント法の展開ムーブメント法の展開ムーブメント法の展開ムーブメント法の展開    

ムーブメント法の普及の中核としては，1947年に設立され，現在もその事業を実施して

いるアメリカのFrostig治療教育センターがあげられる．Frostig自身も，1972年まで，

実際に学習障害を持つ子どもたちを指導した．このセンターでの実践に基づき，Frostig

によりムーブメント法が体系化された． 

Frostig 治療教育センターは，臨床と研究の２つの側面を持っている．臨床面の側面と

しては，学習障害を持つ子どもの教育機関としてその治療を実施してきたことにある．発

達診断，ムーブメント法をはじめ，個人指導，言語指導等，カウンセリングを含む教育的・

心理的サービスが提供されている．学習不能で問題行動があるといわれる数多くの子ども
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が，適切な支持と個別化された配慮により，自信を取り戻し,公立学校に復帰,進級に成功

することができたという記録がある(Frostig1981:28)． 

他方，研究機関としての側面は，まず，臨床と研究を相互に活用して成果を生んでいる

点である．実際にここでの研究を，子どものための教育や治療の学習プログラムの基礎と

して，学際的かつmulti-dimensional診断評価の必要性を強調し，運動（運動能力）と知

覚における子どもの発達状態を評価するための標準化されたテスト：Frostig 運動の技能

テストバッテリー（Orpet and Frostig.1972） 並びに，Frostig視知覚発達検査（Frostig，

1964）として発表している．次に，ムーブメント法の普及活動の中心的な役割を果たして

きたことにある．先の教育的・臨床的サービスに加えて，ワークショップを教育者，研究

者を対象に実施していること．さらに，治療教育における１年間の特別研究生受け入れ，

並びに，マウント・聖マリー大学との連携で特殊教育分野の大学院修士コースのプログラ

ムも開講し，専門家，研究者の養成，育成も実施していることである．この理由は，Frostig

が，「教師を教育することは，いかなる出版物，いかなる名誉にも，そしていかなる偉業に

も勝るとも劣らない」と述べたことにある．このセンターで実施されたワークショップに，

小林が参加してムーブメント法の理論を学んだことが日本にムーブメント法が導入された

契機となったのである（小林 1989）.  
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第２節第２節第２節第２節    我が国におけるムーブメント法我が国におけるムーブメント法我が国におけるムーブメント法我が国におけるムーブメント法    

我が国におけるムーブメント法は，小林芳文が 1977 年に Frostig に出会ったことから

始まり，36年が経過している．現在は，特定非営利活動法人日本ムーブメント教育・療法

協会，国際ムーブメント教育・療法学術研究センターが中心となり，ムーブメント法が展

開されている． 

本章では，我が国におけるムーブメント法がどのようにして展開してきたかについて，

ムーブメント教育・療法協会の変遷を３期に分けてまとめる(資料１－１参照)．また，本

協会が実施している学術研究の検討，セミナーの実施記録の検討から，ムーブメント法が

我が国においてどのように展開してきたかを検討する． 

 

１．１．１．１．ムーブメント教育・療法協会ムーブメント教育・療法協会ムーブメント教育・療法協会ムーブメント教育・療法協会のこれまでの歩みのこれまでの歩みのこれまでの歩みのこれまでの歩み    

（（（（１）１）１）１）協会設立までの黎明期協会設立までの黎明期協会設立までの黎明期協会設立までの黎明期    

小林がムーブメント法との出会いを，「その頃（1976年：筆者補足）脳性まひの教育は，

訓練中心で，私はそれを見て正直なところ，きつい訓練で子どもの心はどうなっているの

だろうか，これで子どもの脳が発達するのだろうか等の疑問を持っていた」と，述べてお

り（小林2001）,1976年にアメリカ，ロサンゼルス肢体不自由協会のサマーキャンプに参

加した．アメリカにおける「子どもの幸福を第一に考え，子どもを決して泣かさないこと，

子どもにとってきつい訓練は教師がやるべきではないこと，というような人間尊重の考え

方」と，「豊かな環境を準備しそれを使って子どもを対話させる」という小林の発想がつな

がり，「子どもたちに楽しい身体運動が提供でき，それをうまく使えば子どもの心を動かす

ことができる．もしその逆であれば，こころも逃してしまうということを直接に学べた」

と，サマーキャンプの成果をまとめている（小林 2001）．その後，小林は複数回アメリカ

に出向き，LD児に神経心理学的アプローチをし，LD児の「健康と幸福を支える」というム

ーブメント教育を考え出したFrostig博士と出会った．そして，1978年「ムーブメント教

育－理論と実際」（肥田野他訳，日本文化科学社）が発刊され，我が国におけるムーブメン

ト法がスタートした． 

我が国におけるムーブメント法の研究及び実践は小林を中心に進められた．小林が書い

た先行研究において，(小林 1977，1978，1979)は，従来の医療や訓練だけでなく感覚運動

や遊びの要素を取り入れ，快反応や喜びを大切にするムーブメント教育による新しいアプ

ローチの必要性について述べている．そして，「強制的なきつい訓練では，子どもの心や活

動に主体性のあるエネルギーを与えることは難しく，発達の良循環がつくれない．しかし，

遊びやファンタジーの要素を持った活動と自然な動きを誘う支援であれば，潜在する能力

を引き出すことができる」と，一貫した主張を行っていた． 

ムーブメント法の協会設立までの黎明期に小林と共に尽力した人物が佐々木正寛であ

る．佐々木は，現在NPO日本ムーブメント教育・療法協会の理事である．小林と佐々木は，

1988年に「国際ムーブメント教育研究センター 略称（IMERC）」を開設し「IMERCムーブメ

ント教室」を開催した．「国際ムーブメント教育研究センター」は，日本におけるムーブメ

ント法に関する研究の拠点として，研究成果の国際的な発信を目標に設立された．「IMERC

ムーブメント教室」には，多くの研究者や教員，保育士，保護者が参加し，実践研究の場

として，プログラムの開発並びに遊具の開発が行われ，2011 年まで 23 年間続けられた．
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筆者も2001年～2002年の期間に「IMERCムーブメント教室」に参加し，ムーブメント法の

実践を学んだ． 

「国際ムーブメント教育研究センター」が設立された同時期には，小林と竹内麗子との

出会いがある．竹内は，経営する保育園に初めて重度重複障害児が措置され，障害児保育

を模索する中で，ムーブメント法に出会い，「訓練でなく感覚や運動を通して遊ばせながら

育てる」遊びを原点としたムーブメント教育方法を導入した．そして，1982年に，障害児

を支援する「たけのこ教室」を開設した．一ヶ月に一度実施されるこの教室は，実践・研

究のフィールドの一つとなった．現在も，乳幼児を対象にしたムーブメント法の実践を中

心に行われている． 

研修活動に関しては，1983年にムーブメント法の創始者であるFrostigが来日し行われ

たFrostig教育治療実技研修が，我が国で初めてのムーブメント法に関する研修であった．

その後，1988 年にスイスより S.Navill，1989 年にドイツの E.J.Kiphard が，国際治療教

育研究所主催の研修会に招かれ，欧米におけるムーブメント教育について講義がなされた．

また，1989年には，IMERC主催により，ムーブメント教育実践セミナーが第1回として実

施され,25年間続けてセミナーは行われ2013年は東京，大阪，長野，福井の4カ所で開催

されている． 

 

（（（（２）２）２）２）日本ムーブメント日本ムーブメント日本ムーブメント日本ムーブメント教育教育教育教育協会協会協会協会（略称：（略称：（略称：（略称：JAMEJAMEJAMEJAME））））誕生期誕生期誕生期誕生期    

現在のNPO日本ムーブメント教育・療法協会の前身として，1991年に日本ムーブメント

教育協会（略称JAME：JAPAN Movement Education）が，ムーブメント法の研究，啓蒙と普

及活動の要として設立された．初代会長には，医学博士であり，当時秋津療育園園長であ

り，大島分類の考案者である大島一良が就任した．協会の設立を機に，同年７月に，協会

主催の第１回セミナーが東京で実施された． 

その後，日本ムーブメント教育協会は，1998 年に日本ムーブメント教育･療法協会（略

称 JAMET ：Japan Association of Movement Education & Therapy）に改称され，仁志田

博（東京女子医科大学教授，現名誉教授，医学博士）が第２代会長に就任をした． 

    

（（（（３）３）３）３）特定非営利法人日本ムーブメント教育・療法協会特定非営利法人日本ムーブメント教育・療法協会特定非営利法人日本ムーブメント教育・療法協会特定非営利法人日本ムーブメント教育・療法協会設立から現在まで設立から現在まで設立から現在まで設立から現在まで    

日本ムーブメント教育協会の設立から15年後の2006年 3月 15日，東京都知事より(17

都管法特第2334号)，特定非営利活動法人日本ムーブメント教育・療法協会が承認された．

協会の第４代会長に小林芳文（横浜国立大学教授）が就任した．また，同時に「国際ムー

ブメント教育研究センター（略称（IMERC）は，「国際ムーブメント教育･療法学術センター」

として，鎌倉女子大学内に移設された．2013年現在では，本部以外に，５支部（北陸支部，

信越支部，大阪支部，北海道支部，関東支部：設立順）が各地区での，ムーブメント法の

研究，啓蒙と普及活動に取り組んでいる． 

本研究での「子どもムーブメント教室」，「いきいきムーブメント教室」は，セミナーに

おいて実践発表がなされている．第３章で検討する中学生以上の知的障害児も含めた実践

発表と，高齢者を対象にしたムーブメント法の実践は，他での発表はなく大阪会場だけで

の実践発表であり，2007年度大阪大会より７回連続して発表されている．セミナー参加者

からの質問や見学についての希望が年々高まっていることが，参加者のアンケートや参加
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者からの質問等から確認できる．2012 年のセミナー受講者からのアンケートには，「高齢

者に行うムーブメント法の理論や方法の解説が発表されているか」という質問があり，本

研究において,ムーブメント法の臨床的適用として,高齢者に対するムーブメント法の理論

的な構築をめざしたいと考えている． 

    

２．２．２．２．ムーブメント法のムーブメント法のムーブメント法のムーブメント法の学術学術学術学術的研究的研究的研究的研究    

 「国際ムーブメント教育研究センター（略称（IMERC）」が1988年に開設され，「よいこ

の保育園・IMERC ムーブメント教室」での実践的研究を通して，遊具の開発がなされ，ま

た，研究の成果としてムーブメント法に関する書籍が発行されてきている．そして 2004

年には，日本児童学会１）の中に，「ムーブメント教育･療法部門」が設立し，研究活動がさ

らに進められてきている．また，これを機に学術研究集会も継続的に実施されている．  

ムーブメント法に関する学術研究集会は，2005年度より始まった．研究発表の内容につ

いては，資料１－２にまとめる．2005 年度から 2012 年度まで７年間の研究発表数は，45

件あり，そのうち43件が成人期を含む障害のある子どもを対象にしたムーブメント教育･

療法であり，高齢者を対象にした発表は，２件である．また，障害のある子どもを対象に

した発表43件について，発表内容を対象別に見ると，就学前の子どもを対象にした発表は

21件，学齢期の子どもを対象にした発表は20件であり，成人期を含む対象者への発表は，

２件であり，そのうち１件は重度重複障害児者への実践例で，他の１件は特別支援学校高

等部を卒業した知的障害者を含む地域での活動内容を対象にしているものであり，成人期

にある対象者へのムーブメント法の適用については言及されていない． 

筆者は，学校，地域で行ってきている子どもを対象にしたムーブメント法の実践につい

て３件，高齢者を対象にしたムーブメント法の実践を１件発表している． 

 

１）日本児童学会は，「日本教育研究会」として，1890 年に心理学者の元良勇次郎，英語

学者の神田乃武，社会学者の外山正一，教育学者の高島平三郎らによって創設され，後に

児童心理学者の塚原政次，心理学者の松本孝次郎も加わり，明治31年（1898）には月刊誌

「児童研究」が発行され，2014年の学会誌が100号を記録する歴史のある学会である．明

治35年（1902）には名称を現在の「日本児童学会」に改名し，心理学，教育学，医学の3

つの分野から総合的に児童の研究を行う「児童学」を標榜する学会である． 
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３３３３．ムーブメント教育･療法．ムーブメント教育･療法．ムーブメント教育･療法．ムーブメント教育･療法協会主催の協会主催の協会主催の協会主催のセミナーについてセミナーについてセミナーについてセミナーについて    

 ムーブメント教育・療法の理論と技法の普及ならびに，指導者養成制度を設け優れた指

導者の養成を目的とし，セミナー及び講座を開催してきている．日本ムーブメント教育協

会が主催するセミナーは，1991年に２会場（東京・北陸）から始まり，毎年２～５会場で

実施されている．セミナーは，基本的には初級講座として位置づけられている．セミナー

参加者の職種は，保育士，幼稚園，小学校，中学校，高等学校，特別支援学校の教員，看

護士，保護者，学生など，さまざまである． 

初級講座のセミナー以外にも，1993年より中級指導者認定講座（現在は中級指導者養成

講座），上級指導者認定講座が定期的に実施されている．2013年現在の初級認定者は2,316

人，中級認定指導者は1,396人，上級認定指導者は291人，常任専門指導員は15人である． 

筆者は，1998 年の関東セミナーに初めて参加し初級指導者を習得し，1999 年に中級指

導者を習得し，研修実践を重ね，2003年に上級認定指導者を習得した．2005年には，徳島

セミナーで初めて講師を務め，その後セミナーや中級指導者養成講座等の講師を務め，2011

年に常任専門指導員として任命され，ムーブメント教育･療法の実践，研究を行ってきてい

る． 

また，2006年より大阪セミナーが開催され2013年には８回目のセミナーが行われたが，

その運営に携わり，「子どもムーブメント教室」，「シルバームーブメント教室」が公開され

ている． 
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第３節第３節第３節第３節    先行研究先行研究先行研究先行研究    

 先行研究としては，「障害児に対するムーブメント教育－その確立をめざして」（小林

1979）があり，日本においてムーブメント法に関して初めて紹介され，障害児に対するム

ーブメント教育の基本的な考え方が述べられている．教育プログラムのモデル化をめざし

事例を集めて，さらに養護学校での養護・訓練の指導のあり方について何らかの提言を目

指していると，研究方針も述べられている．その方針に基づき，第１章 第２節で示してい

る日本でのムーブメント法が展開している．第１章 第２節で詳しく述べるが，日本におけ

るムーブメント法は，Frostig の考えを継承しながら障害児教育や幼児教育，医療，福祉

の領域を中心に，日本独自の発展を遂げてきている． 

ムーブメント法について小林は，「ムーブメント教育の中心的なねらいは，運動するこ

とによって，子どもが諸行動を適切に行うために必要な感覚・運動技能等の習得と身体意

識の形成を図ることである」，「活動過程において子どもは，直接的，間接的に言語能力，

知覚能力，高次の認知能力，情緒の発達，社会適応等いわゆる心理的諸能力との有機的な

関連を図ることにより，子どもの持つ能力を個別的に発展させるだけでなく，全面的な発

達を促す」と述べている．また，図１－１に示すように小林は，子どもの全面的発達を促

すことについて，「人間の行動・活動に関わる３つのすべての機能，つまり『からだ』『あ

たま』『こころ』の機能を促す」（小林 2006：14）とし，「ムーブメント教育・療法が『か

らだ（身体運動）』の機能だけでなく，『あたま（言語・認知）の機能』，『こころ（情緒・

社会性）』の機能の全体的な発達に寄り添う活動」（小林2012）とも述べている． 

 

           
図１－１ ムーブメント法における全面発達（大橋2008:32） 

 

またムーブメント法による支援については，小林・是枝が「楽しい遊びの動的環境」に

ふれ，ムーブメント法が遊びの要素を取り入れた楽しい身体活動による支援方法であり，

これこそがムーブメント法の特徴であると指摘した（小林・是枝：2005：52）． 

また，小林・當島は，「ムーブメント教育は，幼児から成人まですべての人間に必要である」

とムーブメント法の適用について述べ（小林・當島 1992：6），「学校保健の立場で，ムー

ブメント教育を考えた時，ポジティブヘルスに結びついて，幼児から老人まで，これまで

伝統的に行われてきた体育にかわって確実に浸透していくもの」とした小林（1989）の所

見とも呼応する． 
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小林・竹内・山崎は，「統合保育の手段としてムーブメント教育が，乳幼児にも可能で

ある」と述べている（小林・竹内・山崎 1995:4）．小林は，保育場面でのムーブメント教

育の適用については，「保育指針に示されている保育の方法，環境とムーブメント教育・療

法の共通性を見出すことができる」との小林の指摘がある（小林 2012）．学齢期のムーブ

メント法の活用は，特別支援学校小学部の児童への実践を通して，その有効性を確認した

（金川2008）．成人への活用については，事例として21歳の知的障害者へのムーブメント

法の実施とその成長を報告した（金川2010）．一方，高齢者への適用については，1984年

頃より，高齢者の健康づくりとして実践され（小林 2009），ついで金川（2011，

2012a,2012b,2013），川端（2011）と，実践報告が積み重ねられている．しかし，高齢者へ

の適応についての理論的体系的な課題を論じた研究はなされていない． 

ムーブメント法の活用場面に着目すると，学校教育でのムーブメント法については，「子

どもの認知発達を促す手段として，ムーブメント教育は有効な方法の一つである」と小林・

當島（2001：3－4）が報告した．そしてムーブメント法を主体とした自立活動によって新

しい認知発達を促す方法として，「〔障害児教育の新領域〕自立活動の計画と展開シリーズ

（全4巻）」を上梓した．また，ムーブメント教育の体育での活用について，学校体育，学

級活動，あるいはその他の場面において，ムーブメント教育は，有効な一つの教育手段で

あるだろう｣と，小林・是枝（1993：20）が報告した． 

学校教育以外でのムーブメント法の活用では，総合型地域スポーツクラブのプログラム

開発において，原田ら（2007）の地域における障害児を対象にしたムーブメント教室の取

組がある．同様な地域での活用例について，金川（2009）は，障害のある子どもへのムー

ブメント法による発達支援の実践例を報告した． 

アセスメントについては，現在はMEPA-Rとして使われているが，小林は，「ムーブメン

ト教育を展開するため，運動諸技能や心理的諸機能の発達の実態把握としてムーブメント

教育プログラムアセメント（Movement Education Assessment：MEPA）を作成（試案）した」

と述べている小林（1979）．このアセスメントは，三分野六領域の観点で構成されており，

三分野とは運動諸技能の診断となる運動・感覚分野と，心理諸機能の診断となる言語分野，

そして社会性の分野である．さらに六領域については，運動・感覚分野は，姿勢，技能，

移動の三領域に分け，言語分野は理解言語，表出言語の二領域を，社会性分野では社会性

領域に分けたものであり，その内容は，0～72ヶ月の発達内容から構成されている． 

このアセスメントについては，小林（2005）は，「単に運動発達年齢を知る発達診断で

はなく，アセスメントの結果を手がかりに，ムーブメント教育・療法展開のための支援プ

ログラムの編成を意図している」と述べている． 

 MEPA 以外のアセスメントでは，重度重複障害児を対象にした MEPA－Ⅱの開発（小林ら

1992），MSTB（Movement Skill Test Battery）の開発について発表している（小林1987）．

しかし，そのいずれもの対象は学齢児までであり，学齢期以上を対象にしていない点につ

いて，ムーブメント法のアセスメントとして課題がある． 

以上，ムーブメント法の適用については，就学前から学齢期を対象にした研究が行われ

てきているが，学齢期を過ぎた成人期にある障害者，高齢者を対象にした研究は，実践を

中心としたものであり，学齢期を過ぎた成人期にある障害者，高齢者へのムーブメント法

の適用には，その理論的な構造化，評価法についての実証的検討が必要と考えられた． 
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第４節第４節第４節第４節    ムーブメント法の実際ムーブメント法の実際ムーブメント法の実際ムーブメント法の実際 

 ムーブメント法の中心的な課題は，感覚・運動機能の向上であり，その具体的な活動は,

ロープやスカーフ，風船などの遊具を使った身体運動である．活動環境として遊具や音楽

が有効に作用し，対象者が主体的に活動に取り組めるように環境調整が行われる．ムーブ

メント法において使用される遊具は，独自に開発されたムーブメント遊具（ムーブメント

パラシュート，ハットフリスビー，ビーンズバック，ムーブメント形板，プレーバンド，

ムーブメントスカーフ，ムーブメントリボン，ムーブメントカラーロープ，スペースマッ

ト，ムーブメントコクーン，ユランコ，ムーブメント伸縮ロープ，ピッタンコ等）や日常

生活で使用されるタオルや新聞紙，風呂いす，風船などの玩具など多様である． 

ここで,第３章で論じる知的障害のある子どもを対象にした「子ども教室」の構成プロ

グラムの走行ムーブメントと，ムーブメント遊具を使用して行う課題ムーブメントの具体

的な様子と，第４章，第５章で論じる高齢者を対象にした課題ムーブメントの様子を示す． 

 

１．走行ムーブメント 

走行ムーブメントは，対象者の発達状況，発達課題に応じて，歩く，走るという基本的

な移動運動から，後ろ歩き，大股歩き，すり足，両足ジャンプ，片足ケンケン，ギャロッ

プ，スキップ，ハイハイ移動，高ばい移動，つま先歩き，かかと歩き等の移動運動や横転

運動，床に手と膝をついた３点支持姿勢や仰向けに寝て足を垂直に上げて，自転車をこぐ

要領で足を交互に動かす運動などの多様な運動で構成される．動きを引き出すために環境

を工夫し，例えば，ムーブメントカラースカーフを使いトンネルのように走行上にスカー

フを垂らし，また，ムーブメントカラーロープを床面に横断させて波なみとロープを揺ら

して,対象者が走り抜けたくなる環境や飛び越えるたくなる環境が整えられる． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１－２ 知的障害児への適用場面「走行ムーブメント」 
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２．ムーブメント遊具を使用して行う課題ムーブメント 

１）ムーブメントカラーロープを使った課題ムーブメント 

ムーブメントカラーロープは，赤，黄，青，緑の４色があり，長さ３ｍの短ロープと10

ｍの長ロープの２種類があり，いずれも直径10㎜の太さである．床にロープを置き，その

上を歩くことや，ロープで好きな形を作ること，ロープを振って波を作るなど上肢の運動

を引き出すことができる．また，ロープの両端を結んで円形での活動を行うこともできる．

例えば，結んで円形になったロングロープをみんなで座って持ち，上に上げたり，振った

りする活動や，身体の部位をロープでタッチし，身体部位の名称を覚え,身体意識を高める

活動ができる．また，みんなで立ってロープを持って,円の中心に向かって歩き,後ろ歩き

でもとに戻る活動では，動きづくりと同時に「前」，「後ろ」という空間概念を育むことを

ねらいに取り組むことできる．また，二人で一本の短ロープの端をそれぞれ持ち引っ張り

合い，タイミングを合わせて交互に腹筋運動を行うことできる．さらに，音楽に合わせて

ロープを振って床に打ちつけ音を鳴らすといった聴覚連合運動能力の向上をねらった活動

も展開できる． 

 
図１－３ 知的障害児への適用場面「カラーロープを使った課題ムーブメント１」 

 

 

図１－４ 知的障害児への適用場面「カラーロープを使った課題ムーブメント２」 
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２）プレーバンドを使った課題ムーブメント 

プレーバンドは，赤，黄，青，緑の４色があり，幅 2.5cm×長さ 170cm の広幅の織ゴム

で両端は手首（足首）が入る程度の輪になっている．手足を動かすと自由に伸び縮みし広

がりの空間を作ることができる．一人でのストレッチ運動にも使えるが，二人で二本のプ

レーバンドを持ち，多様な方向にストレッチしたり，プレーバンドを連結させて，身体全

体を使って，三角形や四角形を創造することで,認知学習にも展開することができる．さら

に，複数のプレーバンドをクモの巣のように渡し合い互いに持ち，風船を連続して弾くと

いった集団活動もでき，上肢の運動を引き出し，社会性を育める． 

 

図１－５ 知的障害児への適用場面「プレーバンドを使った課題ムーブメント１」 

 

 

図１－６ 知的障害児への適用場面「プレーバンドを使った課題ムーブメント２」 
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３）ムーブメントパラシュートを使った課題ムーブメント 

ムーブメントパラシュートは，赤，青，白の３色配合でありナイロン製のパラシュート

である.大きさは直径７ｍ，５ｍ，３ｍの３種類あり，活動する人数,活動場所の広さに合

わせて，それぞれの活動を展開することができる．音楽に合わせて大波，小波を作ること

ができ，パラシュートを大きく上げ下げする事で上肢の動きを引き出し，集団での活動に

より社会性を育む事ができる．また，膨らんだパラシュートの下の空間は,子どもが好む空

間であり，その空間に入ると思わず手を伸ばしたくなったり，ジャンプしてパラシュート

を触りたくなる空間となり，楽しむことができる． 

 

図１－７ 知的障害児への適用場面「ムーブメントパラシュートを使った課題ムーブメント１」 

 

 

図１－８ 知的障害児への適用場面「ムーブメントパラシュートを使った課題ムーブメント２」 

 



14 

 

３．高齢者を対象にした課題ムーブメント 

１）ムーブメント形板を使った課題ムーブメント 

 ムーブメント形板は，一辺25㎝の四角形と直角三角形の２種類の発砲ポリエチレンで作

られた厚さ12㎜の形の板であり，色は黄，青，ピンクの３種類である．形板の片面には０

から９の数字が書いてあり，簡単な計算や数字集め等の数遊びができる．ソフトな素材で

あり,投げても乗っても歩いても安全な遊具である．さらに形や色に着目をし，数枚の形板

を組み合わせ，家や魚など多様な形を作ることができ，創造的な活動も展開ができる． 

 

 

図１－９ 高齢者への適用場面「ムーブメント形板を使った課題ムーブメント１」 

 

 

図１－10 高齢者への適用場面「ムーブメント形板を使った課題ムーブメント２」 
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第２章第２章第２章第２章    研究目的研究目的研究目的研究目的    

第１節第１節第１節第１節    研究目的研究目的研究目的研究目的    

わが国では，Frostig により体系化されたムーブメント法に着目した小林らにより，

「Movement Education Theory and Practice」（Frostig 1970）が翻訳され，わが国におけ

るムーブメント法がスタートし独自の発展をしてきた．その実践及び研究の内容は，障害

のある子どもを中心としてものであり，特に児童期までの子どもを対象としたものがその

多くを占め，児童期以降の知的障害児を対象にした実践及び先行研究は十分になされてお

らず，どのような課題があるのか明確にされていない．また，高齢者への適用については，

1984年頃より実践されてきてはいたが，研究として論じられる域に達せず，理論的体系的

な課題を論じた研究はなく，理論的な裏付けのないまま，実践が先行する形で行われてき

た．  

近年の福祉施策は，個々人の生活全体に着目し，できる限り地域の中でその人らしい暮

らしができるような基盤を支えていくという基本的な考え方にあり，障害のある子どもへ

の教育の枠だけにとどまらない支援，そして，介護予防の視点を重視した高齢者への支援

が求められている．  

 本研究では，こうした背景に鑑み，ムーブメント法の適用においてこれまで論じてられ

ていない，知的障害のある生徒を対象にしたムーブメント法の取り組みを検討し残された

課題を明らかにするとともに，高齢者へのムーブメント法の適用について検討し，理論的

な構築を図ることを目的とした． 

    

第２節第２節第２節第２節    研究方法研究方法研究方法研究方法    

本研究では，序論においてムーブメント法について論じることにより，研究の背景を明

らかにした．本論は，第Ⅰ部第３章の知的障害のある子どもへのムーブメント法の適用に

ついての実践研究及び，第Ⅱ部第４章の高齢者へのムーブメント法の適用についての実践

研究の２つの後方視的研究と，第Ⅱ部第５章の新たな視点を踏まえて行った高齢者へのム

ーブメント法の前方視的研究，第Ⅲ部の総括から構成される． 

筆者は，日本ムーブメント教育・療法協会常任専門指導員の資格を有し，これまでにム

ーブメント法を用いて，数々の実践を積み重ねてきた．そのうち，本論文における研究対

象として，特別支援学校の中学部，高等部に在籍する障害のある生徒，さらに高齢者をと

りあげた．  

 第Ⅰ部の第３章では，後方視的研究により，知的障害のある生徒への適用に焦点を当て

て，参与観察による記録ならびに参加者による評価について検討を行った．さらに詳しく

検討するため，知的障害のある生徒を対象にした事例研究を行った． 

 第Ⅱ部の第４章では，後方視的研究により，高齢者へのムーブメント法の適用における

成果と課題に焦点を当てて検討を行った．第Ⅱ部の第５章では，前方視的研究により，ム

ーブメント法の高齢者への適用における理論的な構築を図ることを目的として，高齢者へ

のムーブメント法の適用のための理論的枠組みとそれに基づいた評価法を作成し，さらに

詳しく検討するために，事例研究を行った． 
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第Ⅰ部第３章の研究方法第Ⅰ部第３章の研究方法第Ⅰ部第３章の研究方法第Ⅰ部第３章の研究方法    

 第３章第１節の調査対象は，これまでムーブメント法を用いて地域で取組んでいる「子

ども教室」での実践とし,調査対象を知的障害のある子どもを,１）児童と２）生徒の２群

にわけて検討を行う． 

第３章第２節では，前述の子ども教室に参加している対象者の中から，１名の事例を検

討する．調査期間は，2008年 11月～2009年 10月である．子ども教室の実践における参与

観察による記録ならびに参加者からの評価を分析資料とする． 

第Ⅱ部の研究方法第Ⅱ部の研究方法第Ⅱ部の研究方法第Ⅱ部の研究方法    

 第４章と第５章から構成される第Ⅱ部の研究対象は，これまでムーブメント法を用い

て地域で取組まれている「いきいきムーブメント教室」の実践である． 

調査期間は，第４章は 2009 年 10 月から 2011 年 7月，第５章の調査期間は，2013 年９

月から2013年 11月である． 

第４章第１節は，日本版Profile of Mood States （POMS：気分プロフィール検査）(以

下，POMS)と日本版 State-Trait Anxiety Inventory-Ⅰ（STAI-Ⅰ:新版 STAI-Ⅰ）(以下

STAI-Ⅰ)と健康関連QOL評価尺度SF-36（36-Short-Form Health Survey）の日本版(以下，

SF-36)を用いて，精神的健康面への効果を検討した． 

第４章第２節では,「いきいきムーブメント教室」における参与観察による記録ならび

に参加者からの評価を分析資料とした． 

第５章では，「いきいきムーブメント教室」における参与観察による記録ならびに参加

者からの評価を分析資料とした. 
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第３節第３節第３節第３節    用語の整理用語の整理用語の整理用語の整理    

１．「ムーブメント法」と「ムーブメント教育」，「ムーブメント療法」，「ムーブメント教１．「ムーブメント法」と「ムーブメント教育」，「ムーブメント療法」，「ムーブメント教１．「ムーブメント法」と「ムーブメント教育」，「ムーブメント療法」，「ムーブメント教１．「ムーブメント法」と「ムーブメント教育」，「ムーブメント療法」，「ムーブメント教

育・療法」育・療法」育・療法」育・療法」    

 Frostig が体系化した「Movement Education」は「ムーブメント教育」と訳されている

が，本研究ではムーブメント法で統一をしている．日本におけるムーブメント教育は，

Frostig の考えを継承しながら障害児教育や幼児教育，医療，福祉の領域を中心として日

本独自の発展を遂げている．学校教育を中心とした教育的アプローチでは「ムーブメント

教育」，就学前や重度・重複障害児者などを対象とした療育的アプローチでは「ムーブメン

ト療法」と区別している．また，それらを統合して研究活動や啓発活動をおこなうNPOに

おいては，「ムーブメント教育・療法」の名称を使用する．本研究においては，高齢者への

ムーブメントの適用も含むため，「ムーブメント法」という名称を総称とし表記する． 

 

２．後方視的研究２．後方視的研究２．後方視的研究２．後方視的研究    

 本研究では，第Ⅰ部第３章「知的障害児のある子どもへのムーブメント法の実践研究」

において，既に終えた知的障害のある生徒を対象にしたムーブメント法の取り組みを後方

視的研究により見直し，理論面と実践面で残された課題を明らかにした．第Ⅱ部第４章「高

齢者へのムーブメント法の実践研究」において，既に終えた経験則に基づいた高齢者への

ムーブメント法の取り組みを後方視的研究により見直し，成果と課題を明らかにした． 

 

３．前方視的研究３．前方視的研究３．前方視的研究３．前方視的研究    

本研究では，第Ⅱ部第５章「新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の適用」

おいて，第４章の後方視的研究を踏まえ，新たに高齢者へのムーブメント法の適用におけ

る理論的な枠組みを構築し，それに基づいた実践を行い，独自の評価法を作成し，さらに

詳しく検討するために事例研究を行い，成果と課題を明らかにした．  

  

４．発達的アプローチ４．発達的アプローチ４．発達的アプローチ４．発達的アプローチ    

 定型発達児の発達プロセスを参考にして，通常の発達の順序に従って指導する方法．例

えば，粗大運動では，首のすわり，座位，ハイハイ位移動，つかまり立ち，一人歩きとい

った里程標に従い指導し，発達的基礎条件を育てることで次の段階の行動が獲得できると 

いう考え方（藤田1985）．MEPA-R（Movement Education and Therapy Program Assessment 

-Revised）は，人間の運動発達を軸に系列化されており（小林 2006），子どもを対象にし

たムーブメント法は、MEPA-Rの結果を手がかりに支援プログラムを編成していく. この点

により,子どもを対象とするムーブメント法は，発達的アプローチに準拠している． 
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５．機能的アプローチ５．機能的アプローチ５．機能的アプローチ５．機能的アプローチ    

 発達的アプローチに対して，特定の技能に焦点をあて，現時点での能力で環境と最大限

に相互作用が持てるように，働きかける支援方法であり，さらに，技能の獲得が将来の環

境への適応にとって有効な行動に発展することもねらいとしている．発達的基礎条件にこ

だわらず，機能的有用性から目標を設定し，目標となった特定の技能そのものを直接的に

習得させることに力点を置く考え方（藤田1985）である．本研究では，日常生活や将来の

生活と関連性があり，本人の希望，願い，悩みから生じた目標行動へのアプローチとし，

心身機能や運動発達の上昇期以降の対象者へのアプローチとして導入を検討している． 

 

６．遊びについて６．遊びについて６．遊びについて６．遊びについて        

 Frostigは，「教育は，子どもの探求ないしは，探求的遊びの要求を育て，満たさなけれ

ばならない」とし，「教育は,探求を鼓舞するよう雰囲気の中で遊びと作業を用意すること

で,環境を知り，調整するための子どもの本能的衝動を満たす物でなければならない」と，

教育における遊びの意義を述べ，さらに「遊び仲間と心から接触できる場合は，情緒的な

障害を改善することができる」と，仲間との遊びによる情緒的な障害への可能性を指摘し

ている（Frostig 1970）．小林は，「ムーブメント教育が遊び感覚による動きでの教育の中

で幸福感を達成し，全包囲的発達の教育として機能を発揮する」（小林 1994）として，「ム

ーブメント教育・療法の原点として，遊び性（自発的，快的）に注目をしている」を指摘

している（小林 2009）．さらに，「ムーブメント教育の原点は，『遊び』にあり，子ども自

身が『楽しい』『うれしい』『面白い』と感じ，主体的に動くことができる場を作ることが

大切である」とも述べている（小林・大橋 2010：36）．小林（2006）は，体育の指導にお

ける遊びの意義について，「遊びには，さまざまな知的興味や身体的感覚，感触の体験，お

よび身体の動きが伴う．そこには，おもしろさ，わくわくするような気持ち，いたずら心，

身体の感覚器をとおして感じるさまざまな感覚，自然にわきあがってくるさまざまな心の

動きや『感じ』がある．そうした基本的な遊びを構成する『心や感覚の要素』を大切した

身体活動や運動を工夫し指導することが，本質的に体育の重要性を高める」と，体育にお

ける遊びの重要性を指摘している．本研究では，ムーブメント法の原点である「遊び」が

もたらす「たのしい」，「うれしい｣，「面白い」といった気持ちや身体にもたらす効果に着

目している． 

 

７．児童及び生徒について７．児童及び生徒について７．児童及び生徒について７．児童及び生徒について    

 本研究では，児童を６～12 歳、生徒を 13～18 歳までとする．児童の時期は，心身の発

達，運動機能の発達では，全体的に上昇的変化が顕著に見られることに対して，生徒の時

期における心身の発達，運動機能の発達は児童の時期に比べて緩やかになるかプラトーに

達すると捉える． 
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第３章第３章第３章第３章    知的障害知的障害知的障害知的障害のある子どもへののある子どもへののある子どもへののある子どもへのムーブメント法の実践的研究ムーブメント法の実践的研究ムーブメント法の実践的研究ムーブメント法の実践的研究    

第１節第１節第１節第１節    知的障害児への適用知的障害児への適用知的障害児への適用知的障害児への適用    

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

本研究では，先行研究でこれまで論じられていない，知的障害のある生徒を対象にした

ムーブメント法の適用における課題を明らかにすることを研究目的とする． 

1977年に日本にムーブメント法が紹介されてから，子どもの発達支援を中心に行われて

きたが，その対象の多くは，幼児，児童を中心としたものであり，ムーブメント法に関す

る著書にある実践事例においても，その対象は,障害のある幼児から児童を中心にしたもの

である．しかし，知的障害のある生徒を対象にしたムーブメント法の適用については，筆

者の論文（金川2009）があるが，それ以外には確認できていない． 

子どもの発育・発達の様子を示すスキャモンの発育曲線（Scammon 1930）を参照すると，

成長発育を20歳のレベルを100％として考え，神経系統は生まれてから５歳頃までに80％

の成長を遂げ12歳でほぼ100％になる．そのことから，器用さやリズム感を担う神経系の

運動は，12歳までは伸びを示し，その後著しい伸びは見られにくいと考えられる．しかし，

小林（2001：120-121）は，「養護学校の児童生徒の中には，健常児と異なり思春期後期に

入っても神経系（サイバネティックス）の運動機能が著しく発達する子どもが大勢いる」

と述べている．そして，「ゆっくりと発達する子どもには，時間をかけてもっともっといろ

いろな教育をし，身体運動を含めた『生きる力』の成長につながる多様な教育支援の必要

性がある」と述べ，知的障害のある生徒へのムーブメント法の有効性について言及してい

る． 

そこで，本研究では，知的障害のある生徒へのムーブメント法における活動の内容及び

活動目標と活動を行う上での配慮事項について検討し，知的障害のある生徒を対象にした

ムーブメント法の適用における課題を明らかにする． 

筆者はこれまで，幼稚園，学校，地域等の多様な場面で，さまざまな子どもにムーブメ

ント法を用いて発達支援を行ってきている．特に学校場面においては，知的障害の児童生

徒を対象に，小学部から中学部，高等部それぞれの学部で実践している．活動場面は，体

育,自立活動を中心に，国語・算数を合わせた合科学習や特別活動としての交流学習等さま

ざまな学習場面である．それぞれの活動は，各々のねらいに応じて，ムーブメント法の基

本理念に基づいた支援内容である．実践場面では，年齢により配慮してきたことや,ねらい

の重点の置き方に配慮し取り組まれてきた．このような形で実践できてきた経験は貴重な

財産であり，この実践を踏まえて，本研究において，知的障害のある子どもを児童と生徒

を分類し，活動内容及び活動目標を検討し，活動を行う上で配慮事項の違いを明らかにす

ることは，知的障害のある子どもへの適用，特に知的障害のある生徒への適用に関する,

有効な研究になると考える． 
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２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

（１）調査対象（１）調査対象（１）調査対象（１）調査対象    

調査対象は，地域で取組まれている「子ども教室」での実践を対象とする．  

「子ども教室」は，ムーブメント法を適用して地域での発達を支援する活動である．参

加対象は，主に知的障害のある子どもと，そのきょうだい，家族である．活動場所は，支

援学校の体育館である．活動回数は，1ヶ月1回のペースであり，1回60分間のプログラ

ムで行われている．活動グループは，児童にあたる小学生以下の子どもを対象にしたグル

ープと生徒にあたる中学生以上を対象にしたグループで実施している．子ども教室は，2007

年 11月から開始し，現在も継続して行い,2013年 10月には70回目を実施し，おおよそ延

べ1400人の子どもが参加している. 

 

（２）調査（２）調査（２）調査（２）調査内容内容内容内容    

本研究の調査内容は，活動プログラムの1つである走行ムーブメントの内容及び目標と

活動を行う上での配慮事項について，検討する． 

毎回の活動プログラムは，１）フリームーブメント，２）課題ムーブメント：走行ムー

ブメント，３）課題ムーブメント：遊具を使用するムーブメント 

４）パラバルーンを使ったムーブメント，５）活動の振り返りで構成される． 

対象児・者の人数，実施した場面等の差異はあるが，いずれの対象者に対しても共通し

て実施しているプログラムである走行ムーブメントについて，対象児･者別に活動状況の様

子，活動目標の設定，プログラムの進め方などの配慮事項を検討し，知的障害のある生徒

を対象にしたムーブメント法の成果と課題について述べる（以下，ムーブメント活動のプ

ログラム名については，○○ムーブメントと示す）． 

 

（（（（３３３３）調査期間）調査期間）調査期間）調査期間    

本研究は，2007年 10月から2008年 10月に実施した． 

 

（４）分析方法（４）分析方法（４）分析方法（４）分析方法    

 本研究では，対象を１）知的障害のある児童，２）知的障害のある生徒の２群にわけ，

参与観察による記録ならびに対象児童生徒と保護者の評価に基づき検討を行う． 
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３．結果３．結果３．結果３．結果    

（１）（１）（１）（１）「子ども教室」「子ども教室」「子ども教室」「子ども教室」の活動の活動の活動の活動結果結果結果結果    

2007年 11月から実施した「子ども教室」の参加人数は，2013年 10月には70回目の実

施となり，おおよそ延べ1400人の子どもが参加している（表３－１） 

毎回の活動プログラムは，１）フリームーブメント，２）課題ムーブメント：走行ムー

ブメント，３）課題ムーブメント：遊具を使用するムーブメント 

４）パラバルーンを使ったムーブメント，５）活動のふりかえり，のようなプログラム

で構成される（図３－１）． 

フリームーブメントでは，フリーという言葉の通り，子どもが自由な空間で，自由に遊

具を使用し，自由に活動をする設定である．その中で，子どもはその場の雰囲気に慣れて

きて，その後に展開される活動への心と身体の準備，意欲をもたせる活動となる． 

課題ムーブメントでは，個々の発達課題にアプローチするムーブメントであり，遊具を

使わず移動運動を中心に粗大運動で構成する走行ムーブメントと，ムーブメント遊具や，

身近な道具等を使用して行う課題ムーブメントがある．｢子ども教室｣での課題ムーブメン

トは，走行ムーブメントから実施する．走行ムーブメントでは，対象児・者の発達状況，

発達課題に応じて，歩く，走るといった基本的な移動運動から，後ろ歩き，大股歩き，す

り足，両足ジャンプ，片足ケンケン，ギャロップ，スキップ，ハイハイ移動，高ばい移動，

つま先歩き，かかと歩き等の移動運動や横転運動，床に手と膝をついた３点支持姿勢や仰

向けに寝て足を垂直に上げて自転車をこぐ要領で足を交互に動かす運動等の多様な運動を

行う． 

 
 

 

 

  

2007年１１月～ 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 ～201３年８月 合計

対象参加児童数 10 106 96 191 173 176 115 867

対象参加生徒数 22 137 95 92 99 77 45 567

合計 32 243 191 283 272 253 160 1434

（参加人数）

表　３－１　子ども教室の参加人数表　３－１　子ども教室の参加人数表　３－１　子ども教室の参加人数表　３－１　子ども教室の参加人数
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（２）（２）（２）（２）対象別対象別対象別対象別参与参与参与参与観察観察観察観察記録記録記録記録    

１）１）１）１）知的障害知的障害知的障害知的障害のある児童のある児童のある児童のある児童へのムーブメント法の適用へのムーブメント法の適用へのムーブメント法の適用へのムーブメント法の適用    

ⅰ）活動内容ⅰ）活動内容ⅰ）活動内容ⅰ）活動内容と活動目標と活動目標と活動目標と活動目標    

走行ムーブメントの活動内容は，歩く，走る，ジャンプ，スキップ，回転運動など，移

動を中心とした基本的な動きを，ピアノ伴奏のもとで行っている．特に基本的な運動であ

る，「歩く・走る」では，体力に配慮し，「歩く・走る」の切り替えを多くし，スタッフが

走ることで，自ら走り出せるように促している．また，歩く活動では，「まえ」，「うしろ」，

「よこ」，「みぎ」，「ひだり」といった方向を示す言葉や，「ゆっくり」，「はやく」などの動

きの速さを表現する言葉を動きに合わせて示し，動きを通した言葉の理解の向上を活動目

標に組み入れ，動きのイメージの定着を促進した活動を設定している．子どもは周りの友

だちやスタッフの動きを見て，また伴奏の音楽を聞くことで，運動が理解できている.例え

ば，走る時には，音楽を聞きすぐに走り出せる子どももいれば，みんなが走り出し，その

様子をみて走り始める子どももいる． 

活動目標は，発達の流れに即して活動内容の構成，つまりは，発達的アプローチに従っ

た構成である．構成した動きは，基本的な動きを中心に，その動きを一つずつ行う．例え

ば，両足ジャンプの場合は，動きのポイントとなる両膝に注目をさせ，正しい動きを提示

する．両足ジャンプが難しい子どもの場合には，身体を大人が抱えて一緒に跳んで，膝を

曲げて跳ぶ感覚について身体を通して覚えるようにし，次に，子どもと対面して立って手

をつなぎ両足ジャンプを促すといったように，スモールステップでの支援を行う．また，

ハイハイ移動の場面は，はじめにハイハイ移動ができたら，次に高ばい移動をし，さらに

は後方への移動というように，またどんぐりのようにクルクルと立位で回る運動では，自

分で体の回旋運動から回転運動へ連続して行う．身体が小さく大人が抱えることができる

児童の場合には，上半身を抱えてクルクルと大人が一緒に回ってあげることも楽しみとな

る．このように，児童の場合には，身体を触れあう活動も取り入れて行う.また，児童の場

合は，多様な姿勢での動き，例えば，立ったり，しゃがんだり，伸びたり，縮んだり，寝

転んだり（仰臥位，腹臥位，側臥位）を行うことを活動内容に入れている． 

ⅱ）活動を行うⅱ）活動を行うⅱ）活動を行うⅱ）活動を行う上での配慮事項上での配慮事項上での配慮事項上での配慮事項    

また，難しい運動の場合には，スモールステップで，できるための工夫し，現状の次の

運動課題の習得をねらったプログラムを中心に行うこととなる．できないと尻込みをして

しまい活動に対して消極的になる場合があり，そのような時には，できにくさを軽減する

工夫が必要である．例えば，伸脚運動姿勢であり．下肢を左右に広げて一方の脚を曲げ，

もう一方の脚を横に開いて膝を曲げずに伸ばす姿勢をとることが難しい子どもの場合，一

方の軸脚でバランスをとることが難しいことが考えられる．その難しさ，バランスの不安

定さを軽減する，つまりバランスをとりやすくするために，さりげなく手で支えて開脚姿

勢をとるようにすることで，難しかった姿勢がとりやすくなる． 

活動時の環境としての音楽については，年齢に考慮しながらも，動きのリズムやスピー

ドのイメージの理解を促すように，対象児の動きを中心に演奏している．特に，対象児が

好む曲では，アニメソングや童謡を多く用いて，楽しい雰囲気をより高める効果としても

選曲している． 
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ⅲ）保護者からの評価ⅲ）保護者からの評価ⅲ）保護者からの評価ⅲ）保護者からの評価    

保護者の評価では，「今日初めてジャンプができてうれしかった」，「スカーフを跨げる

けれど，飛び越えられない」，「後ろ歩きが上手になってきた」等の，運動課題の達成に対

する評価や，できない運動ができるようになってほしいという願いが含まれた評価が多い．

また，「子どもと一緒に体を動かせて楽しかった」，「普段よくけんかするきょうだいだけど，

二人が一緒に活動していた」といった保護者自身の活動への思いや，活動を通したきょう

だい関係の変化を喜ぶといった評価がある. 

 

２）２）２）２）知的障害知的障害知的障害知的障害のある生徒のある生徒のある生徒のある生徒へのムーブメント法の適用へのムーブメント法の適用へのムーブメント法の適用へのムーブメント法の適用        

ⅰ）活動内容ⅰ）活動内容ⅰ）活動内容ⅰ）活動内容と活動目標と活動目標と活動目標と活動目標    

走行ムーブメントの活動内容は，歩く，走る，ジャンプ，スキップ，回転運動など，移

動を中心とした基本的な動きを，ピアノ伴奏のもとで行っている．特に基本的運動である

「歩く・走る」のプログラムの場合には，児童を対象にした場合に比較して，負荷を大き

くし，体力の向上，エネルギーの発散を活動目標に組み入れている．また，日々の生活の

中で運動に親しむ機会が少なく，年長の参加者にとっては，貴重な運動機会となり，運動

による身体的な効果と同時に気分の発散の機会となっている．例えば横移動（足を開閉し

て，左方向もしくは，右方向に移動）では，繰り返し取り組むことで，少しずつできるよ

うになってきた子どもがいるが，動きの定着は難しい．また，年齢が高くなり，運動への

苦手意識や，できないと決めつける子どもも多く，できない動きに対しては，取り組めず，

違う動きで対応することが多い．このようなことから，できる活動を中心にして，本人が

拒否を示すようなことのないように無理のない範囲で，新しい動きに取り組むように進め

ている． 

運動を進めていく中では，本人の動きを手がかりにして，運動を展開することがある．

ジャンプをした子どもがいた場合には，「〇〇くんのように，次はジャンプするよ」から，

運動が始まり，少し難しい課題へ展開することがある．このような運動の展開は，必ずし

もスモールステップで運動発達の流れに従ったものでなく，つまりは発達的アプローチに

限らず，できる事を中心とした運動展開で行い，運動への抵抗感を少なくするように工夫

して行う． 

ⅱ）活動を行うⅱ）活動を行うⅱ）活動を行うⅱ）活動を行う上での配慮事項上での配慮事項上での配慮事項上での配慮事項    

発達的アプローチに従った基本の運動以外にも，本人や保護者が，こんな動きができた

ら，今の生活が円滑に過ごせるようになるといった願いや悩みから活動内容を構成する．

例えば，両手の巧緻性に課題があり，日常生活では右腕をあまり動かさない場合は，右腕

もしくは，両手を自然と使う活動の組み立て行う．例えば，パラシュートムーブメントに

おいて，パラシュートを両手で持ち大きく高く上げる活動や，右手で持って歩く等の活動

を行い，楽しみながら，普段動かす機会の少ない右手を使った運動を行い，本人や保護者

の願いや悩みなどの課題から活動内容を設定する．運動が苦手な参加者に対しては，でき

る運動を中心に，また本人の気持ちを大切にして，活動を進める．リーダーが，「次はどん

な運動する？」と，問いかけ，「次はジャンプ（します）」と答え，次に，リーダーが｢どち

らの方向へジャンプする？｣と続いた問いかけに，「それじゃ，右へ」というように，でき

る動きの中で，自分で考え提案した動きを基本にして動きを展開する．また，自分の提案
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した運動を他の参加者と一緒に活動することが，自己表現力の向上や，運動に対する達成

感，満足感につながり，精神的な安定につながることを期待して活動を進める．このよう

に，運動課題に対する活動を通して，運動課題の達成よりも，活動への意欲や，主体性，

自己表現やコミュニケーション能力，精神的安定を重視して活動を進めている． 

活動時の環境としての音楽については，年齢に考慮しながらも，動きのリズムやスピー

ドのイメージの理解を促すように，対象児･者の動きを中心に演奏している．そのため，知

的障害のある生徒を対象とする場合には，今流行している曲を選曲するなどの配慮を行っ

ている． 

ⅲ）保護者ⅲ）保護者ⅲ）保護者ⅲ）保護者の評価の評価の評価の評価    

保護者の評価では，「自分から遊具を取りに行けた」，「私にも遊具を持ってきてくれた」，

｢足は十分に上げられていなかったけど，自分なりにやろうとしている姿が嬉しかった｣と

いった子どもの活動への意欲や主体性に着目した評価がある.また，「久しぶりに体を動か

せて，気持ちがいいみたいです」，「普段以上に右手が上に上がっていました｣，「私とする

よりも友だちと一緒に楽しそうにしていました」といった内容の評価は，子どもの健康面

の課題やコミュニケーションに関する課題に対した評価があり，運動達成に着目した評価

よりも多い．また，できない運動に対する評価では，難しいと思われる課題に取り組む意

欲や，自分以外の人から要求されていることに答えようとする姿勢や，他者と一緒に取り

組もうとする精神的な面での子どもの成長に着目している．  
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４．考察４．考察４．考察４．考察    

走行ムーブメントにおける，活動内容及び活動目標と活動を行う上での配慮事項につい

て，対象グループを比較し，知的障害のある生徒を対象にしたムーブメント法の適用にお

ける課題について考察する． 

（１）活動内容（１）活動内容（１）活動内容（１）活動内容と活動目標と活動目標と活動目標と活動目標    

走行ムーブメントでの活動内容について，MEPA-Rのアセスメント項目で確認すると， 

知的障害のある児童の場合には，その活動内容は，MEPA-Rの発達ステージで見ると第３～

６ステージの課題が中心となる．具体的な課題運動として，歩く，走る，跳ぶなど，簡単

な粗大運動を中心として，多様な姿勢，動作変化を含む運動が行われている．粗大運動の

発達が，次第に手指の運動で示される微細運動へ発達する流れを踏まえた課題が組み立て

られる．日常の生活において，偏った運動様式になりがちな子どもに対して，多様な運動

を行うことで，日常生活では利き手ばかりを使っている子どもでも，左手を使い，身体を

多様に使う機会となる．そのことで，巧緻性の向上に発展をさせていくように課題も設定

できている．また，できない運動課題に対しては，スモールステップで練習していく．例

えば，両足ジャンプの時のように，初めは大人と一緒に行い，次に見本を見ながら動こう，

さらにタイミングを合わせて行う等のとりくみである．また，運動に対する苦手意識はあ

るものの，活動環境，例えば遊具や音楽を工夫することで，本人の意志を引き出し取り組

むことができやすい． 

知的障害の生徒の場合も，同じ第３～６ステージの課題である．小林（2001）は，「養

護学校の児童生徒の中には，健常児と異なり，思春期後期に入っても神経系（サイバネテ

ィッグ）の運動機能が著しく発達する子どもが大勢いる」と述べている．本研究の対象児

においても，練習を繰り返すことで，できなかった動きができるようになる場合もある．

例えば横移動が難しい子どもも，繰り返し取り組むことで，少しずつできるようになって

きた対象児もいる．しかし，その発達はゆっくりとしているものであり，定着が難しい．

もちろんできなかった事ができるようになったことへの喜びは本人，保護者ともある．し

かし，保護者は，できたということよりも，難しいと思われる課題に取り組む本人の意欲

や，自分以外の人から要求されていることに答えようとする姿勢や，他者と一緒に取り組

もうとする精神的な面での子どもの成長に注目をしている．その子どものがんばりに対し

て賞賛を送り，そのことを子どもも感じ，さらにがんばろうとする意欲につながっている． 

また，知的障害の生徒の場合，成長に伴い運動への苦手意識が高くなり，難しいと感じ

た運動は，出来ないと決めつけて，運動をしない子どもたちも見られる傾向が多くなる．

そのような状況を踏まえ，できる活動を中心にして，本人が拒否を示すようなことのない

ように無理のない範囲で，新しい動きに取り組むように進めることが大切である． 

また，設定する運動課題は，本人や保護者の願いや悩みなどの課題からプログラムを設

定し，ムーブメント法を通して，日常生活を豊かにしていく視点，つまり機能的アプロー

チの視点も含まれる． 
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（２）活動を行う（２）活動を行う（２）活動を行う（２）活動を行う上での配慮事項上での配慮事項上での配慮事項上での配慮事項    

ムーブメント法では，集団でプログラムを進めながら，一人一人に応じた支援を行うこ

とを大切にし，友だちやスタッフとの自然な関わりの中で，他者の意見を受け入れてチャ

レンジしてみようという気持ちや，友だちがやっているなら自分もしてみようといった気

持ちを大切にして行っている．また，ムーブメント活動を行う中で，できたことを一人一

人に褒め，活動全体の雰囲気は受容的で，できない自分も自然と表現できる環境である． 

知的障害児の場合には，特に一人一人に直接的に分かるように賞賛することが，次への

活動意欲へとつながる． 

知的障害の生徒の場合も同様であるが，集団の中での賞賛や，友だちからの賞賛がより

本人の意欲につながる．前述したが，生徒を対象にした場合には，本人や保護者の願いや

悩みなどの課題からプログラムを設定し，ムーブメント法を通して，日常生活を豊かにし

ていく視点も含まれる．また，知的障害児の肥満傾向，肥満出現率は極めて高く，小学部

高学年もしくは中学部の時期に徐々に太り始める時期であり，楽しく身体を動かすことに

より，運動不足の解消，肥満防止など，健康面への支援として，活動が設定されることが，

生徒を対象にしたプログラムでは含まれてくる． 

活動時の環境としての音楽については，年齢に考慮しながらも，動きのリズムやスピー

ドのイメージの理解を促すように，対象児･者の動きを中心に演奏している．そのため，選

曲は，児童の場合は，アニメソングや童謡であり，生徒を対象にした場合には，今流行し

ている曲を選曲するなどの配慮を行っている． 

 

（３）（３）（３）（３）保護者の評価保護者の評価保護者の評価保護者の評価    

児童の保護者の評価からは，運動課題が達成できたかどうかの評価や，できない運動が

できるようになってほしいという願いが含まれた評価が多い．また，活動を通したきょう

だい関係の変化を喜ぶといった評価が見られる．生徒の保護者の評価では，子どもの活動

への意欲や主体性に着目した評価や，子どもの健康面の課題やコミュニケーションに関す

る課題に対した評価が，運動達成に着目した評価よりも多く見られる． 

このことは，保護者のムーブメント法に対する期待として考えられ，児童の場合は，「で

きないことができるようになって欲しい」，「できることが増えて欲しい」といった願いで

あり，運動課題の習得を重視したものである．生徒の場合には，本人の意欲や主体性など

の気持ちの育ちやコミュニケーション力や社会性の育ちを重視した願いと考えられる． 

    

（４）（４）（４）（４）結果結果結果結果    

 活動内容及び活動目標と活動を行う上での配慮事項について，対象別に比較した内容を

４点にまとめた（表３－２） 

（１）子どもを対象にしたムーブメント法での課題設定は，発達的アプローチを中心に支

援をしていくが，知的障害のある生徒の場合は，発達的アプローチだけでなく，本

人のできる事を中心にした展開や，本人，保護者の願いや悩みからアプローチする

機能的アプローチの視点へと移行することが示され，機能的アプローチの導入の必

要性が示唆された． 

（２）運動量については，知的障害のある生徒を対象にする場合は，児童に比べて，子ど
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もの様子に配慮しながら，運動機会として運動量を多く設定する． 

（３）活動において重視する観点は，知的障害のある生徒を対象とする場合は，児童に比

べて健康面の支援を重視する． 

（４）ムーブメント法に対する知的障害のある生徒の保護者の願いは，運動面の発達を期

待するよりも，できていない運動課題にむかう意欲や主体性の育ちを重視する．知

的障害のある生徒を対象にした活動では，日常生活の不自由さや必要から生じる課

題の設定や，課題が達成時に生活のしやすさや，人との関わりが深まり，広がるな

どの社会性の成長に対する期待が反映する課題設定の必要性がある． 

 

表表表表３－２３－２３－２３－２    活動のねらい活動のねらい活動のねらい活動のねらい    

    

    目標目標目標目標設定設定設定設定    運動量運動量運動量運動量    課題の観点課題の観点課題の観点課題の観点    保護者の願い保護者の願い保護者の願い保護者の願い    

    

児児児児

童童童童    

発達的アプローチを

中心に，発達段階に

準じて運動課題を設

定． 

子どもの負担になら

ないように設定する    

健康面への支援の観

点よりも，運動課題

の観点を重視．    

ジャンプ，ケンパ，

スキップ等，運動課

題の習得を重視． 

家族と一緒に活動で

きることを評価． 

    

生生生生

徒徒徒徒    

発達的アプローチだ

けでなく，願いや悩

みから運動課題を設

定する．本人のでき

る事を中心に設定．    

運動機会として運動

量を多く設定する．    

運動課題の観点よ

り，気分発散，肥満

防止，健康面への支

援の観点を重視．    

意欲や主体性といっ

た本人の活動への気

持ちの育ち，コミュ

ニケーション能力，

集団活動など社会性

の育ちを重視．    
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第２節第２節第２節第２節    事例による検討事例による検討事例による検討事例による検討    

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

本研究では，事例を通して，知的障害ある生徒へのムーブメント法の適用のあり方，特

に目標設定と評価法の課題を明らかにすることを研究目的とする. 

前節では，ムーブメント法の知的障害のある生徒への適用では，児童への適用に比較し

て，活動内容及び目標設定等に違いがあることが示された．本研究では，事例検討を行い，

知的障害のある生徒へのムーブメント法の適用のあり方について検討する． 

 

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

（１）調査対象（１）調査対象（１）調査対象（１）調査対象    

調査対象は，（以下，対象生徒とする）は，地域で行われているムーブメント法を用い

て地域で取組んでいる子ども教室に参加する知的障害のある生徒（13歳女児）である．選

定理由は，調査期間中実施した子ども教室に全回参加でき，本人並びに保護者により研究

協力を得られたことの２点である． 

表３－３表３－３表３－３表３－３対象生徒対象生徒対象生徒対象生徒の属性の属性の属性の属性    

       

 

 

 

 

 

 

対象生徒には呼吸器系疾病があり，保護者は健康面の管理に幼少の頃から心配しており，

運動に親しむ機会が少なかった．また，側彎傾向も見られ上体がやや左に傾いている．運

動面では，スキップができないことや，ボール運動の投げる動作に不器用さがあるなど，

動きの不器用な様子が見られる．また運動への苦手意識がある．対象生徒は，通常の小学

校の特別支援学級に在籍し，現在は特別支援学校中学部に在籍している． 

対象生徒とムーブメント法との関わりは，対象生徒が特別支援学校中学部１年時の体育

の授業の中で，ムーブメント法を用いた活動に取り組んだことが始まりである．これまで

運動や体育の授業を苦手に思っていた対象生徒であったが，ムーブメント法に触れること

によって学校以外の活動にも参加するようになり，運動に親しむ機会として子どもムーブ

メント教室に参加した．特別支援学校に入学して,学習活動や友だちとの交流も少しずつ積

極性が見られてきているが，全体に自信がなく消極的な面を保護者は心配している．子ど

も教室には，対象生徒の妹（６歳）も一緒に活動に参加することがあった． 

（２）調査内容（２）調査内容（２）調査内容（２）調査内容    

    調査期間内に行われた 15 回の実践における参与観察による記録ならびに対象生徒と保

護者の評価に基づき検討する.資料３－２は，全15回の子ども教室でのプログラムである.

表３－３は対象生徒の保護者による対象生徒の記録である． 

評価については， MEPA-R（Movement Education Program Assessment－Revised）注）を

用いた.MEPA-Rの測定は２回実施し，1回目は子ども教室開始時期にあたる第1回目に，２

学年・年齢 特別支援学校中学部２年 13歳 

性別 女 

障害の様子 軽度知的障害  

呼吸器系疾病あり  

側彎傾向あり 

療育手帳認定区分 B2判定 
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回目は第15回終了時に実施した．MEPA-Rの結果（MEPA-Rプロフィール表）は，図３－１

に示す通りである． 

（３）調査（３）調査（３）調査（３）調査期間期間期間期間    

本研究は，2007年 10月から2008年 10月に実施した.    

（４）分析方法（４）分析方法（４）分析方法（４）分析方法    

 本研究では，実践を振り返る 1 つの手段であるエピソード記述法(鯨岡 2005)に基づき，

参与観察による記録ならびに対象生徒と保護者の評価の検討を行う． 

MEPA-R（Movement Education Program Assessment－Revised）注） 

   

MEPA-R評価表は，子どもの発達状態を評価・診断し，子どもの発達のどの分野に落

ち込みがあり，どの項目が達成できていないかを示す評価表である．評価表は，運動・

感覚，言語，社会性（情緒を含む）の３分野６領域から構成されている．感覚・運動

分野は「姿勢機能領域（Posture）」と，「移動運動機能領域（Locomotion）」，「技巧機

能領域（Manipulation）」の３領域から構成される．言語分野は，「受容言語領域

（Receptive Language）」と，「表出言語領域（Expressive Language）」の２領域から

構成される．各領域の評価項目は30項目あり，MEPA-R全体では，180の評価項目から

構成される．MEPA-Rの構成におけるチェックステージは，子どもの運動発達を軸に系

列化した７ステージより成り立つ．以下は，そのステージ名と暦年齢期間である． 

 

 第１ステージ（原始反射支配ステージ）     ０ヶ月～６ヶ月 

 第２ステージ（前歩行ステージ）        ７ヶ月～12ヶ月 

 第３ステージ（歩行確立ステージ）       13ヶ月～18ヶ月 

 第４ステージ（粗大運動確立ステージ）     19ヶ月～36ヶ月 

 第５ステージ（調整運動ステージ）       37ヶ月～48ヶ月 

 第６ステージ（知覚運動ステージ）       49ヶ月～60ヶ月 

 第 7ステージ（複合応用運動ステージ）     61ヶ月～72ヶ月 

 

小林芳文（2005：3-4），小林芳文・飯村敦子・大橋さつき・他編（2006：14） 

『MEPA-R－ムーブメント教育・療法プログラムアセスメント〈手引〉』，『ムーブメント

教育・療法による発達支援ステップガイド－MEPA-R実践プログラム』より引用 

 

３．結果３．結果３．結果３．結果    

（１）参与観察記録（１）参与観察記録（１）参与観察記録（１）参与観察記録    

ⅰ）ⅰ）ⅰ）ⅰ）活動内容及び活動内容及び活動内容及び活動内容及び活動目標活動目標活動目標活動目標    

活動の内容は，①フリームーブメント，②課題ムーブメント：走行ムーブメント，③課

題ムーブメント：遊具を使用するムーブメント，④パラバルーンを使ったムーブメント，

⑤活動のふりかえり，のプログラムで構成されている． 

 対象生徒は走ることが苦手であるが，走行ムーブメントにおいては，音楽に合わせ，友

だちと一緒に楽しく走ったり歩いたりできている．自分のペースで走り，時には，会話を

しながら心地よい表情で活動に参加できている．スキップはできたりできなかったりで，
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タイミングがずれるとできなくなってしまう．両足ジャンプはできるが，続けて行うと体

力的にしんどくなり，踏み出し足が左右ばらつく状態である．サイドステップは，対象生

徒が苦手な運動である．動きに合わせて「みぎ」，「ひだり」と言いながら,毎回継続して取

り組むことでリズムよくできるようになった．第６回の保護者記録には，「左右を意識して

サイドステップができるようになってきた」（４月26日記録分）と記録されている．バラ

ンス運動での片足バランスでは，軸足のバランス力に差があり，得意な左足を軸足にして

活動をしながら，右足での片足バランスにも取り組んだ．苦手だということを対象生徒本

人が自覚をしているので，さりげなく手を持って支えて支援することや，バランスがとり

やすくなるように全員で円形にしたロープを持ち活動を行った．バランス力の必要な課題

については，「飛行機バランスが不安定」(12 月 22 日記録分)「バランスをとるのが苦手」

（３月24日記録分）と記録されている．できない運動に対しては，できるための工夫をす

ることで取り組んできたが，対象生徒はできないことをよく自覚しているので，活動に消

極的になりやろうとしない，できない運動に似た動きで対処しようとすることがあった． 

 音楽に合わせた体操では，動きを覚えることが難しく，ゆっくりと練習することで動く

ことができたが，音楽のテンポが速くなると動きについて行けず，動きが止まって周りを

見るだけになってしまうことがあった． 

    

ⅱ）ⅱ）ⅱ）ⅱ）保護者の評価保護者の評価保護者の評価保護者の評価    

保護者の評価において，対象生徒のジャンプ運動の様子について，「初めのうちできな

かったが，最後の回におこなった時には，以前できなかったジャンプ運動ができるように

なった」と，示された．また，人との交流の様子について，「参加回数が進むに従い対象生

徒と他者との関わりが増えた」，「友だちやスタッフと一緒に活動を楽しめている」と示さ

れ，子ども教室の実施前に，「次の教室に，〇〇さん，くるかなあ，（参加するかなあ）」，

「次は〇〇さん（スタッフ）と一緒にしたい」が示され，対象生徒の活動への期待が推測

される．また，「友だちとの関わりが好き」(４月12日記録分)，「誰とでも活動できる」(５

月24日記録分)「スタッフ，友だちと仲良くしていた」と示され，対象生徒が友だちやス

タッフと一緒に活動を楽しんで参加していることが推測される．  

活動全体の様子については，「はじめは緊張していた」，「学校の友だちが一緒に参加す

ることやスタッフとも仲良くなってきて，緊張することなく楽しんで参加している」と示

され，参加を重ねることでさらに楽しみが増し活動できたことが推測される． 

保護者の評価に基づき，「笑顔」，「楽しい」，「うれしい（うれしそう）」，「友だち」の記

録数の変化を図３－２にまとめた．対象生徒が活動の中で友だちとの関わりが増え，楽し

く笑顔で参加できていることがわかる．ここでは全部で15回あるうちの，第１～7回を前

期とし，第８～15回を後期としている． 

また，活動には保護者も積極的に参加し，対象生徒と一緒に活動をする場面も多くあっ

た．親子で参加できるプログラムとして，スキンシップも兼ね，音楽に合わせて，手指，

肩，背中をさすり，軽く叩くマッサージを行った．マッサージをする人とマッサージをさ

れる人が交替で行った．ちょっと照れくさいようだけど，うれしい表情で対象生徒は活動

に参加していた．マッサージの時の様子については，「最後のマッサージ(ストレッチ)は，

気持ちよさそうで，親子のスキンシップになってよいと思う」(６月14日記録)，「最近ず
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っと忙しく，子どもと話す時間があまりなくて，淋しい思いをさせていたので，今日一緒

に参加でき，スキンシップがとれてよかったです」(７月12日記録)，「マッサージは，一

緒にできてよかったです」と示され，活動への肯定的な感想と考えられる．また，運動が

苦手な対象生徒であるが，第７回終了後「小学部(グループ B)にも参加したい」と対象生

徒から希望が出て，活動に参加する積極性が見られた．異年齢での活動では，年少の子ど

もに比べると身長も高く，年長者として参加することで，活動に主体的に，自信を持って

参加している対象生徒の表情が印象的であり，対象生徒の精神的な面での成長と考えられ

る． 

 

ⅲⅲⅲⅲ））））MEPMEPMEPMEPAAAA----RRRR の結果の結果の結果の結果    

図３－１は対象生徒の MEPA-R プロフィール表である．MEPA-R における各項目の評価の

基準は，反応や行動が明らかに観察できる場合は，（＋），反応や行動が見られない場合は

（－）とする．また，その反応や行動が出来そうな場合や，少しみられる場合は（芽生え

反応）は（±）とする．プロフィール表の記述は，（＋）の場合は項目部分を塗りつぶし，

（－）の場合は，塗りつぶさずに空白とし，（±）の場合は項目部分の半分を塗りつぶし

表記する（小林2005：4）．（MEPA-Rの評価項目は，資料２－１を参照） 

対象生徒のMEPA-Rの評価結果は，運動･感覚面は３領域共に第６ステージ（知覚運動ス

テージ），第７ステージ（複合応用運動ステージ）が課題である．できつつある運動課題は，

P-23（２秒以上閉眼片足立ちができる），P-28（片足で立ち，そのまま体を傾けて飛行機の

ようにしても，倒れないでいられる），P-30（床に座って，おしりでＶバランス姿勢ができ

る）であり，P-27（ブランコの立ちのりをして，ひとりでこぐことができる）は，できな

い状態である．その評価結果からは，対象生徒には，調整力に関する課題が他に比べると

多くあり，正中線を越す動きのような調整力の必要な運動は苦手であり，リズムに合わせ

て運動をすることもやや苦手な様子が見られることが推測される． 

言語，社会面については，表出言語領域28「たずねられると，幼稚園や学校へ行く道順

を説明できる」について，説明ができつつあるが，まだ的確にはできない．それ以外は全

てできており，言語・社会面での評価は高い．MEPA-Rの２回目の測定では，表出言語領域

(Expressive Language)28 が芽生え反応として出現したが，その他は，評価の変化が見ら

れなかった． 

 

４４４４．考察．考察．考察．考察    

（１）（１）（１）（１）活動内容及び活動目標活動内容及び活動目標活動内容及び活動目標活動内容及び活動目標    

 本事例における対象生徒の目標は，動きの経験が少ないことや動きの不器用な面の課題

の改善，調整力の向上を目標として，発達的アプローチに基づき行ってきた．１年間の実

践で，サイドステップができる，風船でのヘディングができるようになるなど，取り組ん

だプログラムの中ではできる事が増えたが，MEPA-Rではその成長が確認できず，また，調

整力の面での改善が十分には確認できなかった．しかし，実践の成果として，運動に対す

る抵抗感は改善され（５月24日記録），できることやできるようになったことへの自信や，

母親に認めてもらいたい気持ちの充実や，活動中の笑顔が増えたことが確認できた．また，

年少の子どもと一緒にしたいといった，精神的な変化も見られた．それらの実践での心の
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変化，成長ができたことを，本人も保護者も活動に対して満足している点であり，だから

こそ協力的でありその結果もあって全回参加したのだと考えられる． 

Baileyら（1984：34）は，子どもの発達指導における発達的アプローチと機能的アプロ

ーチについて，年齢と障害の程度によりそのウエイトの違いはあるものの，２つのアプロ

ーチは，常に考慮されなくてはならない」とし，「年齢が低いほど，そして障害が軽いほど

発達的アプローチが有効であり，年長化，重度化するほど機能的アプローチが有効である」

と示している（図３－３）． 

知的障害児の将来の不安について，芝藤･松田（2010）は，「子どもの健康に関する不安

や自立に関する不安を含め，自らの老後や死後の子どもの養育に対して大きな不安」があ

ることを示している．知的障害のある生徒の運動機能の発達に著しい発達が認められにく

く，日常生活での課題と同時に，学校卒業後の生活やさらに養育者である親の老後や死後

の時期の生活までの問題も課題として本人や保護者が感じていると考えられる． 

対象生徒の保護者の願いは，健康面の心配が強く，①運動を通しての側彎の防止や，②

運動に親しむ気持ちが育って欲しい，③自信がないのでもっと積極的になって欲しい，と

いったことや，④卒業後に必要なコミュニケーション能力がついて欲しい，という願いが

あり，ムーブメント法では，コミュニケーションの面での成長について成果を感じている

と推測される．知的障害のある生徒を対象にした本事例では，発達的アプローチからの目

標設定だけではなく，日常生活や将来の生活を視野に入れた目標や願いからの活動目標の

設定をする機能的アプローチに基づいたプログラムの導入が必要だったことが指摘された． 

    

（２）評価について（２）評価について（２）評価について（２）評価について    

評価については，発達の様子を測定することを目的として既存の MEPA-R（Movement 

Education Program Assessment－Revised）を用いて測定し，図３-１に示した．対象生徒

は，評価項目 180 ある中で，171 項目ができる状態であり，残り８項目ができつつある芽

生え反応であり，１つの項目だけができない結果であった．運動・感覚分野では，８評価

項目が芽生え反応であったが，評価においては，変化が見られなかった．つまり，前述し

た対象生徒の具体的な活動での変化，成長については，MEPA-Rでは十分に評価できないと

いう課題が示された．また，MEPA-Rの評価対象が０～72ヶ月であり，能力的に高い言語分

野の受容言語領域と社会性分野の対象生徒の能力は，72 ヶ月以上の能力があると思われ，

このよう場合にはMEPA-Rでは対象生徒を評価することができないことが示された．また，

対象者のように，実践での心の変化や成長が現れたことについても，評価することができ

ないことが示された． 

本研究での実践に参加した知的障害児のうち，対象生徒と同じ療育手帳B-判定４人は６

分野が６，７ステージにあり，対象生徒のように分野により６分野の内２～４分野で最終

項目をクリアしており，その分野における成長・変化を評価することができない．また，

変化・成長できた項目数は１～５項目が，芽生えに変化・成長したことが示されたが，１

年間の変化がプロフィール表では確認できないことが示された． 
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         図３－１図３－１図３－１図３－１    対象生徒対象生徒対象生徒対象生徒のののの MEPAMEPAMEPAMEPA----RRRR    プロフィール表プロフィール表プロフィール表プロフィール表    

月齢 (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2)
領域

分野

第２回評定 （２） 2008/11月 年　齢 　満　13　歳　10　　カ月

氏　　　名 対象生徒 　平成　　年　　月　　日生

第１回評定 （１） 2007/11月 年　齢 　満　12　歳　10　　カ月

移動（Lo) 技巧（M） 受容（L） 表出（Le) 対人関係（S）

運動・感覚 言語 社会性

2 7-12

1 0-6

ｽﾃｰ
ｼﾞ

姿勢（P)

5 37-48

4 19-36

3 13-18

ＭＥＰＡ-Ｒプロフィール表
― Profile for Movement Education and Therapy Program Assessment-Revised―
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         図３図３図３図３----２２２２    キーワードの出現回数比較キーワードの出現回数比較キーワードの出現回数比較キーワードの出現回数比較    

 

 

 

図３－３図３－３図３－３図３－３        子どもの年齢と障害程度による２つのアプローチの相対的重要性子どもの年齢と障害程度による２つのアプローチの相対的重要性子どもの年齢と障害程度による２つのアプローチの相対的重要性子どもの年齢と障害程度による２つのアプローチの相対的重要性    

（Bailey 1984:34より引用） 

 

キーワードキーワードキーワードキーワード    
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第３節第３節第３節第３節    小括小括小括小括    

 第３章では，後方視的研究として，知的障害のある生徒への適用に焦点を当て検討を行

った．知的障害のある子どもを対象にしたムーブメント法について，児童への適用と生徒

への適用について比較検討した． 

 第１節では，知的障害のある児童を対象にした場合と知的障害のある生徒を対象にした

場合には，目標の設定やムーブメント法を進める上でのアプローチに違いがあり，心身の

発達や運動機能の発達において上昇的変化が少ない，あるいは天井効果の見られる知的障

害の生徒を対象にした場合には，発達的アプローチのみでは限界があり，新たな視点とし

ての機能的アプローチの必要性が示唆され，ムーブメント法の適用を見直す必要性のある

ことを指摘した． 

第１節の研究の成果を次の２点にまとめる． 

・知的障害のある児童を対象にする場合には，発達的アプローチに基づき，発達段階に

準じて運動課題を設定し運動課題の習得を重視して行われ，子どもの負担にならない

運動量の設定で行われる．また家族と一緒に活動できることも評価されている． 

・知的障害のある生徒を対象にする場合には，発達的アプローチではなく，日常生活に

おけるニーズや将来の生活を視野に入れた希望や願い，機能的アプローチに基づいて

課題設定される必要があり，意欲や主体性といった本人の活動への気持ちの育ち，コ

ミュニケーション能力，集団活動など社会性の育ちが重視される．また，児童への適

用に比べ，気分発散，肥満防止，健康面への支援の観点が重視される． 

 

第２節の事例検討では，知的障害のある生徒を対象に検討された．実践は発達的アプロ

ーチに基づき展開された．結果，運動発達面での成果は明確には認められず，運動に対す

る抵抗感は改善され，できることやできるようになったことへの自信や，母親に認めても

らいたい気持ちの充実や，活動中の笑顔が増えた，人との関わりが増えたことなど，社会

的，精神的な成長が確認できたことであった．これらの成長は，対象児の保護者の願いや

将来の生活の課題に応じたものであったことが確認された．知的障害のある生徒を対象に

した本事例では，発達的アプローチからの目標設定だけではなく，日常生活や将来の生活

を視野に入れた目標や願いからの活動目標の設定をする機能的アプローチに基づいたプロ

グラムの導入が必要だったことが指摘された． 

第２節の研究成果を次の２点にまとめる． 

・知的障害のある生徒の活動の目標設定では，発達的アプローチだけではなく，日常生

活や将来の生活を視野に入れた希望や願い，現実的課題に基づいた機能的アプローチ

による課題設定が重要であることが示唆された． 

・知的障害のある生徒を対象にした場合には，MEPA-Rでは十分に評価できないことが明

らかに指摘された． 
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第４章第４章第４章第４章    高齢者へのムーブメント法の実践的研究高齢者へのムーブメント法の実践的研究高齢者へのムーブメント法の実践的研究高齢者へのムーブメント法の実践的研究    

近年の福祉施策では,高齢者福祉における介護保険法の制定・改正により,個々人の生活

全体に着目し,要介護状態になってもできる限り地域の中でその人らしい暮らしができる

ような基盤を支えていくという基本的な考え方がある．高齢者への支援においても,介護予

防の視点を重視する流れの中で,介護の必要性の低い「要支援１」「要支援２」と認定され

ている人へのサービスが求められる．そのような中でムーブメント法においても高齢者の

加齢に伴う課題を踏まえ,高齢者の特性に応じた活動が求められる． 

 本研究では,高齢者に対する地域福祉の役割と高齢者の課題を踏まえ,これまで論じられ

ていない高齢者へのムーブメント法の適用を研究目的とする．    

第４章では,後方視的研究として,これまで経験則によって実践されてきた高齢者への

ムーブメント法の適用における成果と課題に焦点を当てて,これまでの実践を検討した． 

本研究対象である高齢者へのムーブメント法の適用は,2007 年４月より地域で生活する

要支援段階以前の高齢者が参加する「いきいきムーブメント教室」を行ってきた実践であ

る．しかしこの実践は,研究として論じられる域に達せず,理論的な裏付けのないまま,実践

が先行する形で行われてきた実践である．しかしながら,「いきいきムーブメント教室」１）

を中心とした高齢者へのムーブメント法を用いた活動は,市民公益活動として,市からの助

成を受けて,地域活動として取り組まれている．また,第１章で述べたムーブメント法のセ

ミナーにおいても実際に高齢者が活動を行い,実践を発表するなどして試行錯誤を繰り返

しながらではあるが,行われてきている．しかし,これらの実践は,経験則によるもので,理

論的な検討はなされていない． 

ムーブメント法の先駆者である Frostig は,「多くの研究者はいろいろな方法論を

“electic”と呼ばれる形で自分の研究に結び付け発展させている」と述べ(Frostig1970),

他の研究者の業績や理論を自分の研究の参考とし,子どもたちの支援のために良いと思わ

れることは意欲的に取り入れ,理論を打ち立てたことで知られている(小林 2007)．筆者も

Frostig の理論と哲学を参考にして,障害のある子どもとのムーブメント法の実践を基軸

にして,高齢者の健康と幸福感に視点を据え,高齢者に対してムーブメント法を実践してき

た． 

ムーブメント法の中心的な目標は,「健康と幸福感を高めること」であり,対象者が子ど

もであれ,高齢者であれ共通である．しかし,子どもと高齢者とでは年齢,発達段階に違いが

あり,その適用においては,理論的視点,活動の内容,活動目標,アセスメントの内容や方法

などに違いがあるはずである．しかし,これまで,これらの内容を論じた先行研究は見当た

らず,この点について明らかにする必要がある． 

そこで,第Ⅱ部は,第４節の後方視的研究と第５節の前方視的研究から構成され,高齢者

へのムーブメント法の適用についての理論的な構築を図ることを目的とした．第４章では,

後方視的研究として,高齢者へのムーブメント法の適用における成果と課題に焦点を当て

て,これまで既に行われた実践を検討する． 

第１節では,日本版Profile of Mood States （POMS：気分プロフィール検査）(以下,POMS)

と日本版State-Trait Anxiety Inventory-Ⅰ（STAI-Ⅰ:新版STAI）(以下STAI-Ⅰ)と健康

関連QOL評価尺度SF-36v2（36-Short-Form Health Survey）の日本版(以下,SF-36)を用い

て,精神的健康面への効果を検討した．第２節では,高齢者を対象にした「いきいきムーブ
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メント教室」の活動記録,参加者による評価に基づき,活動の様子を分析し,これまでの実践

の成果と課題を検討する．  

 
１）「いきいきムーブメント教室」は,2008年 4月より地域の市民公益活動団体として認められた,

高齢者を対象にしたムーブメント法を用いた地域活動である．市民公益活動団体とは,“市民が起

点のまちづくり”を標榜し推進する行政の施策と連動し,まちづくりを支える大きな市民力があ

ると認められた団体である．市民公益団体の活動は 17分野の活動があり,「いきいきムーブメン

ト教室」の活動は,健康や医療に関すること,弱者の生活に関する活動を目的とする「保健,医療又

は福祉の推進を図る活動として認められている．17分野の活動は,以下の活動である．①保健,医

療又は福祉の増進を図る活動,②社会教育の推進を図る活動,③まちづくりの推進を図る活動,④

学術,文化,芸術又は,スポーツ振興を図る活動,⑤環境の保全を図る活動,⑥災害救援活動,⑦地域

安全活動,⑧人権の擁護又は平和の推進を図る活動,⑨国際協力の活動,⑩男女共同参画社会の形

成の促進を図る活動,⑪子どもの健全な育成を図る活動,⑫情報化社会の発展を図る活動,⑬科学

技術の進行を図る活動,⑭経済活動の活性化を図る活動,⑮職業能力の開発又は雇用機会の拡充を

支援する活動,⑯消費者の保護を図る活動,⑰前各動に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関

する連絡,助言又は援助を行う活動   

 

第第第第１１１１節節節節    ムーブメント法による高齢者の精神的健康に対ムーブメント法による高齢者の精神的健康に対ムーブメント法による高齢者の精神的健康に対ムーブメント法による高齢者の精神的健康に対する効果についてする効果についてする効果についてする効果について    

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

    ムーブメント法の高齢者への適用では,中心的な目標は「健康と幸福感を高めること」

である．ムーブメント法に関する健康面についての効果に関する先行研究では,POMS 短縮

版を用いて,原田（2007）は,ムーブメント法が成人の心の健康に有効であると指摘してい

る.高齢者の心の健康に関しては,和田（2008：86)は,「年をとると誰でもうつ傾向になり

やすく,高齢者の鬱病有病率は高くなる」と述べており,高齢者の健康において心の健康や

精神的健康面へのアプローチが重要になると考えられる．理論的な枠組みが不十分なまま

実践されてきている高齢者へのムーブメント法における高齢者の健康及び幸福感への効果

は検証されていない． 

本研究では,「いきいきムーブメント教室」の参加者を対象に,後方視的研究としてムー

ブメント法による高齢者の健康面への効果について,とくに精神的健康に着目し,その効果

を明らかにすることを目的とする． 

 精神的健康について,研究1では,POMSを用いて気分や感情の状態にどのような影響を及

ぼすのかを明らかにする,研究 2 では,STAI-Ⅰを用いてムーブメント活動が不安状況にど

のような影響を及ぼすのかを明らかにする,研究３では,SF-36 を用いてムーブメント活動

による主観的健康度にどのように影響を及ぼすのかを明らかにする． 

    

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

（１）（１）（１）（１）調査調査調査調査対象対象対象対象    

本研究の調査対象者は,「いきいきムーブメント教室」に参加した60歳以上の健康な男

女16人（男性2人,女性14人）であり,調査開始時の平均年齢は69.6±5.3歳である．全

対象者は,認知症状はなく地域で生活し,介護サービスの必要がない状況である． 
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（２）調査期間（２）調査期間（２）調査期間（２）調査期間    

本研究は,2009年 10月から2011年 7月に実施した．    

    

（３（３（３（３））））調査方法調査方法調査方法調査方法    

ⅰ．研究１：ⅰ．研究１：ⅰ．研究１：ⅰ．研究１：POMSPOMSPOMSPOMS を用いた気分･感情の検討を用いた気分･感情の検討を用いた気分･感情の検討を用いた気分･感情の検討    

    対象者の気分及び感情の測定を行うために,POMS を用いて,ムーブメント活動前後にそ

れぞれ測定し,期間中3回（1回目：2010年１月,2回目：2010年４月,3回目：2011 

年１月）実施した．測定日の参加状況により,実施人数が変動しているが,16人中７人は 

全 3回測定できた．POMSは,65項目の質問項目から対象者の気分や感情の状態を測定でき, 

緊張－不安尺度（Tension－Anxiety：T－A）,抑うつ－落ち込み尺度(Deprenssion－

Dejection：D),敵意-怒り尺度（Anger－Hostility：A－H）,活気尺度（Vigor：V）,疲労尺

度（Fatigue：F）,混乱尺度（Confusion：C）の6つの尺度からなる．測定結果を,気分プ

ロフィール換算表（60歳以上）に基づきT得点を算出した．さらに活気尺度の活動前と活

動後を比較するために,t 検定を行い検討した．また,活気以外の 5 つの尺度から活気得点

を引き算出する心理的ストレス度TMD（Total Mood Disturbance)に着目し,TMDの活動前と

活動後を比較するために,t検定を行い検討した．また、全期間を通して活動した対象者7

人(ケースA～G)については,累積的効果を検討するために,傾向検定を行った. 

 

ⅱ．研究２：ⅱ．研究２：ⅱ．研究２：ⅱ．研究２：STAISTAISTAISTAI----Ⅰを用いた不安状況の検討Ⅰを用いた不安状況の検討Ⅰを用いた不安状況の検討Ⅰを用いた不安状況の検討    

対象者の不安状況の測定のために,STAI-Ⅰを用いた．測定はPOMS測定日に,ムーブメント

法の活動前後に測定し,算出表に基づき不安得点を算出した．不安得点の活動前と活動後を

比較するために,t検定を行い検討した．また,全期間を通して活動した対象者7人(ケース

A～G)については、累積的効果を検討するために,傾向検定を行った. 

 

ⅲ．研究３：ⅲ．研究３：ⅲ．研究３：ⅲ．研究３：    SFSFSFSF----36363636 を用いた主観的健康度の検討を用いた主観的健康度の検討を用いた主観的健康度の検討を用いた主観的健康度の検討    

主観的健康度を測定するために,SF-36 を用いた．測定は 2 回（2009 年 10 月,2011 年 5

月）実施した．SF-36 は,36 項目の質問により構成されており,①身体的機能（physical 

function:PF）②日常生活機能(身体)（role physical :RP）,③体の痛み（bodily pain :BP）,

④全体的健康感（general health perception :GH ）,⑤活力（vitality :VT）,⑥社会的

生活機能（social functioning :SF）,⑦日常生活機能(精神)（role emotional :RE）,⑧

心の健康（mental health :MH）の８つの尺度が求められる．本研究では,8 つの下位尺度

年齢 60歳以上～65歳未満 3
65歳以上～70歳未満 7
70歳以上～75歳未満 4
85歳以上～80歳未満 1
80歳以上～ 1

 性別 男性 2
女性 14

表４－１　対象者の属性　　　　　　（人）
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は因子分析結果より,身体的健康因子と精神的健康因子の2因子に分類され,算出される身

体的健康度（physical component  summary : PCS）と精神的健康度（mental component  

summary :MCS）について着目し,精神的健康について検討した．また精神的健康度の1回目

と2回目を比較するために,t検定を行い検討した． 

なお,表４－２は,調査日のプログラム構成である．各研究での効果については,プログ

ラム全体に対する効果として捉えて検討している． 

 

実施日 回 活動内容

2009年10月17日 第28回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

カラースカーフムーブメント

ロープムーブメント

パラシュートムーブメント

2009年11月21日 第29回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

カラースカーフムーブメント

形板ムーブメント

パラシュートムーブメント

2009年12月12日 第30回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

形板ムーブメント

カラースカーフムーブメント

オーガンジーバルーン

ふれあい体操

2010年1月16日 第31回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

形板ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

パラシュートムーブメント

　　～8.232010年2月20日 第32回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

形板ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

パラバルーン

2010年3月20日 第33回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

タオルムーブメント

形板ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

パラシュートムーブメント

2010年4月3日 第34回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

ハットフリスビームーブメント

プレ－バンドムーブメント

パラシュートムーブメント

ふれあい体操

2010年5月1日 第35回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スペースマットムーブメント

ハットフリスビームーブメント

パラシュートムーブメント

ふれあい体操

2010年6月5日 第36回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スペースマットムーブメント

ハットフリスビームーブメント

オーガンジーバルーンムーブメント

ふれあい体操

2010年7月3日 第37回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

浮輪を使ったムーブメント

ロープムーブメント

(ロープダンス）

ふれあい体操

2010年7月31日 第38回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スペースマットムーブメント

ロープムーブメント

　　～8.232010年8月29日 第39回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

夏期セミナー スペースマットムーブメント

第５回　大阪大会 ロープムーブメント

表４－２　プログラム構成
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実施日 回 活動内容

2010年10月16日 第40回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

ロープムーブメント

カラーフープムーブメント

風船ムーブメント

パラバルーン

2010年11月13日 第41回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

フープ＆ビーンズバックムーブメント

スカーフ＆風船ムーブメント

パラシュートムーブメント

2010年12月4日 第42回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スカーフ＆風船ムーブメント

カラーロープ＆フープムーブメント

パラシュートムーブメント

2011年1月8日 第43回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

形板ムーブメント

ペアマッサージ

2011年2月5日 第44回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

ビーンズバックムーブメント

パラシュートムーブメント

2011年3月19日 第45回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

ハットフリスビームーブメント

パラシュートムーブメント

2011年4月2日 第46回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スペースマット

ハットフリスビームーブメント

パラシュートムーブメント

2011年5月7日 第47回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スペースマットムーブメント

リボンムーブメント

パラシュートムーブメント

2011年6月4日 第48回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スカーフムーブメント

ロープムーブメント

ふれあい体操

2011年7月2日 第49回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

スカーフムーブメント

ロープムーブメント

ふれあい体操

パラシュートムーブメント

2011年7月30日 第50回シルバームーブメント教室 走行ムーブメント

プレ－バンドムーブメント

ロープムーブメント
パラシュートムーブメント

表４－２　プログラム構成
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３．３．３．３．結果結果結果結果    

（１）（１）（１）（１）研究１の結果研究１の結果研究１の結果研究１の結果    

図４－１は,活動前の POMS の各尺度別結果を表している．活動前の結果には,共通する

結果は見られない．図４－２は,活動後のPOMSの各尺度別結果を表している．活動後の尺

度別結果は,ネガティブな気分を緊張－不安尺度（T－A）,抑うつ－落ち込み尺度(D),敵意-

怒り尺度（A－H）,疲労尺度（F）,混乱尺度（C）の5つの尺度が低い結果を示し,活気尺度

（V）の結果のみが高く,心理的に良好なパターンとされている氷山型（凸型）を示してい

る． 

   
       図４図４図４図４－－－－１１１１    活動前の活動前の活動前の活動前の POMSPOMSPOMSPOMS の各尺度別結果の各尺度別結果の各尺度別結果の各尺度別結果    

           

 
図４－図４－図４－図４－２２２２    活動後の活動後の活動後の活動後の POMSPOMSPOMSPOMS の各尺度別結果の各尺度別結果の各尺度別結果の各尺度別結果 
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表４－３,表４－４,表４－５は,POMS における心理的ストレス度(TMD)得点と活気(V)の

T得点の活動前後の結果測定を各回別に示した． 

 

 

 

 

  

A(活動前) B(活動後) C（差:B-A) A(活動前) B(活動後) C（差:B-A)

A 102 99 -3 43 49 6

B 151 110 -41 57 45 -12

C 103 92 -11 58 64 6

D 110 106 -4 43 49 6

E 126 85 -41 47 67 20

F 104 106 2 42 52 10

G 154 116 -38 51 59 8

I 103 84 -19 53 61 8

J 115 96 -19 53 61 8

平均 118.7 99.3 -19.3 49.7 56.3 6.7

SD 20.7 11.1 17.0 6.1 7.7 8.2

TMD V対象者
n=9

表4-3　　POMSにおける心理的ストレス度(TMD)得点と活気尺度（V）得点の活動前後の比較 1回目

A(活動前) B(活動後) C（差:B-A) A(活動前) B(活動後) C（差:B-A)

A 89 75 -14 56 72 16

B 171 109 -62 62 58 -4

C 105 88 -17 62 68 6

D 120 98 -22 43 49 6

E 124 81 -43 43 64 21

F 113 94 -19 43 58 15

G 114 115 1 61 62 1

H 92 81 -11 65 73 8

I 95 93 -2 54 58 4

J 97 77 -20 61 71 10

L 123 78 -45 47 69 22

M 114 74 -40 64 69 5

N 144 101 -43 43 58 15

O 126 105 -21 42 43 1

P 122 95 -27 43 53 10

平均 116.6 90.9 -25.7 52.6 61.7 9.1

SD 21.2 13.1 17.5 9.3 8.9 7.5

表4-4　　POMSにおける心理的ストレス度(TMD)得点と活気（V）のT得点の活動前後の比較 ２回目

対象者
n=15

TMD V
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表４－６,表４－７,表４－８は,活動前と活動後の活気(V)T 得点の t 検定の結果測定を

各回別に示した． 

対象者の活気(V)の T得点について,1回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を

行なった．その結果,t(8)＝-2.4,p<.05 となり,有意な差が認められた．活気（V）の T 得

点は活動後に上昇した． 

 

  

対象者の活気尺度(V)得点について,2回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を

行なった．その結果,t(14)＝-4.67,p<.01となり,有意な差が認められた.活気（V）のT得

点は活動後に上昇した． 

 

  

対象者の活気尺度(V)得点について,3回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を

行なった．その結果,t(11)＝-5.75,p<.01 となり,有意な差が認められた．活気（V）の T

得点は活動後に上昇した． 

  

A(活動前) B(活動後) C（差:B-A) A(活動前) B(活動後) C（差:B-A)

A 85 71 -14 64 75 11

B 166 114 -52 32 45 13

C 101 82 -19 62 64 2

D 141 107 -34 47 53 6

E 136 91 -45 42 61 19

F 107 96 -11 43 46 3

G 153 113 -40 47 59 12

H 84 78 -6 65 75 10

K 124 114 -10 60 60 0

L 132 94 -38 45 58 13

M 93 76 -17 53 65 12

N 157 100 -57 41 58 17

平均 123.3 94.7 -28.6 50.1 59.9 9.8

SD 28.7 15.5 17.8 10.6 9.4 5.9

表4-5　　POMSにおける心理的ストレス度(TMD)得点と活気（V）T得点の活動前後の比較 ３回目

TMD V対象者
n=12

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 9 49.67 6.14
B(活動後) 9 56.33 7.73

表４－６  活動前と活動後の活気(V)T得点のt検定の結果　1回目

-2.43 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 15 52.60 9.33
B(活動後) 15 61.67 8.92

表４－７  活動前と活動後の活気(V)のT得点のt検定の結果　2回目

-4.67 p<.01

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 15 52.60 9.33
B(活動後) 15 61.67 8.92

表４－８ 　活動前と活動後の活気(V)のT得点のt検定の結果　3回目

-5.75 p<.01
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表４－９,表４－10,表４－11 は,活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点の t

検定の結果測定を各回別に示した． 

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点について,1 回目の活動前と活動後を比較する

ために,t検定を行なった．その結果,t(8)＝3.41,p<.01となり,有意な差が認められた．心

理的ストレス度(ＴＭＤ)得点は活動後に減少した. 

 

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点について,2 回目の活動前と活動後を比較する

ために,t検定を行なった．その結果,t(14)＝5.66,p<.01となり,有意な差が認められた．

心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点は活動後に減少した. 

  

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点について,3 回目の活動前と活動後を比較する

ために,t検定を行なった．その結果,t(12)＝5.57,p<.01となり,有意な差が認められた．

心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点は活動後に減少した. 

  

 

次に全期間を通して活動した対象者7人(ケースA～G)の結果について検討する． 

表４－12,表４－13,表４－14は,全期間を通して活動した対象者7人(ケースA～G)の活

動前と活動後のT得点のt検定の結果測定を各回別に示した．また、表４－15は,活気(V)

の T得点の活動前,活動後,活動前後の差についての１回から３回についての傾向検定の結

果を示した。 

 

対象者の活気(V)の T得点について,1回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を

行なった．その結果,t(6)＝-1.75,n.s.となり,有意な差は認められなかった． 

 

  

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 9 118.67 20.68
B(活動後) 9 99.33 11.10

表４－９  活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果　1回目

3.41 p<.01

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 15 116.600 21.24
B(活動後) 15 90.933 13.07

表４-10 活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果　2回目

5.66 p<.01

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 12 123.25 28.74
B(活動後) 12 94.67 15.45

表４-１１  活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果　3回目

5.57 p<.01

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 48.71 6.75
B(活動後) 7 55.00 6.75

表４-12 全期間参加者の活動前と活動後の活気(V)のT得点のt検定の結果　1回目

-1.75 n.s.
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対象者の活気(V)T 得点について,2 回目の活動前と活動後を比較するために,t 検定を行

なった．その結果,t(6)＝-2.58,p<.05となり,有意な差が認められた. 活気（V）のT得点

は活動後に上昇した． 

 

 

対象者の活気(V)のT得点について,３回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を

行なった．その結果,t(6)＝-4.1,p<.01 となり,有意な差が認められた．活気（V）の T 得

点は活動後に上昇した． 

 

 

対象者の活気(V)の T 得点の活動前,活動後,活動前後の差について１回から３回の増加

傾向及び減少傾向を確かめるために,ヨンクヒール・タプストラ検定を行った．いずれの結

果においてもｐ＞.05となり,有意な差が認められなかった。 

 

表４－16，表４－17，表４－18 は，全期間を通して活動した対象者 7 人(ケース A～G)

の活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果測定を各回別に示した． 

また、表４－19は, 心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点の活動前,活動後,活動前後の差につ

いての１回から３回についての傾向検定の結果を示した。 

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点について，1 回目の活動前と活動後を比較する

ために，t検定を行なった．その結果，t(6)＝2.61，p<.05となり，有意な差が認められた．

心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点は活動後に減少した. 

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点について,2 回目の活動前と活動後を比較する

ために,t検定を行なった．その結果,t(6)＝3.2,p<.05となり,有意な差が認められた．心

理的ストレス度(ＴＭＤ)得点は活動後に減少した. 

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 52.86 9.44
B(活動後) 7 61.57 7.52

表４-13  全期間参加者の活動前と活動後の活気(V)のT得点のt検定の結果　2回目

-2.58 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 48.14 11.33
B(活動後) 7 57.57 10.58

表４-14  全期間参加者の活動前と活動後の活気(V)のT得点のt検定の結果　3回目

-4.10 p<.01

項目 傾向 「活動前」 「活動後」 「活動前後の差」

尺度名 (V活気) 増加傾向 0.64 0.21 0.49

POMS 減少傾向 0.75 0.86 0.77

　

表４－15　全期間参加者の活気（Ｖ）のＴ得点のJonckheere-Terpstra.test の結果（ｐ値）       n=7

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 121.43 22.76
B(活動後) 7 102.00 10.72

表４-16  活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果　1回目

2.62 p<.05
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対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点について,3 回目の活動前と活動後を比較する

ために,t検定を行なった．その結果,t(6)＝5.04,p<.01となり,有意な差が認められた．心

理的ストレス度(ＴＭＤ)得点は活動後に減少した. 

 

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点の活動前,活動後,活動前後の差について１回

から３回の増加傾向及び減少傾向を確かめるために,ヨンクヒール・タプストラ検定を行っ

た．いずれの結果においてもｐ＞.05となり,有意な差が認められなかった。 

 

 

  

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 119.43 25.45
B(活動後) 7 94.29 14.42

表４-17  活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果　2回目

3.20 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 127.00 29.76
B(活動後) 7 96.29 16.22

表４-18  活動前と活動後の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点のt検定の結果　3回目

5.04 p<.01

項目 傾向 「活動前」 「活動後」 「活動前後の差」

POMS (TMD） 増加傾向 0.36 0.77 0.92

減少傾向 0.64 0.23 0.12

表４－19　全期間参加者の心理的ストレス度（ＴＭＤ）の得点のJonckheere-Terpstra.test の結果（ｐ値）       n=7
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（２）研究２の結果（２）研究２の結果（２）研究２の結果（２）研究２の結果    

表４－20は,不安状況を測定したSTAI-Ⅰの活動前後の状態不安の得点結果である． 

 

 

表４－21,表４－22,表４－23は,活動前と活動後のSATAI-Ⅰの状態不安の得点のt検定の結

果測定を各回別に示した． 

 

対象者の不安得点について,1 回目の活動前と活動後を比較するために,t 検定を行なっ

た．その結果,t(8)＝3.17,p<.05となり,不安得点は減少し有意な差が認められた．状態不

安得点は活動後に減少した. 

 

 

対象者のSTAI-Ⅰ得点について,2回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を行な

った．その結果,t(14)＝4.4,p<.01となり,不安得点は減少し有意な差が認められた．状態

不安得点は活動後に減少した. 

  

 

対象者のSTAI-Ⅰ得点について,3回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を行な

った．その結果,t(11)＝4.18,p<.05 となり,不安得点は減少し有意な差が認められた．状

態不安得点は活動後に減少した. 

A(活動前) B(活動後) C（差:B-A) A(活動前) B(活動後) C（差:B-A) A(活動前) B(活動後) C（差:B-A)

A 39 27 -12 26 23 -3 26 25 -1

B 44 45 1 33 33 0 28 24 -4

C 28 29 1 26 24 -2 27 26 -1

D 35 35 0 40 36 -4 42 33 -9

E 36 20 -16 39 21 -18 45 20 -25

F 43 32 -11 37 29 -8 34 32 -2

G 37 21 -16 36 29 -7 36 28 -8

H 36 27 -9 31 26 -5

I 31 27 -4 27 24 -3

J 38 28 -10 31 26 -5

K 35 21 -14

L 26 30 4 26 20 -6

M 35 29 -6 33 22 -11

N 38 28 -10 38 24 -14

O 41 35 -6

P 32 22 -10

平均 36.8 29.3 -7.4 33.5 27.7 -5.8 33.4 25.1 -8.3

SD 5.1 7.5 7.0 5.3 4.6 5.1 6.2 4.3 7.0

3回目

表4-20　　STAI-Ⅰにおける活動前後の状態不安の得点比較 

対象者
n=16

1回目 2回目

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 9 36.78 5.142
B(活動後) 9 29.33 7.533

表４-21  活動前と活動後のSATAI-Ⅰの状態不安の得点　t検定の結果　1回目

3.17 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 15 33.53 5.32
B(活動後) 15 27.73 4.56

表４-22 活動前と活動後のSATAI-Ⅰの状態不安の得点　t検定の結果　２回目

4.40 p<.01
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次に全期間を通して活動した対象者7人(ケースA～G)の結果について検討する． 

表４－24,表４－25,表４－26 は,全３回測定できている７人の活動前と活動後の SATAI-

Ⅰの状態不安得点の t 検定の結果測定を各回別に示した．また、表４－27 は,心理的ストレ

ス度(ＴＭＤ)得点の活動前,活動後,活動前後の差についての１回から３回についての傾向

検定の結果を示した。 

 

全期間を通して活動した対象者7人(ケースA～G)の STAI-Ⅰの状態不安得点について,1

回目の活動前と活動後を比較するために,t 検定を行なった．その結果,t(6)＝2.52,p<.05

となり,有意な差が認められた．状態不安得点は活動後に減少した. 

 

 

全期間を通して活動した対象者7人(ケースA～G)のSTAI-Ⅰ状態不安得点について,2回

目の活動前と活動後を比較するために,t検定を行なった．その結果,t(6)＝2.66,p<.05と

なり,有意な差が認められた．状態不安得点は活動後に減少した. 

 

 

全期間を通して活動した対象者7人(ケースA～G)の STAI-Ⅰの状態不安得点について,3

回目の活動前と活動後を比較するために,t検定を行なった．その結果,t(6)＝2.22,n.s.と

なり,有意な差は認められなかった．状態不安得点は活動後に変化が認められなかった. 

 

 

対象者の心理的ストレス度(ＴＭＤ)得点の活動前,活動後,活動前後の差について１回

から３回の増加傾向及び減少傾向を確かめるために,ヨンクヒール・タプストラ検定を行っ

た．いずれの結果においてもｐ＞.05となり,有意な差が認められなかった。 

 

 

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 12 33.42 6.22
B(活動後) 12 25.08 4.27

表４-23 活動前と活動後のSATAI-Ⅰの状態不安の得点　t検定の結果　３回目

4.15 p<.01

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 37.43 5.38
B(活動後) 7 29.86 8.61

表４-24  全期間参加者の活動前と活動後のSATA-Iの得点　t検定の結果　1回目

2.52 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 33.86 5.81
B(活動後) 7 27.86 5.49

表４-25  全期間参加者の活動前と活動後のSATAI-Ⅰの得点　t検定の結果　2回目

2.66 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
A(活動前) 7 34.00 7.51
B(活動後) 7 26.86 4.56

表-26 全期間参加者の活動前と活動後のSATAI-Ⅰの得点　t検定の結果　3回目

2.22 n.s.
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（３）研究３の結果（３）研究３の結果（３）研究３の結果（３）研究３の結果    

表４-28は,SF-36における身体的健康度(PCS)と精神的健康度（MCS）の結果である． 

 
 

表４－29,表４－30は,SF-36 における1回目と2回目の身体的健康度(PCS)得点と 1回目

と2回目の精神的健康度（MCS）得点のt検定の結果を示した． 

 

対象者の身体的健康度の1回目と2回目の得点を比較するために,t検定を行なった．そ

の結果,t(12)＝2.20,p<.05.となり,身体的健康度には有意な差が認められた．身体的健康

度は,減少した． 

 

 

対象者の精神的健康度の1回目と2回目の得点を比較するために,t検定を行なった．そ

の結果,t(12)＝0.69,n.s.となり,精神的健康度には有意な差は認められなかった． 

        

項目 傾向 「活動前」 「活動後」 「活動前後の差」

STAI-I (状態不安) 増加傾向 0.64 0.41 0.77

減少傾向 0.75 0.75 0.49

表４－２７　全期間参加者のＳＴＡＩ－Ⅰの状態不安得点のJonckheere-Terpstra.test （ｐ値）       n=7

対象者

n=13 1回目 2回目 差(2回目-1回目) 1回目 2回目 差(2回目-1回目)

A 46.2 50.9 4.8 57.4 59.7 2.4

B 45.1 11.5 -33.6 44.9 45.5 0.6

C 14.9 21.6 6.7 68.0 67.8 -0.2

D 39.3 43.5 4.1 57.3 57.6 0.3

E 53.5 39.4 -14.1 58.6 47.8 -10.9

F 51.2 53.8 2.6 51.5 50.3 -1.2

G 54.8 49.7 -5.1 55.8 62.1 6.3

H 53.3 54.9 1.6 67.8 60.1 -7.7

I 54.1 41.7 -12.4 57.4 56.2 -1.2

J 56.7 6.2 -50.5 56.4 38.6 -17.8

L 44.5 28.6 -15.9 42.8 62.9 20.1
M 52.3 51.7 -0.6 56.2 56.8 0.6
N 53.2 29.3 -24.0 62.4 46.8 -15.6

平均得点 47.6 37.1 -10.5 56.7 54.8 -1.9

SD 11.0 16.3 17.2 7.3 8.4 9.8

表4-28 　　SF-36における身体的健康度(PCS)得点と精神的健康度（MCS）得点の比較

身体的健康度(PCS) 精神的健康度（MCS）

N 平均 標準偏差 t p
1回目得点 13 47.63 11.04
2回目得点 13 37.14 16.34

表４－29  身体的健康度(PCS)得点の1回目と2回目におけるt検定の結果

2.2 p<.05

N 平均 標準偏差 t p
1回目得点 13 56.65 7.35
2回目得点 13 54.80 8.35

表４-30  精神的健康度（MCS）得点の1回目と2回目におけるt検定の結果

0.69 n.s.
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４．考察４．考察４．考察４．考察    

 ムーブメント法が高齢者の気分や感情の状態,精神的健康面にどのような影響を及ぼす

のか,研究 1 では,POMS を用いて気分や感情の状態にどのような影響を及ぼすのか,研究２

では,STAI-Ⅰを用いてムーブメント法が不安状況にどのような影響を及ぼすのか,研究３

では,ムーブメント法による主観的健康度にどのように影響を及ぼすのかを検討した． 

研究１では,対象者の活気尺度(V)得点について,t 検定により活動前と活動後を検討し

た結果,活気(V)T 得点には有意な差が認められ,活動後に活気(V)得点は上昇し,このこと

から,ムーブメント法が,ネガティブな気分が減少しポジティブな気分が上昇し心理的状態

が良好になったことが明らかになった．また心理的ストレス度(TMD)の結果においても,t

検定により活動前と活動後を検討した結果,心理的ストレス度(TMD)得点は減少し有意な差

が認められた．このことから,ムーブメント法により心理的ストレスが解消されることが推

測される．和田（2008：86）は,高齢者の心の健康について,「加齢とともに意欲が低下す

るのは,感情が老化してくるためであり,感情の老化が身体の老化につながる」と述べてい

る．ムーブメント法により,ポジティブな気分の上昇が確認できたことは,高齢者へのムー

ブメント法の適用により,高齢者の精神的健康面への効果が推測される．活動における参加

者の様子は,第４章第２節で述べているが,活動を繰り返すと活動への積極性が増す様子が

観察され,より主体的に積極的に活動に取り組めることが,効果にも影響すると考えられる．

小川ら（2009:85）は,高齢者の健康づくり運動について,運動を継続できることが大切であ

ると述べている．運動を継続的に取り組むことで,その活動に対する参加への主体性が増し

ていくと考えられる．  

研究２は,STAI-Ⅰの状態不安得点は,t 検定により活動前と活動後を検討した結果,有意

な差が認められ活動後には状態不安得点は減少した．このことから,ムーブメント法により

状態不安が解消したことが推測される．身体活動,運動が健康に役立つことは先行研究で明

らかになっており,例えば島井（2009:108）は,有酸素運動を行うことが状態不安の解消に

関連すると述べている．ムーブメント法は,参加者同士が話し笑いながら,カラースカーフ

やロープなどのムーブメント遊具を使って自然な流れの中で行なう多様な運動である．「無

理のない運動なのに汗をかき,気分も明るくなります．」,「そんなに体を動かしているとは

思わないけれど,汗が出てきていい運動になった．」,「童心にかえって歓声をあげながら活

動するのが楽しくて,体を動かして汗ばんできました．」といった参加者の感想から,ムーブ

メント法の活動が軽運動であり,有酸素運動であることが推測され,その効果が期待でき

る. 

また,参加者の感想の中にもあるが,ムーブメント法を通して笑いが生まれており,参加

者みんなが笑顔で参加できる活動の様子は,高齢者へのムーブメント法の適用において特

に有効であると考えられる．自発的な笑いが健康に及ぼす効果に関する研究では,NK 細胞

の活性が高まるとする報告（伊丹,1994）,否定的感情が改善されるとする報告（Takahashi, 

Iwase, 2001）などがあり,自発的笑いが身体的・精神的健康に肯定的な影響を及ぼすこと

が指摘されている．そのことからも,笑いながら活動するムーブメント法の高齢者への適用

においては,ムーブメント法が高齢者の精神的健康面に肯定的な影響があると考えられる． 
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研究３では,SF－36 の活用による主観的健康度における身体的健康度と精神的健康度に

ついて,t検定により1回目と2回目を検討した結果,身体的健康度は有意な差が認められ,

身体的健康度は減少した．また,精神的健康度は減少したが,有意な差は認められなかった．

このことから,ムーブメント法による身体的健康度への効果は認められず,加齢による影響

が考えられる．精神的健康度は減少したが有意な差は認められず,ムーブメント法により精

神的健康度が維持できたと推測される.調査対象者に着目すると,身体健康度,精神健康度

ともに10得点以上減少している対象者Ｅは,2回目測定時は,前腕骨折から回復した直後で

あり,骨折が対象者Ｅの身体的,精神的健康度に大きく影響していることが推測される．ま

た,対象者Ｂは膝関節の変形による痛みが増大していることが,身体健康度の大幅な減少と

なったと推測される．しかし,対象者Ｂは毎回の活動では,痛みが起こりやすい立位での活

動ではできる範囲で活動に参加し,座位の活動には進んで参加するなどして,活動を十分に

楽しみ,その結果,精神的健康度はわずかではあるが,増加結果となったのではないかと考

察される．「日常の嫌なことも悩みも何もかも忘れて,笑って楽しくできました」という感

想は,表現は少しずつ違うが,多くの参加者からの感想である．活動に没頭できたという状

態は,一種のフロー状態と考えられる．松下は,フロー体験と精神的健康について,「フロー

体験が,精神的健康の肯定的側面に影響を与える」と述べている(松下2010）は．高齢者へ

のムーブメント法の適用による活動が精神的健康の肯定的側面に影響を与えると考えられ

る． 

また,高齢者の健康づくりについて,武長は,身体的健康度のみでなく,主観的健康観を

高めていくことは,高齢者の更なる健康の保持増進につながる」と述べており（武長 2002）,

ムーブメント法の高齢者への適用により,主観的健康観における精神的健康度にプラスの

効果が確認できたことは,ムーブメント法の高齢者への適用が,高齢者の保持増進として,

適用できる方法となりうるものと考えられる． 

 

５．まとめ 

本節では,３つの研究からムーブメント法が高齢者に与える影響について検討した．そ

の実践は,理論的にはまだ不十分な中での実践段階においても,精神的健康面での効果が明

らかになり,高齢者の加齢に伴う課題の1つである精神的健康面にムーブメント法が期待

できると考えられた． 

わが国は,今世紀半ばには人口の約10人に４人が65歳以上という超高齢社会となると

いわれている．また,厚生労働省の『高齢者の生きがいと健康づくり事業』に代表されるよ

うに,健康で生きがいのある生活におけるQOLの維持は大きな課題である．その課題に対し

ては,身体面のみならず,精神的充実,精神的な健康が重要になると考えられる．また,厚生

労働省による「健康日本21」においても,“健康寿命”に着目し,健康な状態からの取り組

みや継続した取り組みによる高齢者の健康づくりの必要性が述べられており,さらに,介護

予防の観点からも,長い期間継続して取り組める健康づくりが求められている．辻（1998:40）

は,健康寿命について,「『あと何年生きられるか』ではなく,『あと何年,自立して健康に暮

らせるか』という健康寿命が重要であると述べている．このことは,「病気になってから治

療するのではなく,いかに健康を維持し,より健康になるか」というポジティブヘルスの考

え方に通じるものである． 
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加齢に伴う課題は,身体的健康面のみに特化するものではなく,身体的,精神的,認知的,

社会的な課題をすべて含んでいる． 

参加者の一人で,60歳代前半から参加されている方は,長年いきいきムーブメント教室

に参加されている．活動当初の頃から,「私にとっては,まだ物足りない部分もあるけれど,

ムーブメントならいつまで楽しんで,飽きずに参加できると思います」という感想を述べて

いる．また,現在の参加者の年齢には15歳以上の差があるが,どの年齢の方も一緒にプログ

ラムに取り組むことができている．若い時から,そして,元気な時からの加齢に伴う課題に

対応し,また介護予防としても,取り組まれている高齢者への適用には,ポディティブヘル

スの考え方が組み込まれているといえる． 

また,高齢者一人一人の課題は,千差万別で,個々個人により抱えている課題や状況に違

いがあり,その多様性を配慮した活動が求められる． 

高齢者へのムーブメント法の適用により,高齢者の健康と幸福感が高められ,これから

の高齢化社会における健康支援を含む高齢者の加齢に伴う課題や,介護予防におけるポデ

ィティブヘルスの考えを基本として,高齢者へのムーブメント法の適用が高齢者の加齢に

伴う課題に適用できる一方法として,またその効果が多くの高齢者に適用できるように,理

論的な枠組みの構築がなされることが肝要である． 
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第第第第２２２２節節節節    プログラムの実際プログラムの実際プログラムの実際プログラムの実際    

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

本研究では，高齢者へのムーブメント法の適用されてきた実践において，参加人数，対

象者，プログラムの構成，各プログラムにおける具体的な活動など，どのような取り組み

がなされてきたかを明らかにし，これまでの実践で不十分な点や課題を検討することを研

究目的とする． 

高齢者へのムーブメント法の適用においては，理論的視点，活動の目標，アセスメント

の内容や方法などを明確にし，構造化する必要がある．しかし，これまで，高齢者へのム

ーブメント法の適用については，実践されてきてはいたが，研究として論じる域に達せず，

先行研究は見当たらず，実践が先行する形で行われてきた． 

これまでムーブメント法を高齢者に適用させて実践してきた中で，参加者との会話で，

「私たちは，子どもではないし，ましてや，障害がある子どもでもない」という言葉を受

けたことがあった．この言葉はまさしく，子どもへのムーブメント法を単に応用するだけ

でなく，その違いを明確にし，ムーブメント法の高齢者への適用に関する理論的な裏付け，

つまり，理論的な構築の必要性を示唆しており，そこに本研究の目的がある． 

        

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

（１）調査対象（１）調査対象（１）調査対象（１）調査対象    

本研究では，「いきいきムーブメント教室」において取り組まれた実践内容を調査対象

とする．「いきいきムーブメント教室」の活動記録(資料４－１)には，参加人数，プログラ

ムの構成，各プログラムにおける活動の様子や，実施者がプログラムを実施する中で感じ

たことや課題と考えられたことなどが記述されている．当初から同じ様式で記録してきて

おり，不十分な部分もあるが活動の様子が示されており，今回はプログラムの検討資料と

した．なお，資料４-２は，各回の参与観察記録である．また，資料４－３は参加者の評価

記録（第41回～第50回分）であり，参加者の意見や感想が記述されている． 

 

（２）調査内容（２）調査内容（２）調査内容（２）調査内容    

 本研究の調査内容は，高齢者へのムーブメント法が適用された「いきいきムーブメント

教室」における活動である．活動における参加人数，対象者，プログラムの構成，各プロ

グラムにおける具体的な活動内容，活動目標について検討する． 

 

（３）調査期間（３）調査期間（３）調査期間（３）調査期間    

 本研究は，2009年 10月から2011年 7月に実施した．    

 

（４）分析方法（４）分析方法（４）分析方法（４）分析方法    

本研究では，参与観察による「いきいきムーブメント教室」の活動記録及び参加者の評

価記録に基づき検討する． 
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３３３３．．．．結果結果結果結果    

（１）（１）（１）（１）「いきいきムーブメント教室」「いきいきムーブメント教室」「いきいきムーブメント教室」「いきいきムーブメント教室」    

ムーブメント法を用いて障害のある子どもへの実践では，障害のある子どもの発達はも

ちろん，家族，特に母親がムーブメント法を通して笑顔が見られ精神的な健康の向上や，

障害のある子ども同士や障害のある子どものきょうだい関係が豊かになるなど，人との関

わりにも広がりが見られる効果が示されている．高齢者が健康で幸せで豊かな人生を過ご

すためには，地域での生活の充実が必要であり，退職後の地域生活では仲間作りから始め

る必要がある．健康日本21においても，現役を退いた高齢者は，社会的役割が減り自分自

身の生きる目標を見出しにくくなることから，社会的な関わりが少なくなり家に引きこも

りがちになりやすいと言われ，高齢者の日常生活を非活動な状況にし，運動機能のみなら

ず，精神的および社会的な生活機能をも低下させる大きな要因と指摘されている．このよ

うに，退職後の地域生活を送る高齢者が持つ課題，つまり身体的，精神的，社会的な生活

機能の低下を防ぎ，健康でいるために，そして，生きがいのある生活を送るための仲間作

りの具体的な方策として，ムーブメント法が有効であると考える．  

「いきいきムーブメント教室」の開始は 2007 年４月であり参加者２名から始まった．

活動の目標は，高齢者の健康支援と，地域に住んでいる高齢者が地域での人との関わりを

広げ，高齢者の健康と幸福感の達成である．活動場所は，地域のコミュニティセンターを

利用し，1回90分間のプログラムで1ヶ月1回のペースの実施である．2013年８月までに

75回行われている． 

ⅰ）参加者についてⅰ）参加者についてⅰ）参加者についてⅰ）参加者について    

参加者は，認知症状等がなく地域で生活する60歳以上である．なお，参加者の状況は，

機能的自立度評価表（FIM：Functional  Independence  Ｍeasure）注２）で評価される，運

動ＡＤＬ（13項目）と認知ＡＤＬ（5項目）の評価項目においては，全員が全項目完全自

立状態であり，介護サービスの必要がない状況の参加者である．開始当初 61 歳～74 歳だ

った参加者は，現在最年長の方は81歳になり，現在も活動を継続できている． 

第１回～第50回の参加人数は図４－１であり，実施10回ごとの平均参加人数は表４－

３であり，50回実施の平均参加人数は，11人であった． 

スタッフは，筆者を含み，日本ムーブメント教育・療法協会認定常任専門指導員２名，

認定上級指導員１名，認定中級指導員２名を中心に実施している．後述する市民公益活動

団体としての活動申請書類の関係から，高齢者２名をスタッフの人数に計上している． 

教室の案内は，市の広報誌への掲載や実施会場内のポスター掲示，ホームページでの案

内掲載を行い，参加者の口コミによる勧誘により参加者が増え，参加者が最高19人の回が

あった（2009年 12月 12日実施）． 
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注２）機能的自立度評価表（FIM：Functional  Independence  Ｍeasure）は，1983年にGranger

らによって開発されたADL評価法．特に介護負担度の評価が可能であり，ＡＤＬ評価法の中で

も，最も信頼性と妥当性がありリハビリの分野などで幅広く活用されている． 

 

２．２．２．２．プログラム構成についてプログラム構成についてプログラム構成についてプログラム構成について    

毎回の活動時間は 90 分間であり，２～５種類の遊具を使用して実施される（以下，使

用した遊具の名称を用いて，〇〇（遊具名）ムーブメントと示す）．このプログラムは，①

始まりの挨拶と健康確認，②歌を歌う，③走行ムーブメント並びにタオルを使った体操，

④課題ムーブメント（1～2 種類），⑤パラシュートを使ったムーブメント，⑥ふれあい体

操，⑦振り返りと感想発表，といった流れで構成され，各プログラムの合間には３分間程

度の休憩を入れて行われる．例えば，資料４－４は，2009 年 12 月 12 日に実施した第 30

回の活動記録である．活動の流れは，前述した①始まりの挨拶と健康確認，②歌を歌う，

③歩行ムーブメント並びにタオルを使った体操の順に進み，課題ムーブメントでは，最初

に形板ムーブメントとカラースカーフムーブメントの２種類が行われ，次にパラシュート

参加人数（人）

第1回～第10回 5.6

第11回～第20回 7.9

第21回～第30回 14.8

第31回～第40回 13.6

第41回～第50回 13.1

平均人数 11.0

表４－３　平均参加人数表４－３　平均参加人数表４－３　平均参加人数表４－３　平均参加人数
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を使った活動を行い，最後にふれあい体操，振り返りと感想発表が行われている．12月の

活動であるこのプログラムでは季節感を取り入れ，全体としてクリスマスをテーマに実施

した活動となっている． 

 

３．各プログラムの活動内容３．各プログラムの活動内容３．各プログラムの活動内容３．各プログラムの活動内容    

「いきいきムーブメント教室」の活動記録には，参加者の活動の様子や筆者自身の感想，

活動を行う際に配慮したことなどが記述されている．資料４－１の活動記録，資料４－２

の参与観察記録，資料４－３の参加者評価記録に基づき，各プログラムで，どのような活

動が行われていたかについて述べる． 

 

（（（（１）１）１）１）始まりのあいさつと健康確認始まりのあいさつと健康確認始まりのあいさつと健康確認始まりのあいさつと健康確認    

参加者は，活動の 15 分～20 分前に会場に到着し，活動の準備をする．一ヶ月に一度活

動を共にする者同士や，この活動を機会に友だちとなられた方など様々な参加者同士の関

係性であるが，隣り合わせた者同士，おしゃべりが始まる． 

資料４－５は，2011 年４月２日実施の第 46 回の記録である．この回に初めて遊具を使

ったお出迎えとしてイメージ作品を作り行った．課題ムーブメントを行うための導入とし

て行ったことが始まりであるが，参加者の創造性を引き出し，笑いや会話を生み出すなど，

参加者からも好評であり，以後継続して行い，現在のプログラムに定着している． 

資料４－６,資料４－７は，イメージ作品の一例である．「これは，カエル」，「これは，

運動会」，「これは，なにやろうか」と，クイズを解くように，イメージを膨らませて，そ

れぞれが答えを言いながら，納得したり，笑ったりすることで，場が和み，楽しい雰囲気

でプログラムがスタートする．毎回のこの時間の活動のために趣向を凝らし作られたイメ

ージ作品は，お出迎えの活動となっている．参加者は自分たちのために，スタッフが準備

してくれたものとして受け止め，「大切に迎えられているという満足感がある」と，感想で

述べている．また，その作品は，遊具を使用して作られているために，色や形に制限があ

り，季節や他の作品から連想したりすることで何が描かれているかを考えるため，クイズ

のような側面もあり，お茶の間で楽しむような楽しさがあり，示されたイメージから，幼

少時代や若い頃の話題に広がると，楽しみが増す様子がみられる． 

またイメージ作品のテーマは，季節感や今の時勢を反映するようなものが選ばれており，

認知症の初期症状としてみられる見当識障害では，現在の年月や時間などの基本的な状況

を把握することが難しくなり，季節感などへの意識が低くなると言われており（谷口･井

上・大川他編1997：237），イメージ作品を通した会話から，季節感や時勢への関心を引き

出すように行われ，会話を交えながら，参加者の体調の様子を観察，確認し，次のプログ

ラムに進められる．このように，活動の初めから運動に取り組むのではなく，会話を中心

として，和やかに，緩やかに活動がスタートすることで，気持ちもリラックスし，その後

の活動にスムーズに入る事ができると考えられる． 

子どもへの適用の場合には，主活動が始まる前に，活動場所や人などの環境に慣れるこ

とをねらった「フリームーブメント」が自由な活動場面として設定される．高齢者への適

用の場合は，会話を中心に気持ちをリラックスさせることを目標としてプログラムに位置

づけられ主活動への円滑な導入として行われる． 
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（（（（２）２）２）２）歌を歌う歌を歌う歌を歌う歌を歌う    

歌を大きな声で歌うことは，高齢者にとっては，呼吸運動として心肺機能を高めると言

われており（大浦 2005），ムーブメント法においては，移動を要しない運動として，さら

に，音楽が高齢者にもたらす効果も考慮し気分の発散をねらいとして位置づけ取り組まれ

る．これまで歌った曲については，資料４－１に示しているが，「ふるさと」，「われは海の

子」，「もみじ」等の小学校唱歌や，「背くらべ」，「しゃぼん玉」，「赤とんぼ」等の童謡， 

「いつでも夢を」，｢瀬戸の花嫁｣，「高校３年生」等の流行歌などを選曲し，参加者が歌

いやすいような音程，リズムに調整し，ピアノ伴奏で歌っている．音楽の効果について，

大浦（2005）は，音楽には，その曲を聴いた時や歌った時の状況や感情などを呼び起こす

パワーがあり，当時の記憶や生き生きとした感情が喚起され，会話が促されやすくなると

述べている．また，人間の体は，大きな声を出して脳を刺激することでアドレナリンが分

泌される「シャウティング効果」があり，大きな声で歌うことでも同様に，気分がすっき

りとし，意欲が高まると考えられる．参加者の中には，歌が好きな方も歌が苦手という方

もそれぞれいるが，大きな声で気持ちよく歌いましょうというねらいで，歌いやすいよう

に伴奏を工夫することで，みんなが気持ちよく歌えている．参加者は，「私は歌が得意じゃ

ないけれど，みんなと一緒に歌うと，気分がすっきりとする．一人では歌えないけれど，

みんなと一緒に歌えるのがうれしい．」という感想や，「普段の生活では大きな声を出すこ

とがないので，気持ちがいい」という感想も示されている．また，1963 年から 1966 年に

かけて日本で初めてのテレビアニメとして流行した｢鉄腕アトム｣を歌った時には，参加者

の一人から，「当時，ちょうど一番仕事が忙しく，子どもが歌っているのを聴くばかりで歌

ったことはなかったので，今日，歌えて良かった．」と言った感想を述べられ，当時の生活

や思い出を思い起こしながら，歌われていることが示された．また，歌に合わせての手拍

子やステップ，左右に小さくスイングをすると，さらに声が大きく軽やかな声になり，身

体が軽やかになると心も軽やかになることが，参加者の様子から確認できた． 

歌詞の提示は，一人ずつプリントにして歌詞を配る場合と，大きな掲示プリントで提示

する場合がある．どちらも分かりやすく見えやすい文字で示すことが必要である．大きな

掲示プリントの場合には，毛筆で書いた歌詞は，太く大きく，明確で分かりやすい．プリ

ントでの表示では，文字の大きさと同時に文字間，行間においても適度な幅が読みやすい

ようであり，高齢者の場合には，14 ポイント以上が望ましいと言われており注３），そのよ

うな点にも配慮して，参加しやすいように工夫されている．歌を歌う活動では，伴奏のテ

ンポや参加者に提示する歌詞が読みやすいようにするなど工夫することが，高齢者が参加

しやすくするための工夫であり，高齢者の活動への意欲につながると考えられる． 
注３）独立行政法人産業技術総合研究所「高齢者・障害者の感覚特性データベース」を参考 

    

（（（（３）３）３）３）走行走行走行走行ムーブメント並びにタオルを使った体操ムーブメント並びにタオルを使った体操ムーブメント並びにタオルを使った体操ムーブメント並びにタオルを使った体操    

歌を歌ったあとは，移動運動を中心とした走行ムーブメントを行い，引き続いてタオル

を使った体操を行う．子どもを対象にしたムーブメント法の適用では，走行ムーブメント

を行い，歩く，走る，ジャンプ，スキップなどの移動運動を中心とした粗大運動で構成さ

れるが，高齢者へ適用の場合には，歩くことを中心にして活動が行われる．歩く事は，高

齢者でも手頃に行える活動であり，健康支援の基本と考えられ（久野 2009：86），プログ
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ラムでは基本的な運動として，毎回位置づけられている．前に歩く，横に歩く，後ろに歩

く，つま先歩きやかかと歩き等様々な歩き方が行われる．また速く歩くことが難しい参加

者がいる場合には，特に間隔が広がりすぎないように，適宜歩く方向を変更し，歩くスピ

ードの差が大きくならないように行われる．このアプローチは，ムーブメント法における

「みんなが参加できるように」(小林 2007：62)という考えに基づいていると考えられる．

また，ピアノ伴奏をBGMにして，歩く事で明るく楽しい雰囲気が生まれ，環境設定が活動

の楽しさをより引き出す要因になると考えられる． 

ピアノ伴奏に合わせて手拍子をしながら歩くことも，楽しく活動できる工夫と考えられ

る．その後，続いてタオルを使ったプログラムが行われる．タオルは家庭にもある日常生

活用品であり，家庭でも行えるメリットがある．また，やわらかい手触りであり，形もた

たんだり，投げたり，擦ったりと扱いやすいことが特徴であり，カラフルなタオルを用意

して行われる．ムーブメント法が用いる遊具は，赤，青，黄，緑といった原色を用いた遊

具であり，子どもの場合には，色の名称，色の弁別などの前教科学習として活用すること

がある．さらに，遊具のカラフルで明るい色使いには，意欲や活気をもたらす色彩の効果

もあり，その効果を期待し，カラフルなタオルや遊具が用いられる．特にカラースカーフ

はその素材，色が美しく，参加者からは，｢明るく，きれいな雰囲気の中で活動するだけで

も，気持ちが高揚する｣と言った感想が示されている． 

    

（（（（４４４４）課題プログラムの様子－遊具別の活動内容）課題プログラムの様子－遊具別の活動内容）課題プログラムの様子－遊具別の活動内容）課題プログラムの様子－遊具別の活動内容    

資料４－８は，課題プログラムの活動内容の使用した遊具についてまとめられている．

ロープを使った活動は，40回で一番多く，そのほかの遊具で，10回以上行った活動は，カ

ラースカーフを使った活動は 19 回，ハットフリスビーを使った活動は，15 回，形板を使

った活動は14回，風船を使った活動は13回，プレーバンドを使った活動は11回である． 

また，４回以上続けて使用している遊具は，風船と形板があるが，それ以外は，１もし

くは，３回以内となっている課題プログラムでは，毎回様々な遊具を使用して１もしくは

２つのプログラムが実施されている． 

資料４－９は，使用した遊具別の活動内容を，毎回の記録から抜粋してまとめたもので

ある．使用したすべての遊具が，１つの遊具で多くの活動が展開できており，さらに活動

形態も一人で行う，二人で行う，集団で行っている．これまで使用した遊具の中で，多く

の活動が展開できる遊具としてプレーバンドムーブメントと，参加者からの人気がある遊

具である形板ムーブメントについて，その詳細を次にまとめる． 

ムーブメント法の活動では多くの遊具を使用するが，一つの遊具を様々な使い方をして

プログラムを進めることが特徴の一つである．また活動形態も一人で行う活動，二人，三

人，そして集団での活動でも，遊具を工夫し，遊具を組み合わせ，プログラムを進める．

その特徴が分かるように，活動の人数別に活動の様子をまとめた． 

１）１）１）１）プレープレープレープレーバンドを使ったプログラムバンドを使ったプログラムバンドを使ったプログラムバンドを使ったプログラム    

プレーバンドは，幅 2.5 ㎝×170 ㎝で，両サイドに手首（足首）を入れる程度の輪がつ

いているやわらかく伸び縮みするゴムバンドである． 

    

    



59 

 

（一人で行う活動：１本の（一人で行う活動：１本の（一人で行う活動：１本の（一人で行う活動：１本のプレープレープレープレーバンド）バンド）バンド）バンド）    

プレーバンドを適当な長さに持ち，ゴムの伸縮性を活かし効果的なストレッチ運動がで

きる．また，長座に座り伸ばした足裏にかけたゴムを両手で引っ張ることで腹筋運動がで

きる．筋力の弱い高齢者でも，遊具を使う事で運動が行いやすくなる． 

（二人で行う活動：（二人で行う活動：（二人で行う活動：（二人で行う活動：2222 本の本の本の本のプレープレープレープレーバンドを連結させ輪にしたバンドを連結させ輪にしたバンドを連結させ輪にしたバンドを連結させ輪にしたプレープレープレープレーバンド）バンド）バンド）バンド）    

身体の使い方を工夫し，プレーバンドを使って，三角や四角の形を作る．例えば，一人

が頭上高くにプレーバンドを伸ばし，もう一人が足を広げてゴムを固定し，二人で協力し

て三角形を作る．「できた三角形をもう少し大きくしましょう」という問いかけにより運動

負荷がかかる．さらに，「また，違った形を作りましょう」という問いかけで，身体の違っ

た部分を使い，創造的な動きを引き出すことができる．動きづくりの課題では，動きを指

示するのではなく，「どうしたらいいでしょうか？」という問いかけにより，身体への意識

が高まり，体の使い方，様々な動きを引き出すことができる．身体を使って表現された形

や動きはどれも正解であり，受容的な雰囲気は，安心感を生み，その安心感が主体的な活

動を引き出す．また，おもしろい方法や工夫された動きを適宜賞賛することで，さらに参

加者の意欲を引き出すことができる． 

（集団で行う活動：（集団で行う活動：（集団で行う活動：（集団で行う活動：2222 本の本の本の本のプレープレープレープレーバンドを連結させて輪にしたバンドを連結させて輪にしたバンドを連結させて輪にしたバンドを連結させて輪にしたプレープレープレープレーバンド）バンド）バンド）バンド）    

輪になったプレーバンドの中に二人で入り，電車ごっこの要領で，音楽に合わせて歩い

たり，走ったりする．「音楽が止まると電車も止まる」という基本ルールから，「音楽が止

まったら，プレーバンドをフロアーに置いて，違うプレーバンドに乗り換える」というル

ールへ変更をする．この活動では，止まってしゃがんでまた走るという運動が生まれてく

る．さらに，「音楽が止まったら，違う人とペアを組む」というルールへと変更させていく．

音楽を止めるタイミングは，初めはフレーズの切れ目で行い，その後，フレーズの途中で

音楽が止まると予想外の楽しさや滑稽な動きになり，思わず笑いが生まれる．少しずつの

ルール変更により，参加者は戸惑うことなく活動に取り組め，活動の中で，参加者同士の

多様な関わりが生まれる．活動の中で，楽しく人と関わり，共同活動に取り組める． 

    

（お手玉のようにして（お手玉のようにして（お手玉のようにして（お手玉のようにしてプレープレープレープレーバンドを使う活動バンドを使う活動バンドを使う活動バンドを使う活動））））    

プレーバンドを２つ折りにして結ぶとちょうど手に収まるぐらいの大きさになり，お手

玉のように扱うことができる．結んだプレーバンドを右手左手に交互に投げて持ち替える

活動ができる．この動きを基本として，結んだプレーバンドを頭上に投げて受ける，頭上

に投げて落ちてくるまでにできるだけ回数多く拍手をする，落ちてくるまでに，床に文字

を書くなど，二つの動作を同時に行う活動がある．参加者が幼少の頃に遊んだお手玉遊び

の内容を再現することも，活動の中に含まれる．お手玉のようにした活動でも，一人で行

う活動から，二人で向かい合って投げ合う活動がある． 

さらに集団での活動では，集団で円陣になり座り，お手玉のように結んだプレーバンド

を床に滑らせて，対面する仲間に送り出す． 

２）２）２）２）形板を使ったプログラム形板を使ったプログラム形板を使ったプログラム形板を使ったプログラム    

ムーブメント形板は，軽く扱いやすい素材でできており，色，形，数字の要素が含まれ

ている遊具である． 
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（一人で行う活動）（一人で行う活動）（一人で行う活動）（一人で行う活動）    

形板を身体の一部に載せ，もしくは挟んで移動する．例えば，形板を頭の上に載せて歩

く，膝に挟んで歩くもしくは，ジャンプするなど，形板を落とさないで移動する方法を考

えながら，物的バランスの向上や，動きづくりが行える． 

（二人で行う活動）（二人で行う活動）（二人で行う活動）（二人で行う活動）    

形板を羽子板に見立てて，お手玉や風船を二人でフロアーに座って打ち合う． 

（集団で行う活動）（集団で行う活動）（集団で行う活動）（集団で行う活動）    

フロアーに適当な間隔で形板を置き，形板を踏まないようにして音楽に合わせて歩く．

音楽が止まったら好きな形板の上に立つ．この基本ルールから，少しずつアレンジしてい

き，数字に着目をして，「奇数の数字の形板に立つ」や，「形板の数字を足して答えが偶数

になるように２枚の上に立つ」といった認知活動も加える．さらに，「３枚の形板に立つも

しくは，手で触れて，足して15以上にする」等といった課題では，幾通りもの正解の回答

があり，多様な姿勢も引き出せる．また，創造的課題として，数枚の形板を組み合わせて，

例えば，家や花等が作られる．この活動は個人で行う事もでき，できた作品を発表する場

の設定は，互いの賞賛の機会となる． 

    

（（（（５）５）５）５）パラシュートを使ったプログラムパラシュートを使ったプログラムパラシュートを使ったプログラムパラシュートを使ったプログラム    

パラシュートは，ナイロン製で，大きさは，３，５，７m の３種類がある．その他に，

透けて軽いオーガンジー素材のパラシュートがある．毎回のプログラムの最終活動は，パ

ラシュートを使った活動である．立位でも，座位，椅子に座ってでも行え，円形のパラシ

ュートを全員で持ち，上肢を大きく上げ下げする．円形での活動は，互いの顔を見ること

ができ，コミュニケーションにつながる活動である．また，パラシュートの縁をしっかり

握りながら活動することで，知らないうちに握力も使う活動となっている．「サーフィン」

という活動は，広げたパラシュートにボールを載せ，ウエイブの要領で，パラシュートを

順々に上下させると，ボールがサーフィンの波乗りのように，パラシュートの縁をぐるり

と回りだす．参加者全員が１つのボールに集中して，協働して活動できることに達成感を

感じ，時間空間認知を高める活動にもなる．「ドーム」では，タイミングを合わせてパラシ

ュートを上下させ，ドームのように大きく膨らませて，みんなで中に入る．すると，かま

くらの中で子どもの時に遊んだことや，キャンプファイヤ－の思い出等，学生時代のこと

が蘇ると参加者が話され，今の楽しさと同時に昔の思い出を楽しめるようである．また，

一瞬にして若い時代にタイムスリップし，気分も若がえったとも参加者からの感想もある． 

（（（（６）ふれあい体操６）ふれあい体操６）ふれあい体操６）ふれあい体操    

ふれあい体操は，ペアになり，軽やかな音楽をBGMに，手のマッサージや肩，背中のタ

ッピングを交代で行う活動である．参加者同士が直接身体をふれあう活動では，ホッとし

た表情になり，自然と会話が増える．スキンシップは，不安を軽減させ，リラックス感や

安心感を生起させることができ，赤ちゃんのスキンシップ同様に，人と人との肌のふれあ

いはプログラムの中で大切にし，ふれあい体操をプログラムに位置づけられている． 

活動の中では，ふれあい体操以外にも，手をつないでペアを作る活動やプログラムの中

で自然なかたちで身体が触れあうようなことを設定されている． 
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（（（（７）振り返りと感想発表７）振り返りと感想発表７）振り返りと感想発表７）振り返りと感想発表    

活動の最後には，活動の振り返りと感想発表を行う．「今日は何をしましたか？」の問

いかけから始まり，活動の振り返りを行う．認知症の診断基準の一つに，記憶障害が挙げ

られているが，多くの参加者は日常生活の中での簡単な物忘れを経験され，認知症の記憶

障害とは異なるのだが，認知症にならないようにという願いを持っている．そのような中

で，90分間の活動を初めから思い出す行動を，みんなで行うことで，一人では難しいこと

も，参加者からの発言等を互いのヒントに，自分なりにそれぞれ思い出そうとして，「そう

そう，思い出した」，「一番，最初に歌った歌は，もみじ」等と活動を振り返る．このよう

な活動を思い出すことが，脳を活性化させる活動につながるプログラムとして位置づけら

れている．また，毎回の活動で振り返りができたことが，日常生活の中においても，自分

で何かを思い出そうとする行動へ般化することが期待される． 

次に，一人ずつ感想を発表する．「短い時間に自分の思いをまとめて発表することは，

頭を使うわぁ」という参加者の感想があるが，この発表も脳を活性化につながる活動とし

て位置づけている．また，参加者の感想に，「そうそう，私もそう思うわぁ」，「楽しかった

よね」等と言った，共感的な発言が自然と発せられる場面でもある．高齢者においては他

者への意識や共感する気持ちが低下する中で，このような場面を通して，自分自身の感想

と，他者の感想を共感させることが，大切であり，この点からも，参加者一人一人の発表

の時間を大切に，参加者が自由に発表できる雰囲気を大切にしながら行われている． 

（（（（８）８）８）８）活動全体活動全体活動全体活動全体の様子の様子の様子の様子    

高齢者へのムーブメント法の適用では，これまで示したように様々な遊具を活用してプ

ログラムが行われ，そのプログラムも遊具を工夫し，遊具を組み合わせることで多くのプ

ログラムが設定できる．参加者からは，「今日は何をするのかなぁ」，「この遊具は使ったこ

とがあるけれど，今日はまた違った活動だった｣等の感想がある．毎回の遊具の選定では，

同じ遊具ばかり使わずに，多様な遊具を使うようにしている．その点では，いきいきムー

ブメント教室が始まった頃には，ロープを使った活動を毎回行っていたが，現在は，一つ

の遊具を３回連続して使う事があるが，それ４回以上は連続して使用していない．また，

新しい参加者が多い場合には，コミュニケーションが多く必要でないように，ペア－で行

うような活動は少なくして行うようにする． 

また，個々の遊具での活動は，経験のある活動（前回行った活動）と新しい活動（前回

行わなかった活動）を行うようにしている． 

また，先にも述べたが，高齢者が多様な運動に対して，運動に対する抵抗感をより少な

くするための工夫として，１つの遊具で多様な形態，方法で使用し，活動形態も一人で行

う活動から，ペアで行う活動，集団で行う活動と自然な活動の流れの中で変化させて行っ

ている．また，活動は集団で行い，活動での隊形では，円形での活動を重視し，互いに見

合え，意識し合えるようにしている．互いに意識し合えるような活動としては，活動途中

に二人もしくは３人での活動を順番に発表する場面や，一人ずつ発表する場面などを設定

し，発表後には拍手をして，互いに認め合う関係性を重視している． 

また，その活動は，楽しさをベースにして，無理しすぎない程度だが結果としてほぼ90

分間活動が行われる．参加者の感想には，「無理のない運動なのに汗をかき，気分も明るく

なる．」，「童心にかえって歓声をあげながら活動するのが楽しくて，体を動かして汗ばんで
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きた．」などがあり，ムーブメントの活動が軽運動であり，参加者同士が話をしながら，笑

いながら，ムーブメント遊具を使って自然な流れの中で運動を行っている様子を示してい

る． 

また，例えば，ペアでストレッチを行う活動では，「どの方向にストレッチをしてもい

いですよ」，「今とは違う方向にストレッチしてください」，「こんな風にもできますよ」と

いった具合に自由度の高い中で，さらに参加者自身が自分で運動を考えて，行うような言

葉かけをしている．「運動は教えられた通りにすることが多いが，ムーブメントは不規則，

自由，自分たちが考えて動くところがおもしろい．」という参加者の感想があるが，一方的

に運動を指導するのではなく，「次どうしますか？」「また違った方法でお願いします．」と

いった言葉かけにより，創造性，主体性，意欲を引き出すように配慮し，さらに，運動だ

から，身体だけのことだけに注目するのではなく，子どもを対象にしたムーブメント法の

適用と同様に，「あたま・こころ・からだ」に包括的にアプローチしている．また，高齢者

へのムーブメント法の適用では，安全に運動を遂行するために細心の注意が必要であるが，

チャレンジするような少し難しい活動も組み入れ，音楽のテンポを遅くする，参加者の状

況に合わせて動きのアレンジを提案するなど細かな配慮しプログラムを進めている． 

そして，高齢者へのムーブメント法の適用の対象者である高齢者は，筆者にとっては，

20歳以上の年長である．高齢者への適用においては人生の先輩として敬意を持って行って

いる．参加者の多くは，始めての活動から楽しみを感じられて，継続して活動されるが，

一度活動に参加されて，次回以降，参加されなかった方が１名いた．その方に活動の感想

を確認した中で，「幼稚すぎて，子ども扱いされているみたいで，嫌だった」と言われた．

この感想は，高齢者へのムーブメント法を適用して活動し始めた頃に聞いた感想であり，

筆者自身の高齢者へのムーブメント法の適用における経験の浅さが原因と思われるが，対

象者に敬意を持って行うことの大切さを教えてもらった貴重なエピソードである． 

 

 活動の様子を以下の３点にまとめた． 

 ・毎回の活動時間は90分間で行われ，途中休憩を含めながら，おおむね，①始まりの挨

拶と健康確認，②歌を歌う，③走行ムーブメント並びにタオルを使った体操，④課題

ムーブメント（1～2種類），⑤パラシュートを使ったムーブメント，⑥ふれあい体操，

⑦振り返りと感想発表，の，活動で構成されている． 

 ・課題プログラムでは，カラースカーフやハットフリスビー等，様々な遊具が使用され

ている． 

 ・活動形態は，一人で行う活動，二人で行う活動，集団で行う活動など，様々な活動形

態が展開する． 
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４．４．４．４．考察考察考察考察    

 障害のある子どもへのムーブメント法の実践を基軸にして，高齢者へのムーブメント法

の適用を行ってきた．その活動は，ムーブメント法の中心的な目標である「健康と幸福感

を高めること」を目標として実践してきたが，理論的な裏付けがなされないまま経験則に

より，試行錯誤の域を出ない実践のため,検討の必要な点がある．実践を行う中で不十分だ

った点を，次にまとめる． 

（１）活動の目標が曖昧だったことと，個別の実態把握が不十分だったこと 

 高齢化社会の進み，健康寿命が注目される中で，高齢者へのムーブメント法の目標を健

康と幸福感と設定することは，活動の方向性として問題はないが，その目標は漠然として

おり具体的な目標を探りながらの実践となってきた．さらに，健康状態や活動へのニーズ，

これまでの人生経験を含む様々な背景を持つ高齢者の一人一人の健康と幸福感はそれぞれ

に違い，一人一人に応じた活動ができていない．本研究では，61 歳から 83 歳までの方が

参加している．また，活動場所まで歩いてくる方，車を運転してくる方，さらには，自転

車を20分以上運転してくる方など，その点だけでも体力の差もある．そして，当日の健康

状態も日々変化することもあり，個々の健康状態等を把握しておくこと，またさらには，

ムーブメント法にどんな期待や希望を持ち参加しているのかを，一人一人に把握しておく

ことが必要であった． 

 これまでに一度だけ，走る活動に取り組んだことがあったが，明らかに参加者にとって

は，厳しすぎる運動課題となった経験がある．また，運動負荷が大きい，ジャンプの運動

や，めまいを誘引しやすい回転系の運動なども，参加者の様子を見ながら，けが等がない

ようにしてきたが，事前に把握しておくことが必要であった． 

（２）参加者の好みや得意の把握が不十分だったこと 

 参加者の中にハットフリスビームーブメントに取り組んだ時に，他の活動と比べて，と

ても生き生きと活動に取り組み，ハットフリスビーをいかにまっすぐに投げようかと，熱

心に取り組まれる方がいる．工夫して熱心に取り組まれるだけあり，投げ方も上手く，活

動後に，話をする中で，その方は学生時代からスポーツが大好きとのことであった．その

方は，リボンを使ったムーブメントでも，高校生時代に経験のある新体操を思い出して，

いつも以上に活動を楽しまれていたことがあった．同じような事例は，他の方にも見られ，

手芸の得意な方に，お手玉を作ってもらい，活動に取り入れるといつも以上に，活動に活

気が出て，「〇〇さんが作ってくれたの？」，「使いやすいね」，「小さい時のお手玉もこんな

形やったわ」などと，会話も弾んだことがあった． 

（３）活動の継続性として，集団での活動と家庭での活動の関連性が不十分だったこと． 

参加者の感想には，活動に対して，「月に一度の活動が楽しみです」，「前夜からたのしみに

してきました」，「月に一度はもったいない」という感想がある．「久しぶりに体を動かして

すっきりしました」などの感想から，集団での活動場面では，楽しく運動に取り組まれて

いるが，普段はなかなか運動に取り組まれない様子が伺われる．また，音楽に合わせた体

操をした場合にも，前回に行った活動を覚えている方は少なく，毎回，毎回の活動を新鮮

に捉えて楽しめるとも評価できるが，活動の継続性という点では，教室で行う活動と家庭

生活での活動の関連性が少ない． 
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第３節第３節第３節第３節    小括小括小括小括    

第４章では，後方視的研究として，高齢者へのムーブメント法の適用における成果と課

題に焦点を当て検討した． 

第１節では，地域の高齢者にムーブメント法を適用した「いきいきムーブメント教室」

に参加する，認知症状等がなく地域で生活する介護サービスの必要がない状況の60歳以上

の一般高齢者 16 名を対象に，気分及び感情を測定する日本版 Profile of Mood States 

（POMS：気分プロフィール検査）(以下，POMS)と，不安状況を測定する日本版State-Trait 

Anxiety Inventory-Ⅰ（STAI-Ⅰ:新版STAI）(以下STAI-Ⅰ)と，主観的健康度を測定する

SF-36v2（36-Short-Form Health Survey）の日本版(以下，SF-36)を用いて，ムーブメント

法の効果を検討した． 

分析では，POMSと STAI-Ⅰについては，３回にわたる調査のそれぞれの時点で，活動前

後の値を比較した．SF-36は，活動の当初と終了時の２回を調査し，両者の値を比較した．

その結果，POMS の活気(V)尺度では活動前と比較し活動後に活気(V)得点は上昇しており，

ｔ検定によって有意であることが確かめられた．このことから，ムーブメント法が，ネガ

ティブな気分は減少し，ポジティブな気分が上昇し，心理的状態が良好になったことが明

らかになった．STAI－Ⅰの状態不安得点は活動前と比較し活動後には状態不安得点は減少

しており，ｔ検定によって有意であることが確かめられた．このことから，ムーブメント

法により状態不安が減少したことが示された．SF－36における身体的健康度では活動前と

比較して，活動後には身体的健康度は減少し，ｔ検定によって有意であることが確かめら

れた．このことから，ムーブメント法による身体的健康度への効果は，認められないこと

が示された．上記，POMS, STAI-Ⅰによる結果から，ムーブメント法は，一般高齢者の精神

的健康面に有効であることが明らかになった． 

今回の適用は，介護サービスを受けていない一般の高齢者を対象とした理論的裏付けの

無い実践であった．しかし，ムーブメント法の精神的健康面での効果も明らかになったこ

とから，高齢者の加齢に伴う課題の1つである精神的健康面を支援する活動としてムーブ

メント法の適用が期待できると考えられた．また，この適用では，精神的健康面に着目し，

既存の評価法を用いて評価した．しかし，取り組みの結果，個人差の大きい高齢者を対象

にムーブメント法を適用する場合には，一人ひとりの状態を評価する独自の評価方法の必

要性が指摘された． 

第４章第２節では，地域で生活する一般高齢者を対象に、ムーブメント法を適用した「い

きいきムーブメント教室」の活動を検討し結果，様々な遊具や音楽を使用するプログラム

が確認できた． 

しかし，その実践は経験則に基づいた実践であり，これまでの実践の中で，不十分であ

る次の３点が明らかになった. 

（１）活動の目標が曖昧だったことと，個別の実態把握が不十分だったこと． 

高齢者へのムーブメント法の目標は具体的に示されず，一人一人に応じた活動が不十分

であり，参加者の健康状態や活動へのニーズ等の個別の実態把握が不十分であった． 

（２）参加者の得意や好みの把握が不十分だったこと． 

参加者の得意や好みなどは一人一人の違い，その実態把握が不十分であった． 

（３）活動の継続性として，集団での活動と家庭での活動の関連性が不十分だったこと． 
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集団で行う活動場面では楽しく運動に取り組まれているが，活動の継続が不十分であり，

教室で行う活動と家庭生活での活動の関連性を認められない． 
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第５章第５章第５章第５章    新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の適用新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の適用新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の適用新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の適用 

第５章では，これまでの第３章，第４章の後方視的研究から得られた知見に基づいて，

前方視的研究として，新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の適用について取

り組む．第３章では，これまでムーブメント法は発達的アプローチを中心に取り組まれて

きたが，心身の発達や運動機能の発達において上昇的変化が少ない，もしくはプラトーの

状態に達する知的障害のある生徒を対象にした場合には，発達的アプローチのみでは限界

があり，新たな視点としての機能的アプローチが必要と示唆された．第４章では，これま

での経験則に基づいた高齢者へのムーブメント法の効果が明らかになった．その一方で①

活動の目標が曖昧で，個別の実態把握が不十分だった，②参加者の得意や好みの把握が不

十分だった，③活動の継続性という３つの不足している点が明らかになり，第２節では，

評価法について，高齢者へのムーブメント法の適用における独自の評価方法の必要性が指

摘された．第５章では，前方視的研究として，第３章で示された機能的アプローチと，第

４章で示されたこれまでの実践で不足している点を補完するものとして活動の特徴を考察

し，得られた結果を新たな視点として捉え，高齢者の特性を考慮し，ムーブメント法の高

齢者への適用における理論的な枠組みの構築に向けて取り組む． 

そこで，第１節では，高齢者へのムーブメント法の理論的な枠組みを示し，第２節では，

新たに示された理論的な枠組みを用いた実践方法を検討する．そして，第３節では，新た

に示された理論的な枠組みに基づいた独自の評価法を作成し，第４節では，新たに示され

た理論的な枠組みに基づき，新たな評価法に用いた事例研究をおこない，その成果と課題

を明らかにする． 

    

第１節第１節第１節第１節    新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の理論的新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の理論的新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の理論的新たな視点を踏まえた高齢者へのムーブメント法の理論的なななな枠組枠組枠組枠組みみみみ    

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

本研究では，ムーブメント法の高齢者への適用における新たな理論的な枠組みを構築す

ることを目的とする．これまでも高齢者へのムーブメント法は適用されてきたが，その実

践は経験則に基づいた実践であった．これまでの実践は，経験則に基づいたものであった

が，高齢者へのムーブメント法を適用の理論的な枠組みの構築には必要な実践と考える．

第４章の後方視的研究に基づき，ムーブメント法の高齢者への適用における理論的な枠組

みの構築に向けて取り組む． 

 

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

 本研究では「いきいきムーブメント教室」の参与観察記録(資料４－２)と参加者の評価

記録（資料４－３）を検討資料とし，参与観察による「いきいきムーブメント教室」の活

動記録及び参加者の評価記録に基づき検討する．本研究では，第４章で示されたこれまで

の実践で不足している点を踏まえて，（１）活動の目標，（２）活動の形態，（３）活動時の

配慮点，の３点から検討する．そして検討を行い，活動の特徴を明らかにし理論的な枠組

みを導入する新たな視点を導く． 
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３．結果３．結果３．結果３．結果    

（１）活動の目標について（１）活動の目標について（１）活動の目標について（１）活動の目標について    

これまでの高齢者へのムーブメント法の適用は，高齢者の健康への支援として行われて

きたが，十分な理論的な裏付けがなされていない．健康についての定義は，「健康を身体的，

精神的および社会的に完全に良好な状態であって，単に疾病がないとか病弱でないという

ことだけでない」と，1948 年に世界保健機関（World Health Organiation：WHO）で制定

されている．大島は老人の生理的機能の特性を示し,その中で特に心理的特性として記憶力

の低下,記銘力の低下,感情的コントロール力の低下,創造力,独創力の低下,感覚,知覚力の

低下,知能の不均一な低下,学習能力の低下,不適応現象の発現,個人差の増大,老人性特殊

障害を起こしやすいなどをあげており（大島 1977）,山崎は，加齢の伴う心身の変化につ

いて，「運動機能は20歳代をピークとしてそれ以降は緩やかに下降し，知能，感情，意志

を総合した精神機能は成長期を過ぎても上昇し60歳代をピークに下降する」と述べている

（山崎他 1999:99）．平木場は，老齢期の健康について，「加齢とともに健康度が低下し，

老化度が増す」と述べている（平木場 2006：4）．つまり，高齢者の健康は，加齢により，

健康度の低下と身体的運動機能と知能，感情，意志を総合した精神機能の低下が見られ，

高齢者の加齢に伴う課題を，身体的課題，認知的課題，精神的課題，社会的課題の４つの

課題と考え，高齢者へのムーブメント法では，高齢者の加齢に伴う課題に対応することで

ある． 

次に４つの課題にどのように対応するかを検討する．高齢者のムーブメント法の適用の

これまでの実践では，1 つの遊具を使い，様々な活動が展開できることを示してきた．形

板ムーブメントの実践では，一人で形板を使用しバランス運動や移動運動など身体運動面

にアプローチする活動や，二人で羽根付きの要領で一緒に活動するなどのコミュニケーシ

ョン・社会性にアプローチする活動，さらに，音楽を聞きながら歩く，計算をしながら運

動するなどの認知面にアプローチする活動，そして，形を組み合わせて作品を作るといっ

た活動や，参加者全員で楽しく活動をし，充実感満足感を得られる精神面にアプローチす

る活動など，様々な課題へのアプローチを行っている．子どもを対象にしたムーブメント

法では，「からだ・あたま・こころ」をキーワードに，子どもの発達を包括的に支援してい

る．高齢者へのムーブメント法の適用においても共通するものであり，加齢に伴う4つの

課題に対して，包括的にアプローチする（図５－１）．小林は，高齢者の運動方法について，

「大切なことは，精神的充実と心身の健康を図ること」と述べており（小林・近藤1985：

122），ムーブメント法における包括的支援に通じるものである． 

    

    

    

    

    

    

    

    

図図図図５５５５－１－１－１－１    加齢に伴う４つの課題加齢に伴う４つの課題加齢に伴う４つの課題加齢に伴う４つの課題    

身体的課題身体的課題身体的課題身体的課題

精神的精神的精神的精神的

課題課題課題課題

社会的課題社会的課題社会的課題社会的課題

認知的認知的認知的認知的

課題課題課題課題
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（（（（２）活動形態について２）活動形態について２）活動形態について２）活動形態について    

高齢者へのムーブメント法の適用では，全員で活動に取り組み，全員が参加できる方法

を工夫しながら行っている．具体的な活動では，一人で行う活動や二人で行う活動，集団

で行う活動がある．第４章の中で，プレーバンドの事例として述べているが，一人で行う

活動というのは，一人１本のプレーバンドを使って，ストレッチや腹筋運動をおこない，

活動隊形は円形であり，全員で一緒に行っている．活動での隊形では，円形での活動を重

視し，互いに見合え，意識し合えるようにしている．互いに意識し合えるような活動とし

ては，活動途中に二人もしくは三人での活動を順番に発表する場面や，一人ずつ発表する

場面などを設定し，発表後には拍手をして，互いに認め合う関係性を重視している．小林

（2008）は，ムーブメント法の活動について，「個人の活動だけでなく，多勢で楽しみなが

ら進める活動」，「その活動は，『ミラーニューロン』の役割と結び付けて解釈できる」，と

述べている．ここで，小林が意図するミラーニューロンの役割としては，「行為は，環境に

知覚される多様なアフォーダンスを資源としている」（佐々木・三嶋 2001:79）を意味し，

参加者同士が互いにアフォーダンスの資源として存在し，そのことが行為を生むことと解

釈する．また，高齢者向けの運動について，竹島は，「運動やスポーツは，人とのふれあい

に意義を持つものであり，この点からは一人で行うものよりも，集団形式で楽しむ方が望

ましい」（竹島他 1997:164）と述べている．また，高齢者の運動における参加者の関係に

ついて，小林は，「高齢者どうしが，お互いに素直な気持ちで仲間意識を持つようにできる

ようにすること」（小林・近藤1985：127）と述べている． 

これらのことを踏まえ，高齢者のムーブメント法の適用では，様々な形態での活動を行

い，全員で行う集団での活動を重視し，相互に影響し合い，「みんなでするからできる，み

んなでするから楽しい」といった気持ちを参加する高齢者が感じられるように配慮し，進

められてきたことも特徴と考えられる．このように，一人での活動以上に，ペアでの活動

や集団での活動により楽しさが増し，この楽しさが活動場所以外でも展開できれば，活動

を継続させることが可能になると考えられる． 

 

（３）活動上の配慮（３）活動上の配慮（３）活動上の配慮（３）活動上の配慮    

高齢者のムーブメント法の適用のこれまでの実践では，活動の始まりに当日の体調の様

子を確認しながら活動が進められる．高齢者の体調は，その日により変動することもあり，

安全に活動することを一番に配慮し行われる．参加者には，「今日は腰が痛い」，「膝の調子

が悪い」と，その日の体調を教えてくださることもあるが，個々の健康状態等の把握をし

て，一人一人の状態に配慮した活動が必要であり，丸山は，「高齢者の運動機能の変化につ

いて，加齢により個人差が大きくなる」と述べており（丸山 2004），個人差に対する配慮

の必要性が考えられる． 

堀は（1999：76），高齢者の学習支援において，「高齢者教育は，高齢学習者自身のライ

フ・ヒストリーと人生経験に根ざすべきだ」というMoody（1978）の論文を引用し，「高齢

者は学習場面に人生経験を持ち込む」と述べている．小林・近藤は（1985：127），「運動指

導者は，高齢者を人生の経験者としての尊厳と同時に個人としての自立した存在として対

応すること」と，述べている．高齢者へのムーブメント法の適用においても，参加者のこ

れまでの経験を尊重し，敬意を持って活動を行っている．歌の選曲において，その歌が歌
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われた時期，時代背景を考え，歌うことにより生まれる思い出や気持ちや対話を大切にし

ている．また，例えば，活動場面でロープを結ぶ時には，すぐにほどけないように結ぶた

めに，和装の帯結びの知恵をお持ちの参加者からのアドバイスを活動に取り入れるなど，

年長者としての参加者に敬意を持って行う配慮がなされている．また，活動では参加者が

参加しやすい工夫として，歌を歌う場面では伴奏のテンポや参加者に歌詞を示す方法，1

つの遊具を様々な使い方をして，活動が区切りなく展開し，その結果として，様々な活動

ができるなどを行っている．また，一方的に運動を指導するのではなく，「次どうしますか？」

「また違った方法でお願いします．」といった言葉かけや，活動の準備や片付けを活動の一

部に組み入れるなどの，参加者の意欲や主体性を引き出せるよう配慮されている． 

米国国立老化研究所による高齢者の運動ハンドブック（2001）には，高齢者が運動を続

けるための秘訣の1つとして，楽しめる運動が含まれていることと述べている．毎回のプ

ログラムの最後の感想では，「今日も楽しかったです」，「昨日の夜から楽しみしていました」，

「一ヶ月分笑うことができて，笑って運動できて，よかった」などの感想があり，楽しく

活動をすることも，高齢者のムーブメント法の適用での特徴だと考えられる．その特徴を

引き出すためにプログラム上の配慮がなされていると考えられる． 

    

４４４４．．．．考察考察考察考察    

（１）（１）（１）（１）高齢者へのムーブメント法高齢者へのムーブメント法高齢者へのムーブメント法高齢者へのムーブメント法の理論的の理論的の理論的の理論的なななな枠組枠組枠組枠組みみみみの構築の構築の構築の構築 

本研究では，第４章で示されたこれまでの実践で不足している点を踏まえて，（１）活

動の目標，（２）活動の形態，（３）活動時の配慮点から検討した．その結果，活動の特徴

や活動時の配慮点が機能した時に，これまでの実践で不足している点が補完され，新たに

導入される視点として，理論的な枠組みを構成する．ここで得られた新しい視点は４点で

あり，前方視的研究として，第３章で示された機能的アプローチを併せて，ムーブメント

法の高齢者への適用における理論的な枠組みを示す． 

 １．加齢に伴う課題に対する機能的アプローチ 

 ２．ストレングスを活かしたアプローチ 

 ３．一人一人に応じた個別アプローチ 

 ４．集団プログラムと家庭プログラムとの連携によるアプローチ 

 ５．すべての視点を含めた包括的アプローチ 

 

なお，理論的な枠組みは，目標設定・プログラム展開のステージと評価に関するステー

ジで構成する．第１節で目標設定・プログラム展開に関する理論的な枠組みを示し，第３

節で評価に関するステージの理論的な枠組みに基づいた評価法を作成し，全体としての理

論的枠組みを示す． 

以下，目標設定・プログラム展開に関する理論的な枠組みの構成について述べる．  
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（２）（２）（２）（２）機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ    

１）１）１）１）発達的アプローチと機能的アプローチ発達的アプローチと機能的アプローチ発達的アプローチと機能的アプローチ発達的アプローチと機能的アプローチ    

子どもの発達指導，支援においては，正しく実態を把握し発達上の問題点や課題を明ら

かにして，その課題に対して発達を支援していく，発達理論準拠型のアプローチ（以下，

発達的アプローチと示す）と，発達的基礎条件にこだわらず機能的有用性から目標を設定

し，目標となった特定の技能を直接的に習得させることに力点を置く機能的アプローチが

ある（藤田 1985）．また，この２つのアプローチの相対的重要性は，子どもの年齢や障害

の程度により常に考慮しなければならない（Bailey 1984）． 

Frostig（1970）は，子どもの発達について「感覚，知覚，高次認知の発達は順序に従

い，この順序は不変であり，子どもの縦断的研究を通して，諸能力は一定の順序で発達す

る」と述べている．さらに，小林（2001）は「ムーブメントにおいて，発達上昇期を過ぎ

た障がいのある子どもや成人に対しても，『ヒトの運動発達はゆっくりでも向上すること』

という考えのもとで，支援を長く継続する必要がある」と述べている．また，子どものた

めのムーブメント法独自の MEPA-R 及び MEPA-Ⅱでは，大まかな発達水準や感覚運動分野，

言語分野，社会性分野の領域間の特徴や良好な点などの子どもの全体面を視野にして実態

を把握し，その実態に基づき，発達の流れに沿った支援プログラムを作成している．これ

らのことから，子どものためのムーブメント法の支援の方法が，発達段階に応じたもので

あり，発達的アプローチに準ずる考え方である．しかし，米国でムーブメント教育を推進

する Winnick（1992）は，「ムーブメント活動は，主としてハビリテーション（発達刺激）

に重点をおくが，ハビリテーション以外にリメディエーション（機能回復）としての視点

もある」と，述べている．このことは，ムーブメント法においても，発達的視点だけでな

く，リメディエーションの視点も含めることの必要性を示唆している．リメディエーショ

ンとしての視点の必要性を示唆する事例がある．子どもを対象にしたムーブメント教室の

参加者の年齢は，4歳～20歳であり，発達上昇期を過ぎた対象者も参加している．発達上

昇期を過ぎた参加者の場合，その本人や保護者が運動能力の発達や向上だけを参加目的し

ていない場合もある．例えば，片麻痺のあるＡ（18歳女子）は，動きにくい右手の可動域

を広げ，日常生活動作がより円滑に行えるようになりたいという保護者の願いから活動に

参加している．つまり，機能的アプローチの視点からムーブメント教室に参加している．

また，自閉的傾向のある知的障害のＢ（13歳男子）は，運動面での課題は６歳までの運動

能力は克服できているが，コミュニケーションに課題がある．Ｂは，家族やきょうだい，

友だちと一緒にムーブメントプログラムに参加し，人とのやりとりの方法や楽しさを知り，

卒業後にグループホーム等で自立生活ができるために必要だと思われるコミュニケーショ

ン能力，社会性の力を育てたいという目的からムーブメント活動に参加している．つまり，

発達的アプローチを中心に支援を進めている子どもを対象にしたムーブメント法において

も，発達的アプローチと同時に機能的アプローチの視点の導入は必要である．特に，発達

上昇期を過ぎた障害児･者へのムーブメントプログラムには機能的アプローチを導入した

視点が必要だと考える． 

高齢者へのムーブメント法の適用では，発達的アプローチでなく，機能的アプローチに

基づいた視点を導入し，より豊かで快適な生活や人生をめざすために，機能的アプローチ

に基づいて目標設定されたプログラムが求められる． 
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２）２）２）２）高齢者への高齢者への高齢者への高齢者へのムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント法の適用における法の適用における法の適用における法の適用における機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ    

高齢者へのムーブメント法の適用では，特に，機能的アプローチに重点をおき，高齢者

の加齢に伴う課題である身体的課題，認知的課題，精神的課題，社会的課題に対して，機

能的アプローチにより，プログラムが設定される． 

ムーブメント法は軽運動であり，日常生活を健康に過ごすための健康支援・体力の維持，

向上といった直接的な活動目標が設定できる．1 つめに機能的アプローチにより設定され

る身体的課題であるが，参加者の身体面での悩みや願いから目標が設定される．例えば，

肩の可動域が狭くなり動きにくい状況の場合，その身体状況の改善をねらいとした活動が

行われる．例えば，タオルやスカーフ，パラシュートなどの遊具を使い，音楽に合わせて

上肢を上げ下ろしする活動を行う．タオルやスカーフ，パラシュートなどの遊具を用いる

ことで，タオルやスカーフの位置を目で見て確かめ，動きが本人にフィードバックしやす

くなる．「もう少しタオルを上にあげてください」，「スカーフがもっと大きく揺れるように

しましょう」といったように，自分の動きを確認しながら運動に取り組める．また，スト

レッチ系の運動では，ゆったりと動きを繰り返しながら，少しずつ可動域を広げられるよ

うにすることが大切であり，高齢者への適用では，ゆったりとした音楽に合わせ，楽しみ

ながら，自分の身体の動きに注目しながら運動に取り組むことで，結果として繰り返し腕

の上げ下ろしができ，無理なく運動に取り組めることができる．また，握力の低下を心配

している方の場合には，ロープを使って握る，引っ張るプログラムを一人でおこない，ま

た，活動を変化させペアで行う．さらに数本のロープをつなげて輪にし，集団でロープを

握り，引っ張り，ロープを上下に上げ下ろすことが参加者全員でできる． 

２つめに，機能的アプローチにより設定される認知的課題であるが，参加者は心身の健

康への関心と同時に，「認知症になるかもしれない」，「最近物忘れがひどい」などの認知機

能の衰えに対する不安があり，その不安に対する課題が認知的課題の活動である．その具

体的活動として，運動面のみならず，認知面にも同時に働きかける活動がある．例えば，

形板という遊具を使ったプログラムでは，数を計算しながら，運動をおこなう活動や数枚

の形板を使って形を創造する活動がある．これらの活動は，考えながら動く，同時に2つ

以上のことを考えながら運動や想像性を高める活動となる． 

次に，機能的アプローチにより設定される精神的課題について述べる．生きがいや意欲

をもって元気に過ごしたいという願いと悩みや不安をもたれている方が，活動に参加され

ている．それらの方の高齢者へのムーブメント法の適用への期待には，機能的アプローチ

として精神的課題として設定される．機能的アプローチにより設定される精神的課題では，

活動への自発性を大切し，プログラムの進め方，言葉のかけ方を工夫できる．例えば，カ

ラーフープやカラースカーフを使用する活動では，数種類の色を用意して遊具を提示し，

「お好きな色を選んでください」という自己選択を含む問いかけをし，主体性を引き出す

ような言葉掛けを行い活動する．また，活動で使用する遊具の準備や片付けも活動の一部

に含み，指導者が全てを準備して活動を行うのではなく，活動づくりにも携わってもらい，

主体的に活動に取り組んでいる気持ちが持てる言葉掛けをし，活動への意欲を引き出し，

主体的に活動に取り組めるようにしている．そのような配慮を行う事が，結果として精神

的課題に対応していくことになる． 
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最後に，機能的アプローチによる設定される社会性課題について述べる． 

集団で行う高齢者へのムーブメント法の適用では，活動を通して，コミュニケーション

能力の向上，協調性といった情緒・社会面の課題として活動目標に設定できる．また，人

との関わりが少なく人との関わりを楽しみ，社会性を高めたいという願いから生じた機能

的アプローチであり，機能的アプローチからプログラムを設定することもできる．またム

ーブメントプログラムは楽しいものであることが重要であり，活動を楽しむことによる気

持ちの発散，活動に没頭することによる活動への集中力も，情緒･社会面の課題へのアプロ

ーチとして，高齢者へのムーブメント法の適用の活動目標となる． 

以上，具体的な活動例をあげ，高齢者へのムーブメント法の適用における機能的アプロ

ーチについてまとめた．高齢者へのムーブメント法の適用においては，発達的アプローチ

ではなく，機能的アプローチが必要である．機能的アプローチは，日常生活からのニーズ，

将来を見すえた希望，願い，悩み，から生じた，高齢者の加齢に伴う４つの課題である身

体的課題，認知的課題，精神的課題，社会的課題に関する課題にアプローチすることであ

る． 

    

（（（（２２２２））））ストレングスを活かしたアプローチストレングスを活かしたアプローチストレングスを活かしたアプローチストレングスを活かしたアプローチ        

１）ストレングスを活かすとは１）ストレングスを活かすとは１）ストレングスを活かすとは１）ストレングスを活かすとは    

教育や福祉の場面で，ストレングスを活かすアプローチや，長所を活用する指導法が着

目されている．ストレングスを訳した言葉が，長所である．子どもへの教育において，長

所とは，一人の子どもの中で，発達的に進んでいる面，能力に優れている面，性格的に好

ましい点を意味すると定義される．藤田ら(1998）は，「これまでの指導を大別すると短所

改善型と長所活用型指導がある．障害児教育やリハビリテーションの分野では，これまで

は短所改善型指導であったが，このアプローチだけでは，行き詰まることが少なくなく，

長所活用型指導が有効である」と述べている．また，高齢者や障害児･者に関連するケアー

マネージメントにおいても，白澤（2006）は，「ウィークネスのみに焦点を当てるのではな

く，ストレングスに注目しそれらを伸ばしていくという発想が必要となってきた」と述べ，

ストレングスモデルのケアマネージメントを提唱している．白澤が定義するストレングス

モデルにおけるストレングスとは，本人の有する能力，意欲，自尊心，思考，資産といっ

たものが考えられ，社会資源に対して内的資源として説明されてきた部分であり，また，

利用者の環境面でのストレングスとは，生活を支える家族や近隣に限らず，地域の団体役

員，ボランティア等も含まれると定義されている． 

ムーブメント法では，「一人一人の子どものストレングス（得意なこと，好きなこと，

長所）をどんどん伸ばし，それらを活かして活動を発展させることにより全体的な力が向

上し，結果的に苦手だったことや弱い面，未発達な部分の支援にもつながる」と述べてい

る（小林2010）． 

    

２）２）２）２）高齢者へのムーブメント法の適用高齢者へのムーブメント法の適用高齢者へのムーブメント法の適用高齢者へのムーブメント法の適用におけるストレングスとはにおけるストレングスとはにおけるストレングスとはにおけるストレングスとは    

 高齢者へのムーブメント法の適用におけるストレングスとは，対象者の好きなこと，得

意なことに加えて，生活背景にある社会的資源やサポート体制を含めた環境面の状況や，

これまでに経験してきたことや，思い出を想起して生まれる気持ちや意欲をも含めること
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ができる．ムーブメント法において，ストレングスを活かすとは，例えば，シルバーの方

で学生時代に競技スポーツ経験のある方の場合ならば，ゲーム要素のあるプログラムを好

まれる．ビーンズバックを投げるプログラム法の活動では，的をねらい投げ，得点化し，

ゲーム要素が加わることにより主体的に活動に参加できる．また，手芸の得意な方の場合

ならば，例えば，活動で使用するお手玉作りをムーブメント活動の一部としてとらえ，手

作りお手玉を使用した活動を設けることにより，いつも以上に積極的に活動に参加できる．

このように高齢者へのムーブメント法の適用におけるストレングスとなりうる要素の範囲

は，広く設定できる．そして，ストレングスを活かすことで活動へ主体的，積極的に活動

に参加できる効果が期待できる．また，「好きな色を選んでください」という問いかけによ

り，参加者の主体性，意欲を引き出せ，参加者の好みを重視する設定は，ストレングスを

活かすアプローチと考えられる． 

以上，具体的な活動例をあげ，高齢者へのムーブメント法の適用におけるストレングス

を活かすアプローチについてまとめた．ストレングスの内容は，対象者の好きなこと，得

意なことに環境面の状況，気持ちや意欲をも含めたものであり，活動へ主体的，積極的に

活動に参加できることが効果である．よって，高齢者へのムーブメント法の適用において

は，一人一人のストレングスを活かしたアプローチは大切であり，そのためには，対象者

の好みや得意なこと，運動経験も含めてこれまで経験されてきたこと，現在の生活状況，

サポート状況など，一人一人のストレングスとなりうる情報を聞き取っておくことが重要

である．また，ストレングスを活かしたアプローチが，直接的に高齢者の加齢に伴う課題

である意欲や主体性に関する精神的課題にも働きかけることから，理論的な枠組みにおい

て，機能的アプローチとストレングスを活かしたアプローチは関連をさせてプログラムさ

せることが望ましいと考えられる． 

    

（（（（３３３３））））一人一人に応じた個別アプローチ一人一人に応じた個別アプローチ一人一人に応じた個別アプローチ一人一人に応じた個別アプローチ    

１）ムーブメント教１）ムーブメント教１）ムーブメント教１）ムーブメント教法における個に応じたプログラムの必要性法における個に応じたプログラムの必要性法における個に応じたプログラムの必要性法における個に応じたプログラムの必要性    

Frostig（1970）は，「すべてのムーブメント教育にとってアプローチの柔軟性を強調し，

一人一人の目線で進めるムーブメントでは，子どものニーズに即した柔軟な支援で，すべ

ての子どもに満足を与えることが大切である」と述べている．小林（2012）は，「ムーブメ

ントの活動において，一人一人の子どもが成功体験をし，自信を持って取り組めるように

支援すること，そして，集団のプログラムの中でも一人一人に合わせた課題設定をするな

ど柔軟な対応がムーブメントリーダーには求められる」と述べている．子どもを対象にし

たムーブメントプログラムは，子どもの生活年齢や障害の内容，程度による差を十分に考

慮し，個に応じたプログラムが重要である． 

 

２）２）２）２）高齢者へのムーブメント法の適用高齢者へのムーブメント法の適用高齢者へのムーブメント法の適用高齢者へのムーブメント法の適用における一人一人に応じた個別アプローチにおける一人一人に応じた個別アプローチにおける一人一人に応じた個別アプローチにおける一人一人に応じた個別アプローチ    

高齢者の体力については，小林ら（1985）は，高齢者の体力テストの結果から，「高齢

になればなるほど，体力における個人差が大きくなる」と述べている．また，辻（1998）

は，「老化のスピードは，一人ひとり異なり，時間の経過とともに心身機能の個人差が拡大

していく」と述べている．さらに，日野原ら（2007）は，「心身の障害や依存は，背景にあ

る疾患が大きく影響すること，気力や活力の衰えは体力の衰えと並行して起こることもあ
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るが，体力とは無関係に低下することも少なくない」と述べている．これらのことから，

高齢者へのムーブメント法の適用プログラムでは，安全に行えることが大前提であり，一

人一人の体力の状況，健康状態，気力等の精神状態を十分に考慮した個に応じたプログラ

ムが重要になる．さらに，高齢者の健康状態は，日によっても大きく変化することがあり，

プログラム実施時における一人一人の状況に応じた支援，配慮も重要であり，個に応じた

プログラムが重要である．そのため，高齢者へのムーブメント法の適用では，当日の体調

の確認を行い，一人一人の体調に応じた対応を行う．例えば，参加者の中で膝の痛みがあ

り立位が難しい方がいる場合には，椅子に座って行う，座位で行うなど，個に応じたプロ

グラムとしても対応を行う．また，スカーフを振る回数や振幅の幅は個々の能力に応じて

行うように指示し，個に応じたプログラムを設定することが必要である． 

以上，具体的な活動例をあげ，高齢者へのムーブメント法における個に応じたプログラ

ムについてまとめた．高齢者へのムーブメント法の適用では，参加者の体力の状況，心身

機能の状況等の違いから，また，個人内においてもその状況は，日により状況は変化があ

ることに注意をして，一人一人の状況に応じたアプローチを進める必要がある．また個々

の体力の状況，心身機能の状況等の違いから，高齢者の加齢に伴う課題も違ため,機能的ア

プローチがより重要である． 

 

（（（（４４４４））））集団プログラムと連携した家庭プログラムについて集団プログラムと連携した家庭プログラムについて集団プログラムと連携した家庭プログラムについて集団プログラムと連携した家庭プログラムについて    

１）１）１）１）ムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント法における法における法における法における家庭家庭家庭家庭プログラムの必要性プログラムの必要性プログラムの必要性プログラムの必要性    

Frostig（1970）は，「ムーブメントの授業計画において，毎日何らかの形でムーブメン

トがなされること」と述べている．小林ら（2006）は，ムーブメント法を進める上での配

慮事項として，「ムーブメント活動は，毎日20～30分継続して実施されるとよい」と述べ

ている．これらのことから，ムーブメントプログラムを効果的に進めるには，ムーブメン

ト法を継続して取り組めることが大切であり，そのためにも，集団で行うムーブメントプ

ログラムを参加者が十分に楽しみ，集団で行う活動場面以外でも，同じような活動をやっ

てみようと思えることが必要である．大橋（2007)は，「幼児を対象にしたムーブメントで

は，ファミリーベースで展開できることが重要であり，本人や保護者が集団の場でのムー

ブメントプログラムを十分に楽しむ事，プログラムは分かりやすく，いつでも，簡単にで

きるという視点を重視した活動により，普段の家庭での生活の中で，ムーブメントプログ

ラムが再現する」と述べている． 

 

２）高齢者への２）高齢者への２）高齢者への２）高齢者へのムーブメントムーブメントムーブメントムーブメント法の適用法の適用法の適用法の適用における家庭プログラムにおける家庭プログラムにおける家庭プログラムにおける家庭プログラム    

高齢者へのムーブメント法の適用における家庭プログラムを実施するためには，集団で

行うプログラムを十二分に楽しめるプログラムにすることが重要である．集団で行った活

動が楽しかったから，家庭でもやってみようといった気持ちを引き出すことが大切である．

そのために，集団で行ったプログラムを再現，もしくはアレンジができるように，例えば

集団プログラムで使用した音楽を提供する，体操のやり方をイラストで示す，家庭でも日

常的にあるタオルや風船などを使ったプログラムの提案が考えられる． 

さらに具体的なプログラムづくりにおいては，家族構成や家族の状況，健康状態，体力

の状態など個別の差が大きく，個別の課題やニーズに差があるため，それらを考慮するこ
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とが大切である．またプログラムづくりにおいては，ムーブメントプログラムの特徴であ

る楽しさが軽減するようなプログラムにならないようにすることが大切である．また個別

の課題に対応するプログラムの計画においては，集団で行うプログラムと家庭で行うプロ

グラムをどのように連携させて行うかを検討し，高齢者にとってより効果的な活動を計画

していく必要があると考えられる． 

以上，具体的な活動例をあげ，高齢者へのムーブメント法の適用における家庭プログラ

ムについてまとめた．参加者の家族構成や家族の状況を活かし，集団で行ったプログラム

を再現，もしくはアレンジしたプログラムとなる．プログラム作りでは，個々の状況を把

握し提案することが重要であり，この点では，個別の状況に応じるアプローチの視点と関

連させる必要がある．また，記録の取り方等については，本人に負担感が大きければ，本

来の活動を楽しみ取り組むというムーブメント法のねらいを阻害すると考えられ，記録方

法，記録の様式，記録回数などの検討は今後の課題である． 

 

（５）プログラム展開に関する高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組み（５）プログラム展開に関する高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組み（５）プログラム展開に関する高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組み（５）プログラム展開に関する高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組み    

プログラム展開に関する，高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組みの構

成について述べた．その概念図を図５－２に示した．経験則で行われてきた高齢者へのム

ーブメント法の対象者は，これまで介護サービスの受けていない,地域で生活をする高齢者

であった．しかし，今，高齢者を対象にした活動では，介護予防の視点を重視した活動が

求められている．高齢者へのムーブメント法の対象者も，介護度の低い要支援認定の方や，

さらに，要介護認定の方も対象にした活動が求められる．このようなニーズに応えるには，

経験則でなく，理論的な枠組みに依拠した活動の展開が必要である．本研究で示された理

論的な枠組みにより，高齢者へのムーブメント法が,要支援認定や要介護認定を受ける高齢

者にもできると考えられる． 
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図５－２図５－２図５－２図５－２    高齢者高齢者高齢者高齢者へへへへのムーブメント法のムーブメント法のムーブメント法のムーブメント法のののの適用における理論的な枠組み適用における理論的な枠組み適用における理論的な枠組み適用における理論的な枠組み（１）（１）（１）（１）    
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第２節第２節第２節第２節    プログラムの実際プログラムの実際プログラムの実際プログラムの実際    

第５章第１節で示されたプログラム展開に関する高齢者のムーブメント法の適用にお

ける理論的な枠組みでは，①加齢に伴う課題に対する包括的アプローチと高齢者の悩みや

願いに基づく機能的アプローチ，②ストレングスを活かしたアプローチ，③個別のニーズ

に応じた個別アプローチ，④集団プログラムと家庭プログラムとの連携によるアプローチ

の必要性が示された． 

    

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

    本研究では，新たに示された高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組みを

導入したプログラムの実際とその成果を検討することを目的とする．後方視的研究におい

て検討した実践の対象者は，介護認定を受けていない一般高齢者であった．本研究におい

て，その対象者に，介護認定を受けた高齢者が１名参加している．今回作成した枠組みは，

これまで対象としていなかった要支援高齢者に対してムーブメント法を適用させること

をめざしたものである．活動全体の効果とその介護認定を受けた参加者へのアプローチの

検討を中心に，新たに導入された枠組みによる効果を検討する． 

 

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

（１）調査対象 

 本研究では，第４章の調査対象と同様である．「いきいきムーブメント教室」の実践を調

査対象とする．その実践は新たに示された高齢者のムーブメント法の適用における理論的

な枠組みに基づいたものである．調査期間内に行われた第76回「いきいきムーブメント教

室」(2013年 10月５日実施)と第77回「いきいきムーブメント教室」(2013年 11月２日実

施)で実践された課題ムーブメントに着目した. 

 

（２）調査期間 

 本研究は，2013年 10月から2013年 11月に実施した． 

 

（３）分析方法 

本研究では，参与観察により，調査期間内に行われた「いきいきムーブメント教室」の

実践について，検討する． 
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３．結果３．結果３．結果３．結果    

（１）活動内容（１）活動内容（１）活動内容（１）活動内容    

高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組みに基づき実施した「いきいきム

ーブメント教室」第76回，第77回のプログラム構成を表５－１にまとめた． 

表５－２は，課題ムーブメントの活動内容と実施者のアプローチを示した． 

    

（２）形板ムーブメントの実際（２）形板ムーブメントの実際（２）形板ムーブメントの実際（２）形板ムーブメントの実際    

 高齢者のムーブメント法の適用における理論的な枠組みに基づき取り組んだ形板ムーブ

メントの活動について検討した． 

 形板は，ソフトな発砲ポリエチレン素材で，大きさは一辺30㎝，厚さ12㎜，であり，

四角30枚，三角30枚（３色各10枚，片面数字入り）の遊具である．色の要素と形の要素，

数字の要素が一つの遊具に含まれていることにより，それぞれの要素である，色，形，数

に着目したプログラムが考えられ遊具である．形板を使ったプログラムでは，より主体的

な活動参加と全身を使った運動，及び簡単な計算活動と創作活動を組み入れた活動を行う

ことができる． 

１）１）１）１）形板の色と形の要素を活動形板の色と形の要素を活動形板の色と形の要素を活動形板の色と形の要素を活動に活かした活動に活かした活動に活かした活動に活かした活動    

音楽が鳴っている間は，形板を踏まないように歩き，音楽が止まると，形板の上に立つ

活動という基本のルールで行う．活動していく中で，立つ形板の形や色，枚数の条件を加

えていく．考えながら動き，自分の体を操作することやコミュニケーション能力も必要で，

身体的課題，認知的課題，社会的課題が含まれる．活動は単純であるが，指定された形や

色の形板の上に立つ，２枚の形板の上に立つ，更に，片面に書かれた数字を利用し，形板

の数字を足して偶数になるように立つ,引き算をして奇数になるように立つなど，課題の変

化をさせることができる活動である．答える方法は，個々違った形板に立ち，足幅を大き

く開いて立つ方もいれば，隣接する2枚の形板に立つ方もおり，個々の体の状況に合わせ

て自身の体で回答をしていく．また，活動の中で様々な姿勢をとることにポイントを置く

こと，動きながらの計算や動き方を考えるなどのねらいにポイントを置くことのいずれに

でも活動ができ，事前に参加者のニーズや体調等を知っておくことで，個に応じて活動を

組み立てる．また，参加者の健康状態を十分に把握した上でのプログラムにより，活動量

の配慮が行いやすくなった．また，活動前に，｢形板を踏まないで歩くことが，家庭内で新

聞を踏まないで歩くことと同じです．歩幅を意識してくださいね｣といった活動のねらいを

伝えることで，参加者自身も，今まで以上に意識ができている様子があり．２年前に転倒

して骨折した参加者の一人は特に気をつけて参加していた． 

 

２）２）２）２）形板を使ってグループで神経衰弱形板を使ってグループで神経衰弱形板を使ってグループで神経衰弱形板を使ってグループで神経衰弱ゲームゲームゲームゲーム    

５人グループになり，10枚の形板の数字を覚えて，指示された数字を当てるルールで行

う．一人では難しいけれど，グループで取り組むことで，楽しく取り組める活動である．

グループ分けでは，全員が一緒に活動できるように配慮した．この活動では，得意，不得

意の差があるため，個々の状況にあわせて行うことができた．参加者は全員，日常生活で

の物忘れを自覚し，認知症にならないようにと心配されている．神経衰弱ゲームでは普段

苦手とする記憶に基づいた活動である．そのため参加者は，苦手とするものの記憶のトレ
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ーニングになると思い，積極的に活動に取り組まれている．また，参加者の方も活動のね

らいが分かりやすいため，積極的に取り組まれていた． 

    

（３）介護認定（３）介護認定（３）介護認定（３）介護認定を受けている参加者の様子を受けている参加者の様子を受けている参加者の様子を受けている参加者の様子    

    要介護２の認定を受けた参加者であるが，他の参加者と一緒に活動できている．周りの

参加者も互いに声を掛け合い，互いにペースを合わせ，参加者同士の働きかけも行われて

いる．ロープを使った活動では，ふらつき転倒する心配もあるために，スタッフが隣に座

り，さりげない気配り，配慮をしながら活動が進められる．タオルを投げて受ける活動で

は，急な視線の変化によりめまいが起こりそうに思われた時には，自分から活動を控える

こともみられた．好きな活動のハットフリスビーでは，他の活動以上にいきいきと活動に

取組み，自然と身体が動く様子がみられた．ペアーでの活動や集団での活動においては，

スタッフが一緒に活動し，参加者の中でも年齢が若い方や本人をよく理解している参加者

とペアーになるなどのアプローチが行われている．また，調子の悪いときには，すべての

活動に参加できないこともあるが，90分間すべて参加でき，にこやかな笑顔や笑い声がみ

られた．活動の振り返りでの感想発表では，「今日は最後まで全部参加できてうれしかった」

と述べられていた．その感想を聞いた他の参加者も，「今日は，元気でがんばられていたよ

ね」といった返答もあり，互いにほめ合い，認め合うような雰囲気が活動の中でみられる． 

 

４４４４．考察．考察．考察．考察    

（（（（１１１１）理論的）理論的）理論的）理論的なななな枠組枠組枠組枠組みみみみによるによるによるによる実施者への効果実施者への効果実施者への効果実施者への効果    

今回の活動は理論的な枠組みに基づき行われた．理論的な枠組みを導入されて活動時の

様子を示した．実施者への効果について，新たに導入された枠組みの効果を考察し示す．

これまでの実践は介護サービスを受けていない一般高齢者を対象としてきたが，介護認定

を受けている参加者が１名おり，その参加者も含めて活動が展開できたことは，理論的な

枠組みの導入の１つの成果として示されたと考えられる． 

ⅰ）機能的アプローチと個別アプローチ 

機能的アプローチと個別アプローチが導入され，一人一人の実態把握による適切な活動，

適切な支援が可能となった．一人一人の健康状態に配慮した活動の組み立てができ，参加

者の状況に応じて，運動量や運動負荷を調整して，より安全に，より参加者が参加できる

ようにプログラムが行われた．ロープムーブメントにおいて，運動回数の調整や，二人組

の作り方や支援の行い方など，実態に応じて活動時に対応できた．また，実施者の活動方

針は，明確になった一人一人の活動目標に基づき，活動のねらいも参加者に伝えながら活

動できた． 

ⅱ）集団プログラムと家庭プログラムの連携 

また，集団プログラムと家庭プログラムの連携を導入したことで，集団での活動を行い

ながら，家庭で実施できる活動を適宜提示し参加者と一緒に考え行うことができた．ハッ

トフリスビーを実施後に，自宅でもやってみたいという申し出があり，持ち帰られた． 
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第76回第76回第76回第76回 第77回第77回第77回第77回

①始まりの挨拶と健康観察 ①始まりの挨拶と健康観察

②歌を歌う「赤とんぼ」「学生時代」 ②歌を歌う「もみじ」

③走行ムーブメント ③走行ムーブメント

タオルを使った体操， タオルを使った体操，

④課題ムーブメント ④課題ムーブメント

ロングロープムーブメント 形板ムーブメント

ハットフリスビームーブメント

⑤パラシュートムーブメント ⑤パラシュートムーブメント

⑥ふれあい体操 ⑥ふれあい体操

⑦振り返りと感想発表 ⑦振り返りと感想発表

表５－１　プログラム構成

ロープムーブメント 実施者のアプローチ

＊輪にして10ｍのロープを使った集団での活動．
　床に座った活動と立位での活動に取り組む

・活動の中で意識する身体部位を伝える．

①床に座り，みんなでロープを持ち上げ下げする ・力を入れて,ロープを握るように促す．

②ロープを持って一方方向へ送る ・参加者同士が互いに意識するように促す．

③ロープをしっかりと握り上体を後方へ倒す． ・バランス力が弱い参加者の様子を確認しながら活動を進める.

④ロープを握り寝転び再び上体を起こす． ・バランス力が弱い参加者の様子を確認しながら活動を進める.

⑤立位でロープを持ち，片足バランス ・口ずさめる音楽を活動のBGMにする

ハットフリスビームーブメント 実施者のアプローチ

＊布製でできたフリスビーを使った活動．２グループ分けて，
　投げる,受ける活動を交互に行う．

・参加者同士が協力し合い活動を進める.

①ハットフリスビーを投げる ・上手に投げている方を賞賛する

②ハットフリスビーを受ける ・たくさんハットフリスビーを受けている方を賞賛する.

③投げるためのハットフリスビーを集めて分配する ・投げ方のフォームについてのアドバイスを行う.

④ハットフリスビーを集めて,色分けして片付ける ・安全に留意し座って受けるように促す.

形板ムーブメント 実施者のアプローチ

①指定された身体の一カ所にのせる ・指定する身体の部位を参加者が順番に提案するよう進める．

②合図に合わせて，指定された数だけ形板を叩く(手拍子) ・簡単な指示の活動から始める.

③床に形板を広げて,音楽に合わせて歩き，音楽が止まったら
  形板の上に立つ

・みんなが知っている曲をBGMにする

⑤形板の上だけを移動する ・参加者が参加しやすいようにグループ分けをする．

④指定された色(数字)の形板の上に立つ ・足し算，引き算を活動に取り入れる.

⑤数字を計算して,形板の上に立つ(例：足して偶数になる
  ように２枚以上の形板に触れる.

・参加者同士が自然とふれ合うように活動を進める

⑥０～９までの10枚の形板を使い，チーム（３～４人）で
  神経衰弱ゲームをする

・歩幅を意識するような活動組み入れる

⑦色別，形別にして片付ける

表５－２　実施者のアプローチ
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第３第３第３第３節節節節    高齢者へのムーブメント法における評価法について高齢者へのムーブメント法における評価法について高齢者へのムーブメント法における評価法について高齢者へのムーブメント法における評価法について    

１１１１．．．．研究目的研究目的研究目的研究目的    

 子どもを対象にしたムーブメント法における評価法は，小林らにより，1985年に，MEPA

（Movement Education and Therapy Program Assessment）（小林1986）が開発され，2005

年 MEPA-Rとして改訂され現在使用されている（小林2006）．また，障害が重度な子どもを

対象としたアセスメントとして，1992年には，MEPA-Ⅱ（小林1992）が開発されている．

しかし，これまで高齢者を対象にしたムーブメント法における評価法はない． 

そこで，第３節では，高齢者へのムーブメント法の適用のための理論的な枠組みに基づ

いた新たな評価法を作成することを研究目的とする． 

  

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

ムーブメント法で使用されている評価法及び,これまで使用されているアセスメントモ

デルを検討し,高齢者へのムーブメント法の適用のための理論的な枠組みに基づいた評価

法の作成する.新たな評価法では，評価票と評価のプロセスの２点について作成する. 

 

３．結果３．結果３．結果３．結果及び考察及び考察及び考察及び考察    

（１）評価票について（１）評価票について（１）評価票について（１）評価票について    

子どもを対象にしたムーブメント法の評価である MEPA-R では 180 項目の評定項目の評

価結果，個人の特性，障害状況や行動上の特徴など個々の状況を記述する．そして総合所

見の中で，ムーブメント法における支援の方向性，指導方針等を示している．このように

MEPA－R は，評定結果から，指導の糸口を見出し，実際の指導のステッププログラム（小

林2006:9）が準備されており，評価と指導の連動を意識した評価様式である． 

Swasonら（1982）は，「評価（アセスメント）を理論的な枠組みの中で教育･心理測定を

用いるストラテジー（方略）としての問題解決である」とし，４つのアセスメントモデル

を定義した．第１のモデルは，特性論的モデルとして，特性の診断を重視するモデルであ

る．知能検査や性格検査などの心理的診断の手段を用いて，一人一人の子どもの特性を考

慮して，それに適した指導方法を計画する方法である．第２のモデルは，行動理論から発

した機能的モデルである．行動と具体的な環境との有機的な関連を重視し，状況の徹底的

分析を大切にする方法である．具体的な課題に焦点をあて，まず行動目標を設定し，それ

に関した前提条件となる技能の程度をチェックし，最終的には技能の範囲とスモールステ

ップによる学習順序を決定する方法である．第３のモデルは，生態学モデルであり，子ど

もの社会化や社会適応行動に焦点を当てた限られた場面での行動に対応する方法である．

第４のモデルは，決定理論モデルであり，得られた情報を系統的に使い，もっとも効果の

ある決定に到着する考えに基づいた方法であり，課題解決アプローチを指向した方法であ

る．以上４つの理論的モデルに基づき，Swasonらは，総合的立場に立った評価を提案して

いる．また，Bricker（1982）は，評価と指導の不可分の関係を強調し，診断的評価と形成

的評価と，総合的評価に基づいた「評価-指導システム」を示した． 

高齢者へのムーブメント法の適用のための評価方法は，個人差の大きな高齢者の一人一

人の状態を評価する必要性の指摘を踏まえ作成する．それは，Swasonらが示す機能的モデ

ルに基づき，個々の具体的な状況を評価するものである．そして，第５章第１節で示され
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た理論な枠組みに基づき評価法を作成される．機能的アプローチで設定された行動目標を

具体的に評価することが求められる．小林（2006）が示す評価と指導の連動性との考えに

基づき行動目標を具体的に評価し，Bricker（1982）が示す「評価-指導システム」の視点

を取り入れて，短期評価と総合評価を組み合わせた方法が導かれた． 

 

表５－３ ４つのアセスメントモデル 

（スワンソンらによる） 

 特 性 論 的 状 況 的 

 

 

静 

 

的 

解釈的 

＊（テスト成績を説明する媒介変数） 

・標準化テスト・インフォーマルテスト 

・知能,知覚,言語，情緒，教科学習におけ

るパフォーマンスの説明 

・静的バッテリー 

＊特性論モデル 

操作的 

＊（テスト成績の解釈に寄与する状況変数） 

・機能的アセスメント 

・学級内の行動観察 

・学級の機能への理論的方向付け 

 

＊機能的モデル 

 

動 

 

的 

決定モデル 

・課題解決バッテリー 

 

 

＊決定理論モデル 

般化的枠組 

・生態学的変数 

・自然場面および模擬場面における 

行動の般化 

＊生態学的モデル 

＊は筆者の補足説明 

（藤田・藤田1985：95より引用） 

 評価の手順及び評価票の作成においては，Kiresuk と Sherman（1968）が開発した GAS

評価（Goal Attainment Scaling）を参考にした．GAS評価は，1968年に精選発達遅滞児（者）

へのサービス評価を目的に，個別目標への進行過程を単純で明確に評価する方法である．

これは米国では薬物使用や社会適応に問題のある人の社会適応プログラム（コミュニティ

ヘルスプログラム）として使用されはじめ，1970年代には教育や保健の分野で広く応用さ

れ，徐々に高齢者に対する地域支援の評価にまで利用範囲が広がった．1990 年代に入り，

GAS は身体機能に障害を持つ人へのリハビリテーション分野でさらに広く応用されはじめ

た評価法である．GAS は一定の治療期間で達成できると思われる達成課題を５段階で評価

する方法であり，順序尺度であり，間隔尺度でないため，統計的に処理することに問題を

有しているが，質的な現象を量的に表現でき，さらに評価が容易であり，対象者の能力を

運動機能や発達課題などの一面だけでなく，社会性（役割）や治療者との関係，コミュニ

ケーションなど他面的に評価し，個人に合わせたゴールを設定することができ，広く活用

できる可能性を有している評価法である． 

GAS は一定の治療期間で達成できると思われる課題のレベルを 0 点として－２～＋２の

5段階で達成レベルを測定する方法である． 

その概要は，以下の通りである． 

１）クライアントに適合する目標を（5つ程度）設定する． 

２）それぞれのゴールに優先順位を付ける 
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３）優先順位によって重みを付ける 

４）ゴールごとに治療期間の終了時に達成されると予想されるレベルを0点として，－２

～＋２の５段階，５段階尺度を作成する． 

５）それぞれのゴールについて治療介入後に進捗状況を評価する 

６）治療期間終了時にゴール獲得について評価する． 

以上の評価概要を参考にして，個々の課題に対する高齢者のためのムーブメント評価法

を作成する． 

目標設定において日常的状況との関連性をできるだけ保ち，他面的にアプローチするこ

とが望ましいとする考えを持つBricker（1983）は，評価と指導の不可分の関係を強調し，

「評価－指導システム」を用いている．「評価－指導システム」では，毎日，毎回の評価の

積み重ねが短期評価となり，その評価に基づきプログラム，目標の修正，そして，実践が

繰り返され，年間評価となっていくと考えられている． 

そこで，高齢者に適用するムーブメント法のために作成した評価法は，高齢者の健康状

態等が日々，年々変化する点などから，Bricker（1983）の「評価－指導システム」の視点

を取り入れ，各回の短期評価と，３ヶ月ごとの総合評価の２つの評価を組み合わせて行う． 

この２種類の評価の組み合わせによる評価法では，高齢者の加齢に伴う活動に対する意

欲の低下傾向に考慮し，活動に対する意欲の維持，向上を評価行動の効果に期待している． 

また，評価票は，自己評価がしやすいこと，点数化して効果が分かりやすいこと，健康

等の状態が維持できている事もプラスと評価できる様式が望ましいと考え作成した． 

GAS 評価では，マイナスの評価点が示されるが，高齢者が評価点を捉えたときの感情を

考慮して，高齢者に適用するムーブメント法のために作成した評価票では，マイナス点を

示さず１～５点で評価点を示すように設定した．以上のことから，高齢者のためのムーブ

メント評価法は，１～５点の５段階尺度とし，３点を基準点として現在の状況とする．そ

して，評価項目内容についても，本人が理解しやすい平易な文章表現で記述する． 

高齢者に適用するムーブメント法のために作成した評価法の特徴をまとめた． 

 

①機能的アプローチの考え方を基本とする 

②「評価－指導システム」を取り入れた評価法 

③各回の短期評価と，３ヶ月ごとの総合評価を組み合わせた評価法 

④本人主体の評価法と分かりやすい評価票 

 

 高齢者へのムーブメント法の適用のための理論的な枠組みに基づいた新たな評価法で使

用する評価票を表５－４～表５－７に示す． 
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（２）（２）（２）（２）評価のプロセス評価のプロセス評価のプロセス評価のプロセスについてについてについてについて    

 評価実施までのプロセスは，①アセスメント，②行動目標設定，③評価票作成，④プロ

グラム実施，⑤プログラム評価，以上５段階で行う．（図５－３） 

 

 

図５－３ 高齢者へのムーブメント法における評価のプロセス 

    

ⅰ）ⅰ）ⅰ）ⅰ）①①①①アセスメントアセスメントアセスメントアセスメント    

 アセスメントは，半構造化面接でおこない，開始前にその趣旨を説明して行う．質問項

目は，以下の通りとする．（表５－４参照） 

 

ⅱⅱⅱⅱ））））②②②②行動行動行動行動目標目標目標目標設定及び設定及び設定及び設定及び③③③③評価票作成評価票作成評価票作成評価票作成    

 高齢者に適用させたムーブメント法は，機能的アプローチの考え方を基本とする． 

機能的アプローチにおける目標設定は，生活の中で困っている事や悩み，願い，活動へ

の期待･要望に基づき，その目標がより豊かな生活の達成につながるものであり，具体的な

行動目標を設定する（表５－５参照）． 

要支援･要介護高齢者のケアプラン立案時には利用者自身が参加し，主体性のあるケア

プランにしていく必要があり（高見ら 2005），本人と一緒に，本人の健康状態について把

握し，生活の中で困っている事や悩んでいること，本人の希望やムーブメント法に期待す

ることと関連させ，行動目標を設定する． 

また，行動目標達成への意欲を継続させることが，重要であり，スモールステップの目

標設定，変化がわかる評価項目の検討が重要である． 

行動目標の設定は，本人の希望から設定する場合と生活の中で困っている事や本人の悩
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みから設定する場合がある．本人の希望から設定する場合は，希望する事が直接行動目標

と設定する．例えば，「好きな服を見てまわり，買い物を楽しみたい」という希望の場合は，

時間や場所などの内容を話し合い，「〇〇百貨店を１時間，好きな服を見て周り買い物をす

る」というように，具体的な行動目標を設定する． 

また，本人の悩みから行動目標を設定する場合には，今の悩み，困っている事を聞き取

り共感し，その上で，その悩みや困っている事が解決したらどんなことがしたい，どんな

ことができるという具体的な行動まで展開させて，行動目標を設定する． 

例えば，握力の低下を心配されている場合には，握力を必要とする活動で，今できてい

る事や少し難しくなってきている事を確認する．そのやりとりの中で，今何とかできてい

てこれからもできる事で生活（家事）がこれまで通りできる活動から選択する． 

例えば，「牛乳パックの上部の注ぎ口を開き，はさみを使って切り開く事ができる」や，

「ペットボトルのキャップを自分で開ける」などが具体的な活動を行動目標とする． 

また，参加者は「これ以上衰えないように」，「これ以上ぼけないように」といった希望

を言われる場合があり，現状の維持及び低下防止が目標となることがある． 

行動目標は，より実生活に結びついたものであり，その目標を達成した時にどのように

生活が豊かになるのかというイメージが連動するような具体的な行動目標設定が重要であ

り，評価内容において，プログラムの効果をより具体的に評価することが求められる． 

次に，行動目標についてのアセスメントによる情報を中心に課題分析し，また，本人と

話し合い，下位行動目標を設定する．そして，設定された下位行動目標についての現状を

アセスメント等の情報から整理する．下位行動目標を高齢者の加齢に伴う課題の４領域の

課題（身体的課題，精神的課題，認知的課題，社会的課題）に分類し，具体的なプログラ

ムの検討を進める． 

具体的なプログラムの検討においては，高齢者の健康づくりの４領域の課題別にねらい

を設定し，下位行動目標の達成に向けて，使用する遊具，活動内容，使用する音楽など具

体的に検討し，集団で行うプログラムと家庭でのプログラムを決定する．そのプログラム

のねらいと活動を自己チェック票にして活用する（表５－６） 

    

ⅲⅲⅲⅲ））））⑤⑤⑤⑤評価について評価について評価について評価について    

表５－７は，新たに作成した評価票【総合評価】である．評価は，それぞれの下位行動

目標について介入後に進捗状況を評価し，総合的に行動目標についての評価を行う．評価

を実施する時の配慮事項は，次の３点である． 

 

１．一人一人に配慮して行う． 

２．本人と一緒に行う． 

３．簡易な方法で行う． 

 

以前，高齢者を対象に握力測定を行った際に，結果の数値を見て，高齢者が一喜一憂さ

れる事があった．測定した対象者は，年齢も違い，健康状態も違う対象者であり，測定結

果に差はあるのは当然であるのだが，そのようなことを意識されず，数値を気にされてい

ることがあった．高齢者を対象にした場合には，他者との比較が起こらないように注意し，
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高齢者一人一人の感情，気持ちを最大限に配慮することが必要である． 

また，高齢者へのムーブメント法の適用における理論的な枠組みの個別アプローチや家

庭／連携アプローチの考えを反映させて，評価は，対象者である本人が主体となるようし

て行う．本人と一緒に評価を行い，現状及び今後の目標を共有し，プラス思考で提案でき

るように行い，継続した取組，意欲の喚起につなげる． 

各回での集団プログラム及び家庭プログラムの評価では，表５－６「自己チェック票」

を使用する，活動前にプログラムの目標である「ねらい」を確認し，活動後に各活動の目

標の達成度について３段階で評価も行い，最終的に行動目標達成につながるように行う．  

なお，行動目標を評価する表５－７「評価票【総合評価】」は，３ヶ月に一度を目安に

評価する．表５－６「自己チェック票【短期評価】」は，各回に評価する． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



表５－４ アセスメントシート 

 

質問項目質問項目質問項目質問項目 評価票とプログラム作成に活かす視点評価票とプログラム作成に活かす視点評価票とプログラム作成に活かす視点評価票とプログラム作成に活かす視点 

問１． 

 現在の年齢はいくつですか．生年月日をお聞かせください． 
【個別アプローチ】 

問２． 

 現在の介護認定の状況をお聞かせください． 
【個別アプローチ】 

問３． 

 健康状態はいかがですか．配慮事項はありますか． 【個別アプローチ】 

問４． 

 家族構成と家庭プログラムのパートナーをお聞かせください． 
【個別アプローチ】 

【家庭プログラム】 

問５． 

 生活で困っている事や悩み事をお聞かせください． 
【機能的アプローチ】 

【個別アプローチ】 

問６． 

 好きなプログラムは何ですか．好きな理由もお聞かせください． 
【ストレングスアプローチ】 

【個別アプローチ】 

問７． 

 ムーブメント活動に期待することをお聞かせください． 
【機能的アプローチ】 

【個別アプローチ】 

問８． 

 希望や願い，やってみたいことやそのために必要なこと， 

あるいは，それを行う上での困りごとをお聞かせください． 

【機能的アプローチ】 

問９． 

 趣味や得意なことをお聞かせください． 
【ストレングスアプローチ】 

8
7 



表５－５ 行動目標設定シート 

【行動目標】【行動目標】【行動目標】【行動目標】     

 

目標 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標① 

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題） 

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標② 

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題） 

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題） 

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題） 

具体的目標 

 

 

 

   

現在の状況 

 

 

 

   

実施実施実施実施プログラムプログラムプログラムプログラム 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①    

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）    

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②    

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）    

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）    

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）    

集
団 

 

    

 

    

     

     

     

     

     

     

家
庭 
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表５－７ ⮬ᕫࢡࢵ࢙ࢳ票【▷期評価】         （ ࡼくできた۔ できたࠐ できなかった㸭 ） 

実施実施実施実施プログラムプログラムプログラムプログラム ෆᐜ࠸ࡽࡡෆᐜ࠸ࡽࡡෆᐜ࠸ࡽࡡෆᐜ࠸ࡽࡡ ᮏே 
実施⪅ 

【家᪘】 

集
団 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

    

    

    

    

    

    

家
庭 

プ
ロ
グ
ラ
ム 
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表５－７ 評価票【⥲ྜ評価】 

 

㸦目㸦目㸦目㸦目���� 標標標標���� ⾜⾜⾜⾜���� ື㸧ື㸧ື㸧ື㸧����

 

 

 

下位目標 現状 １ ２ ３（現状） ４ ５ 

①  

 

 

     

②  

 

 

     

③  

 

 

     

④  

 

 

     

そのの要ᅉ 

 

 

 

 

⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨１ᅇ評価（  点）（評価日㸸  年  月  日） ⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨２ᅇ評価（  点）（評価日㸸  年  月  日） 

����

����

����

 

 

 

�
� 
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第第第第４４４４節節節節    高齢者へのムーブメント法を用いた事例研究高齢者へのムーブメント法を用いた事例研究高齢者へのムーブメント法を用いた事例研究高齢者へのムーブメント法を用いた事例研究    

第５章では，前方視的研究として，これまでの実践の特徴を踏まえ，第１節では，

高齢者へのムーブメント法の理論的枠組みを示した．第２節では，枠組みの導入によ

る実施者側の効果が示された．第３節では，新たな評価方法が示された． 

１．研究目的１．研究目的１．研究目的１．研究目的    

本研究では，第５章では，新たに示された理論的な枠組みと作成された評価方法に

基づいた事例検討を行い，その効果を検討する． 

 

２．研究方法２．研究方法２．研究方法２．研究方法    

（１）調査対象 

本研究の調査対象は３事例で，その選定理由並びに対象事例についての基礎情報を

表５－８にまとめた．第５章第３節で示された評価方法に基づき，アセスメントシー

トに基づいた聞き取り，行動目標設定シートを活用し行動目標の設定と現状の分析，

さらに，下位目標の設定，プログラムとの下位行動目標の検討，さらに評価票の作成

を，本人と一緒に行った．以上の内容は，表５－９～20 に示した． 

 

（２）調査期間 

 本研究は，2013 年 10 月から 2013 年 11 月に実施した． 

 

（３）調査方法 

本研究の調査方法は，対象者からの聞き取り，プログラム作成，プログラム実施の

記録を検討した．    

     

    

事例 選出理由 基礎情報

参加者の中で ・年齢77歳　女性

一番参加回数が多い
・参加当初は、介護認定はされていなかったが、
2013年8月より介護認定（要介護２）

・同居家族（４人）

　本人、娘家族３人、

参加者の中で ・年齢81歳　女性

一番年齢が高い ・介護認定は申請を検討中

・同居家族（２人）

　本人、夫、

参加者の中で ・年齢65歳　女性

一番年齢が低い ・介護認定はまだ考えていない

・同居家族（３人）

　本人、夫、母親

　表５－８　事例の概要

事
例
A

事
例
B

事
例
C
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３．結果３．結果３．結果３．結果    

（１）事例（１）事例（１）事例（１）事例ＡＡＡＡ    

ⅰ）①アセスメント･ⅰ）①アセスメント･ⅰ）①アセスメント･ⅰ）①アセスメント･②②②②行動行動行動行動目標目標目標目標設定･設定･設定･設定･③評価票作成③評価票作成③評価票作成③評価票作成        

 アセスメントシートに沿っての聞き取りでは，これまでスポーツが好きで，学生時

代からスポーツ万能でいたことを話され，現在，腰や膝が痛く，意欲がなくなってい

ることを嘆かれていた．介護認定は受けたが介護サービスを受けることには抵抗があ

り，自宅で今まで通り過ごしたいと希望を述べられていた．評価票では，自分の身の

回りの簡単な家事を行うことを行動目標とした． 

事例Ａのストレングスは，スポーツが得意な事であり，プログラムの中にゲーム的な

要素を組み入れることで，参加意欲を引き出せると考えられた． 

ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施    

 集団での活動では，最後まで活動に参加し，身体を動かすことが大きな目標となっ

て参加した．目標を事前に共有することで，最後までみんなと一緒にがんばろうとす

る姿が見られ，感想場面で，自分から最後まで参加できたことを発表していた．また，

事例 Aががんばっていることを他の参加者も理解し，励まし，共感する場面がみられ

た．実施者も，体力面への配慮を常にしながらアプローチし，また，Ａが意欲的に参

加できる活動（今回はフリスビー）を取り入れた． 

 家庭プログラムにおいては，家族と一緒にタオル体操とハットフリスビーを行った．

タオルを使った体操は一人でも行えたが，ハットフリスビーは家族の事情もあり，実

施回数は少なかったが，実施した時には，始めに好きな色を選び投げ始め，家族と一

緒に活動ができた． 

    

ⅲ）⑤プログラム評価ⅲ）⑤プログラム評価ⅲ）⑤プログラム評価ⅲ）⑤プログラム評価    

 毎回行う自己チェック票は，聞き取りながら回答を得た．回答することで行動目標

が確認でき，また目標達成を実感できた様子が見られた．評価票では，大きな変化は

なく現状を維持している状態であった． 

    

（２）事例（２）事例（２）事例（２）事例ＢＢＢＢ    

ⅰ）ⅰ）ⅰ）ⅰ）①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成            

 いつも好奇心の旺盛なＢは，アセスメントにも興味を抱き，ムーブメント法が楽し

みで，参加していることを繰り返し話された．圧迫骨折後は，体調に気をつけて，無

理をしすぎないようにされていることや義姉の介護のことなど，疲れとストレスをた

めないようにしているといわれていた．若い時には洋裁をして,手芸が得意ということ

も言われ，遊具の作成を申し出られた．事例Ｂのストレングスは手芸があり，B が作

成した手作りの遊具を活動に取り入れる事もできると考えられる．評価票では，体力

の維持，いつまでも元気で過ごすことを行動目標とした． 

 

ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施    

 集団活動では，活動を自分でアレンジしながら楽しみを広げてもらい，身体を積極

的に動かし活動量を増やすことを目標とした．自分自身の身体を意識するように，ま
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た動きを工夫し，積極的に参加することで，動きの種類も増え，様々な動き方ができ

ていた．ハットフリスビーでは，どうしたらまっすぐ飛ぶか，上手くキャッチができ

るかと，常にチャレンジをしながら参加されていた．実施者は Bがアイデアを出し，

工夫して参加していることにタイミングよく賞賛し，さらに活動が広がるように提案

もしながらアプローチしていた．家庭でのプログラムでは，ハットフリスビーを行っ

た．期間中に家族の誕生会があり，孫，ひ孫も集まった機会となり，みんなでハット

フリスビーを行ったという報告があった．ひ孫と一緒に楽しめることもよかったが，

「おばあちゃんは，毎月，こんな楽しいことをしているよ」と，家族に報告できたこ

とはもっとうれしかったともいわれていた．このような形で家族との連携ができてく

ると，家庭プログラムが展開できると考えられる． 

ⅲ）⑤プログラム評価ⅲ）⑤プログラム評価ⅲ）⑤プログラム評価ⅲ）⑤プログラム評価    

 毎回行う自己チェック票は，Ｂが自分で記入し，その後活動を振り返った．Ａと同

じく，回答することで行動目標が確認でき，また，次もがんばろうといった感想が述

べられ，目標を明確に理解することで，より意欲が高められることが推測された．評

価票では，大きな変化はなく現状を維持している状態であった． 

    

（３（３（３（３）事例）事例）事例）事例ＣＣＣＣ    

ⅰ）ⅰ）ⅰ）ⅰ）①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成①アセスメント･②行動目標設定･③評価票作成            

 事例Ｃは，対象者の中で一番年齢が低く，介護認定申請もまだ考えられていない一

般高齢者である．アセスメントを行いながら，少しずつ体力の低下を感じ，また，日

常生活で忘れっぽくなっているため，手軽に取り組める介護予防として活動に参加し

ていると言われていた．普段は，運動らしい運動をしないとのことであった．３年間

自宅のガレージで少しつまずいただけなのに，足首を骨折した経験から，日々の生活

でも安全に注意をしていると言われていた．同居の母親がおり，介護もされている．

近所に住む孫との関わりが楽しいとのことであった．事例Ｃのストレングスは，孫の

存在も含めて，人間関係が広く活動的な面であると考えられた．評価票では，けがを

せずに，いつまでも元気で過ごすことを行動目標とした． 

 

ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施ⅱ）④プログラム実施    

集団プログラムでは，身体全体を動かし，楽しく積極的に参加し，怪我の防止も含

め，自分の身体への意識を高めることを目標にした．そのために考えながら動くこと

を意識するようにアドバイスをした．活動では，率先して参加し，特に準備や片付け

の場面ではテキパキと他の参加者と協力して，取り組まれている．また，家庭プログ

ラムでは，孫と一緒に，集団で行ったプログラムと同じ内容を自宅で行い，楽しく身

体を動かせたと報告がある． 

ⅲ）⑤評価ⅲ）⑤評価ⅲ）⑤評価ⅲ）⑤評価    

 毎回行う自己チェック票は，Ｃが自分で記入し，その後活動を振り返った．Ａと同

じく，回答することで行動目標が確認できた様子であった．評価票では，大きな変化

はなく現状を維持している状態であった．  
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４．考察４．考察４．考察４．考察    

 本研究では，新たな理論的な枠組みを用いた実践と新たに作成された評価方法を活

用した実践であり，事例を通して導入の効果を検討した．考察した結果から得られた

効果は，次の２点である． 

１．目標の明確化による効果 

 アセスメントシートを対象者と作成していく過程により，実施者は対象者の実態を

より詳しく知ることができ，本人の願いや悩み，ストレングスを確認できた．対象者

は，目標を自分自身で考え，活動において目標が意識でき，積極的に活動に参加でき

たことが確認できた．また，自己チェック票は簡単に記入でき，その日の活動の達成

感と同時に次の活動への意欲も引き出せると考えられる． 

２．家庭プログラムとの連携による効果 

 これまで，集団でのプログラムの活動は，その場だけの活動であり，活動時以外に

は実施されることがなかった．今回，ハットフリスビーを家庭に持ち帰り，また家庭

でもできるタオル体操を実施することで，家庭プログラムが可能となった．遊具を持

ち帰ることで，活動ができ，また活動に関する会話も生まれた．事例Ｂ，Ｃは，孫や

ひ孫と一緒に活動することも可能となった． 

 

 

 



表５－９ アセスメントシート（事例Ａ） 

質問項目質問項目質問項目質問項目 評価票とプログラム作成に活かす視点評価票とプログラム作成に活かす視点評価票とプログラム作成に活かす視点評価票とプログラム作成に活かす視点 

問１． 

 現在の年齢はいくつですか．生年月日をお聞かせください． 
【個別アプローチ】 

1935 年 11 月〇日生（77歳） 

問２． 

 現在の介護認定の状況をお聞かせください． 
【個別アプローチ】 

介護認定：要介護２（2013年 8月認定） 

問３． 

 健康状態はいかがですか．配慮事項はありますか． 
【個別アプローチ】 

腰や膝が痛い．以前ゴルフを楽しむなどができたが,今はできない． 

問４． 

 家族構成と家庭プログラムのパートナーをお聞かせください． 
【個別アプローチ】【家庭プログラム】 

本人,娘夫婦,孫の４人．パートナー：娘 孫 

問５． 

 生活で困っている事や悩み事をお聞かせください． 

【機能的アプローチ】【個別アプローチ】 

体の衰えを自覚して,意欲がわかない．膝や腰が痛いために，思うように活

動できない．気持ちに波があり,落ち込んだり,人としゃべりたくないときが

ある． 

問６． 

 好きなプログラムは何ですか．好きな理由もお聞かせください． 

【ストレングスアプローチ】【個別アプローチ】 

ハットフリスビー：うまく飛ばせるとうれしい． 

ムーブメントリボン：新体操のようで楽しい． 

問７． 

 ムーブメント活動に期待することをお聞かせください． 
【機能的アプローチ】【個別アプローチ】 

気持ちよく体を動かす．気分の発散． 

問８． 

 希望や願い，やってみたいことやそのために必要なこと， 

あるいは，それを行う上での困りごとをお聞かせください． 

【機能的アプローチ】 

自分のことは自分でして,元気で過ごしたい．買い物へ行きたい 

お友だちと旅行に出かけたい． 

問９． 

 趣味や得意なことをお聞かせ下さい． 
【ストレングスアプローチ】・学生時代はテニス,50歳～70歳まではゴルフ

をするなど,スポーツが好きでした． 

9
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表５－10 行動目標設定シート（事例Ａ） 

【行動目標】【行動目標】【行動目標】【行動目標】     

【行動目標】自分の身の回りの簡単な家事を行える．自分の身の回りの簡単な家事を行える．自分の身の回りの簡単な家事を行える．自分の身の回りの簡単な家事を行える． 

簡単な調理をすることがなくなり,お米を洗うことや,レトルト食品を温める等の１～2工程の調理は何とかできる．握力が落ちてきており，レトル

ト商品の箱が開けられないことや，牛乳パックを処分できないこともある．10分程度歩くと，ゆっくりと歩いたり,少し休憩したりしながら,何とか

スーパーまで歩いて行ける．体調によって人と会いたくない日やしゃべりたくない日もある． 

目標 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標① 

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題） 

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標② 

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題） 

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題） 

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題） 

具体的目標 
体全体を使い運動に取り

組む．歩行力をつける． 

安全を確保できるように考

えて動く． 

活動を楽しみ,気分転換

を図る． 

人とのやりとりを楽しみ運動

に取り組む． 

現在の状況 

10 分程度の散歩ができる

が ,座っていることが多

い．膝腰が痛い．握力（-） 

物覚えが悪く,すぐに忘れ

る．判断することが苦手． 

意欲がわかない． 体調により人と会いたくない

ときがある． 

実施実施実施実施プログラムプログラムプログラムプログラム 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①    

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）    

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②    

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）    

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）    

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）    

集
団 

始まりの活動 〇 
 

〇 〇 

歩行・タオルムーブメント 〇 〇 〇 〇 

ハットフリスビー 〇 〇  〇 

ロープムーブメント 〇 〇 〇 〇 

形板ムーブメント 〇 〇 〇 〇 

パラシュート 〇   〇 

振り返り  〇  〇 

家
庭 

タオルムーブメント 〇 〇  
 

ハットフリスビー 〇 〇  〇 
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表５－11 自ᕫ࢙ࢳック票【▷期評価】（事例Ａ）      （ よくできた۔ できた〇 できなかった㸭 ） 

実施プログラム実施プログラム実施プログラム実施プログラム ෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡい ᮏ人ᮏ人ᮏ人ᮏ人 実施⪅【家᪘】 

集
団 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

始まりの活動 

きなኌで楽しくḷう 

ཧຍ⪅ྠኈの会ヰを楽しむ 

クࢬを考えて⟅えをゝう 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

㸭 

歩行ムーブメント 
❧位での運動に᭱ᚋまでཧຍする 

自分の体の状態を意㆑する 

〇 

〇 

 ۔

㸭 

ハットフリスビー 

ムーブメント 

フリスビーをࢥントロールしてᢞࡆる 

飛ࢇでくるフリスビーをできるだけたくさཷࢇける 

フリスビーをཧຍ⪅ྠኈࠊΏしあう 

 ۔

 ۔

㸭 

 ۔

 ۔

㸭 

ロープムーブメント 
ロープをしっかり握り操作する 

ロープを使ってࠊ⭡➽をする 

 ۔

〇 

 ۔

㸭 

形板ムーブメント 

ᩘᏐのィ⟬をしながら運動をする 

自分で組みྜわせを考えて動く 

ཧຍ⪅と୍⥴に活動を楽しむ 

〇 

㸭 

 ۔

 ۔

㸭 

 ۔

パラシュート 

ムーブメント 

パラシࣗートを持ちࠊ上下に上ࡆ下ࡆする 

 するࡆ下ࡆングをྜわせて，上࣑ࢱ

㡢楽を聞きリラックスして体をఙばす 

 ۔

〇 

㸭 

 ۔

㸭 

〇 

振り返り 

活動をᛮい出す 

自分のឤをゝう 

ཧຍ⪅のឤを聞き，ඹឤする 

㸭 

〇 

㸭 

〇 

〇 

㸭 

活動体 

➗㢦で活動する 

௰㛫と୍⥴に活動を楽しむ 

意欲的に活動を楽しむ 

〇 

㸭 

㸭 

 ۔

〇 

㸭 

家
庭 プ

ロ
グ
ラ
ム 

タオル体᧯ 
体をストレッࢳする 

ḷいながら࢜ࢱル体操をする． 

〇 

㸭 

〇 

㸭 

ビーンࣂࢬッࢡ 

的をࡡらってᢞࡆる 

好きなⰍを㑅ࢇでᢞࡆる 

家族と୍⥴に楽しむ 

 ۔

 ۔

〇 

 ۔

〇 

〇 

9
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表５－1� 評価票【⥲ྜ評価】（事例Ａ） 

 

㸦目㸦目㸦目㸦目���� 標標標標���� 行行行行���� 動㸧動㸧動㸧動㸧自分の身の回りの簡単な家事を行える．自分の身の回りの簡単な家事を行える．自分の身の回りの簡単な家事を行える．自分の身の回りの簡単な家事を行える．����

簡単な調理をすることがなくなり�お米を洗うことや�レトルト食品を温める等の１～�工程の調理は何とかできる．握力が落ちてきており，レトル

ト商品の箱が開けられないことや，牛乳パックを処分できないこともある．1� 分程度歩けるが�少し休憩したりしながら�何とかスーパーまで歩いて

行ける．体調によって人と会いたくない日やしゃべりたくない日もある． 

下位目標 現状 １ ２ ３（現状） ４ ５ 

体全体を使い運動に

取り組む 

 

1� 分程度の散歩ができるが�座っ

ていることが多い．膝�腰が痛い．

握力（�） 

ྎᡤの家事をしな

い． 

ྎᡤでの家事を

日に 1度５分する． 

ྎᡤでの家事を୍

日�５分する． 

ྎᡤでの家事をẖ

日 1� 分する 

ྎᡤでの家事をẖ日

15 分する 

安全を確保できるよ

うに考えて動く 

物覚えが悪く�すぐに忘れる．判断

することが苦手 

 

㟁Ꮚレンࢪの簡単

な操作ᩍえてもら

っても㞴しい． 

㟁Ꮚレンࢪの簡単

な操作ᩍえてもら

いできる． 

㟁Ꮚレンࢪの簡単

な操作ができる． 

㟁Ꮚレンࢪの新た

な操作をᩍえても

らいできる 

㟁Ꮚレンࢪの新たな

操作を覚えてできる 

᫂るい気分で日ᖖ生

活が過ごせるよう日

（時㛫）をቑやし�➗

㢦をቑやす． 

意欲がわかない．᫂るい気分で日

ᖖ生活が過ごせる日（時㛫）が㐌

のෆ�１，２日ぐらいである．やや

うつ気味で�表がஈしい． 

᫂るい気分で過ご

せない．ᬯい表が

目❧つ． 

㐌１日程度�᫂るい

気分で過ごせる．表

のኚがあまり

ぢられない． 

㐌１，２日�᫂るい

気分で過ごせる．表

がஈしい． 

㐌３．４日�᫂るい

気分で過ごせる．表

が少しぢられる． 

㐌５，６日�᫂るい気

分で過ごせる．᫂る

い表が多くぢられ

る． 

・人とのやりとりを楽

しみ運動に取り組む 

 

体調により人と会いたくないとき

がある 

ಁされてもእ出を

᎘がる 

ಁされてእ出をす

る 

1 日 1 回እ出をす

る． 

1 日 1 回እ出をし�

人とヰをする 

⣙᮰をして，友だち

と୍⥴にእ出をする 

そのの要ᅉ 

 

 

 

 

⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨１回評価（  点）（評価日：  年  月  日） ⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨２回評価（  点）（評価日：  年  月  日） 

����

����

����

����
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表５－13 アセスメントシート（事例㹀） 

 

問１． 

 現在の年齢はいくつですか．生年月日をお聞かせください． 

【【【【個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

1932年２月〇日生（81歳） 

問２． 

 現在の介護認定の状況をお聞かせください． 

����

介護認定は⏦ㄳを᳨ウ୰    

問３． 

 健康状態はいかがですか．配慮事項はありますか． 

【【【【個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

３年前⫼㦵をᅽ㏕㦵ᢡ．腰の痛みがありὀ意している． 

全身の体力のప下がᚰ配．３時㛫程度のእ出はできるが,それ以上はしࢇど

いので,᥍えている． 

問４． 

 家族構成と家庭プログラムのパートナーをお聞かせください． 

【【【【個別アプローチ・個別アプローチ・個別アプローチ・個別アプローチ・家庭プログラム家庭プログラム家庭プログラム家庭プログラム】】】】 

本人,夫 パートナー：夫,ࡦ孫（ゼ問時） 

問５． 

 生活で困っている事や悩み事をお聞かせください． 

【【【【機能的アプローチ・個別アプローチ機能的アプローチ・個別アプローチ機能的アプローチ・個別アプローチ機能的アプローチ・個別アプローチ】】】】����

ูᒃの⩏ጜの介護があり,ストレスにឤࡌることがある． 

問６． 

 好きなプログラムは何ですか．好きな理由もお聞かせください． 

【【【【ストレングスに活⏝・ストレングスに活⏝・ストレングスに活⏝・ストレングスに活⏝・個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

どの活動も好きで,Ꮚどもにᡠった気分でどの活動も楽しめる．ᙉいてゝえ

ば,ハットフリスビーが好き． 

問７． 

 ムーブメント活動に期待することをお聞かせください． 

【【【【機能的アプローチ・機能的アプローチ・機能的アプローチ・機能的アプローチ・個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

ẖ回,Ꮚどもにᡠった気分でᛮうᏑ分➗って楽しみたいです 

問８． 

 希望や願い，やってみたいことやそのために必要なこと， 

あるいは，それを行う上での困りごとをお聞かせください． 

【【【【機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ】】】】����

いつまでも元気でいたいです． 

ストレスをためないで過ごしたいです 

問９． 

 趣味や得意なことをお聞かせください． 

【【【【ストレングスに活⏝ストレングスに活⏝ストレングスに活⏝ストレングスに活⏝】】】】����

おⲔ,おⰼはᖌ⠊をもっている． 

手ⱁが得意で好きです． 

9
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表５－1� 行動目標設定シート（事例㹀） 

 

【行動目標】【行動目標】【行動目標】【行動目標】     

【行動目標】体力の⥔持体力の⥔持体力の⥔持体力の⥔持,,,,いつまでも元気ですごしたいいつまでも元気ですごしたいいつまでも元気ですごしたいいつまでも元気ですごしたい．．．． 

３年前,⫼㦵をᅽ㏕㦵ᢡ．腰の痛みがあるのでὀ意している．全身の体力のప下がᚰ配．３時㛫程度のእ出はできるが,それ以上はしࢇどいので,᥍え

ている．握力のప下をឤࡌることがある．ูᒃの⩏ጜの介護があり,ストレスにឤࡌることがある． 

家事も㌴の運転もこれまで㏻りできているが,自分ではᛂの㕌さに気をつけて,ὀ意しながらできている． 

目標 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標① 

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題） 

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標② 

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題） 

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題） 

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題） 

具体的目標 

体全体を使い運動に取り組

む．体の状態を意㆑する． 

握力をつける 

簡単なィ⟬や考えながら運

動をする．安全を確保できる

ように考えて動く 

活動を楽しみ,気分転換を

図る 

人とのやりとりを楽しみ運動に

取り組む 

現在の状況 

２年前,⫼㦵をᅽ㏕㦵ᢡ．３

時㛫程度のእ出できる．全

身の体力のప下がᚰ配．

ᛂ（－） 

手ⱁの趣味を楽しめている ⩏ጜの介護があり,ストレ

スにឤࡌることがある． 

家事も㌴の運転もこれまで㏻り

できている 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①    

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）    

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②    

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）    

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）    

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）    

集
団 

始まりの活動  〇 〇 〇 

歩行・タオルムーブメント 〇  〇  

ハットフリスビー 〇 〇  〇 

ロープムーブメント 〇    

形板ムーブメント   〇 〇 

パラシュート  〇   

振り返り 〇  〇  

家
庭 

タオルムーブメント 〇 〇 〇  

ハットフリスビー 〇  〇 〇 

1
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表５－15 自ᕫ࢙ࢳック票【▷期評価】（事例㹀）       （ よくできた۔ できた〇 できなかった㸭 ） 

実施プログラム実施プログラム実施プログラム実施プログラム ෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡい ᮏ人 実施⪅【家᪘】 

集
団 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

ጞまりの活動 

きなኌで楽しくḷう 

ཧຍ⪅ྠኈの会ヰを楽しむ 

クࢬを考えて⟅えをゝう 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

㸭 

歩行ムーブメント 
運動を工夫して楽しみཧຍする 

自分の体の状態を意㆑する 

〇 

〇 

 ۔

㸭 

ハットフリスビー 

ムーブメント 

フリスビーをࢥントロールしてᢞࡆる 

飛ࢇでくるフリスビーをできるだけたくさཷࢇける 

フリスビーをཧຍ⪅ྠኈࠊΏしあう 

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

ロープムーブメント 
ロープをしっかり握り操作する 

ロープを使ってࠊ⭡➽をする 

 ۔

〇 

 ۔

㸭 

ᙧᯈムーブメント 

ᩘᏐのィ⟬をしながら運動をする 

自分で組みྜわせを考えて動く 

ཧຍ⪅と୍⥴に活動を楽しむ 

〇 

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

パラシࣗート 

ムーブメント 

パラシࣗートを持ちࠊ上下に上ࡆ下ࡆする 

 するࡆ下ࡆングをྜわせて，上࣑ࢱ

㡢楽を聞きリラックスして体をఙばす 

 ۔

〇 

 ۔

 ۔

㸭 

〇 

り㏉り 

活動をᛮい出す 

自分のឤをゝう 

ཧຍ⪅のឤを聞き，ඹឤする 

〇 

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

活動全体 

➗㢦で活動する 

௰㛫と୍⥴に活動を楽しむ 

意欲的に活動を楽しむ 

〇 

 ۔

 ۔

 ۔

〇 

 ۔

家
庭 プ

ロ
グ
ラ
ム 

 ル体操࢜ࢱ
体をストレッࢳする 

動きを覚えて体操をする 

〇 

 ۔

〇 

〇 

ビーンࣂࢬック 

的をࡡらってᢞࡆる 

ルールを考えてᢞࡆる 

家族と୍⥴に楽しむ 

 ۔

〇 

〇 

 ۔

〇 

〇 

1
�
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表５－1� 評価票【⥲ྜ評価】（事例㹀） 

 

㸦目㸦目㸦目㸦目���� 標標標標���� 行行行行���� 動㸧動㸧動㸧動㸧体ຊの⥔持体ຊの⥔持体ຊの⥔持体ຊの⥔持����いࡘまでࡶඖ気でࡈࡍしたいいࡘまでࡶඖ気でࡈࡍしたいいࡘまでࡶඖ気でࡈࡍしたいいࡘまでࡶඖ気でࡈࡍしたい．．．．����

３年前�⫼㦵をᅽ㏕㦵ᢡ．腰の痛みがあるのでὀ意している．全身の体力のప下がᚰ配．３時㛫程度のእ出はできるが�それ以上はしࢇどいので�᥍

えている．握力のప下をឤࡌることがある．ูᒃの⩏ጜの介護があり�ストレスにឤࡌることがある． 

家事も㌴の運転もこれまで㏻りできているが�自分ではᛂの㕌さに気をつけて�ὀ意しながらできている． 

下位目標 現状 １ ２ ３（現状） ４ ５ 

①身体を意㆑し�体

全体を使い運動に

取り組む 

２年前�⫼㦵をᅽ㏕㦵ᢡ．３時

㛫程度のእ出できる．全身の体

力のప下がᚰ配 

１時㛫程度のእ

出ができる 

２時㛫程度のእ

出ができる 

３時㛫程度のእ

出ができる 

３時㛫程度のእ

出が↓理なくで

きる 

３時㛫以上のእ出

ができる 

②簡単なィ⟬や考

えながら運動をす

る． 

手ⱁの趣味を楽しめている 

家事も㌴の運転もこれまで㏻

りできている 

㌴の運転が安全

にできるが安

がある 

㌴の運転が安全

にできるがᚰ配

なことがある 

安全に㌴の運転

ができる 

安全に㌴の運転

ができる 

安全に㌴の運転が

できる 

③活動へのཧຍを

より楽しむ． 

ẖ回のᩍᐊへのཧຍを楽しみ

にされている．前日よりࠕ᫂日

はᩍᐊがあるࠖと�楽しみにさ

れている． 

ᩍᐊへのཧຍが

楽しくない． 

ᩍᐊへのཧຍが

あまり楽しくな

い． 

ᩍᐊへのཧを楽

しみにしている． 

ᩍᐊへのཧຍを

とても楽しみに

している． 

ᩍᐊへのཧຍをと

ても楽しみにして

いる． 

④人とのやりとり

を楽しみ運動に取

り組む 

ูᒃの⩏ጜの介護があり�スト

レスにឤࡌることがある． 

⩏ጜの介護にᙉ

くストレスをឤ

 るࡌ

⩏ጜの介護にや

やストレスをឤ

 るࡌ

⩏ ጜ の 介 護 に

時ࠎストレスを

ឤࡌる 

⩏ጜの介護にあ

まりストレスを

ឤࡌない 

⩏ጜの介護にスト

レスをឤࡌない 

そのの要ᅉ 

 

 

 

 

⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨１回評価（  点）（評価日：  年  月  日） ⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨２回評価（  点）（評価日：  年  月  日） 

����

����

����
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表５－17 アセスメントシート（事例㹁） 

 

 

問１． 

 現在の年齢はいくつですか．生年月日をお聞かせください． 

【【【【個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

1948年 11月〇日生（64歳） 

問２． 

 現在の介護認定の状況をお聞かせください． 

【【【【個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

まだ,⏦ㄳは考えていない����

問３． 

 健康状態はいかがですか．配慮事項はありますか． 

【【【【個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

３年前，㌑き転ಽし,㊊を㦵ᢡ．今は痛みがないが,転ಽにはὀ意をしている．

腰痛がある．やや⫧‶気味なのでὀ意をしている．いつまでも元気でいた

い． 

問４． 

 家族構成と家庭プログラムのパートナーをお聞かせください． 

【【【【個別アプローチ・個別アプローチ・個別アプローチ・個別アプローチ・家庭プログラム家庭プログラム家庭プログラム家庭プログラム】】】】 

本人,夫,ẕぶの３人家族．人は㛗期出ᙇの時がある．㏆くにఫむ娘家族,

孫との日ᖖ的にὶがある．孫の㠃ಽをぢることもある． 

問５． 

 生活で困っている事や悩み事をお聞かせください． 

【【【【機能的アプローチ・個別アプローチ機能的アプローチ・個別アプローチ機能的アプローチ・個別アプローチ機能的アプローチ・個別アプローチ】】】】����

以前㦵ᢡしたので,けがに気をつけ元気に過ごしたい． 

 けないようにはὀ意したいࡰ

問６． 

 好きなプログラムは何ですか．好きな理由もお聞かせください． 

【【【【ストレングスに活⏝・ストレングスに活⏝・ストレングスに活⏝・ストレングスに活⏝・個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

ẖ回,ཧຍ⪅と୍⥴に活動することが楽しみ．௰㛫ができたようでうれしい．

ᙧᯈムーブメントが好き．ィ⟬が苦手だけど,できない事もまた楽しいです． 

問７． 

 ムーブメント活動に期待することをお聞かせください． 

【【【【機能的アプローチ・機能的アプローチ・機能的アプローチ・機能的アプローチ・個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ個別アプローチ】】】】����

௰㛫と୍⥴に活動することがとっても楽しみ．㢌使うし，身体も使うし,楽

しいのがいいです．௰㛫と会えるのが，うれしい 

問８． 

 希望や願い，やってみたいことやそのために必要なこと， 

あるいは，それを行う上での困りごとをお聞かせください． 

【【【【機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ機能的アプローチ】】】】����

ẕの介護もあるので,いつまでも元気でいたいです．孫と୍⥴に楽しく過ご

したいです．・忘れっࡱくなっているので,ࡰけないようしたいです． 

問９． 

 趣味や得意なことをお聞かせください． 

【【【【ストレングスに活⏝ストレングスに活⏝ストレングスに活⏝ストレングスに活⏝】】】】����

・運動は好きです． 

・おしゃべり,買い物が好きです． 

1
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表５－1� 行動目標設定シート（事例㹁） 

 

【行動目標】【行動目標】【行動目標】【行動目標】     

【行動目標】けがをせࡎにけがをせࡎにけがをせࡎにけがをせࡎに,,,,いつまでもࡰけないで過ごす．いつまでもࡰけないで過ごす．いつまでもࡰけないで過ごす．いつまでもࡰけないで過ごす． 

３年前，㌑き転ಽし,㊊を㦵ᢡ．今は痛みがないが,転ಽにはὀ意をしている．腰痛がある．やや⫧‶気味なのでὀ意をしている．やや⫧‶気味なの

でὀ意をしている．孫がまだᑠさいので,今はしっかりとୡヰができる．忘れっࡱくなっているので,ࡰけないようしたいです． 

目標 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標① 

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題） 

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標② 

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題） 

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題） 

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題） 

具体的目標 

体全体を使い運動に取り組 

み体の状態を意㆑する 

 ．ランス力を㧗めるࣂ

安全にὀ意して活動する 

簡単なィ⟬や考えながら運 

動をする 

活動を楽しむ 人とのやりとりを楽しみ運動に

取り組む 

現在の状況 

３年前㦵ᢡ．やや⫧‶気味．

３歳の孫と୍⥴に㐟べる． 

物忘れを時ࠎ 自覚する． 

日ᖐり旅行やእ出をィ⏬し 

楽しめる． 

孫のୡヰを楽しめる 

ᐇẕの介護があり,気が 

かり． 

友だちと食事やእ出が楽しい． 

 プログラムプログラムプログラムプログラム 
下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①下位行動目標①    

（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）（身体的課題）    

下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②下位行動目標②    

（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）（認知的課題）    

下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③下位行動目標③    

（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）（精神的課題）    

下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④下位行動目標④    

（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）（社会的課題）    

集
団 

始まりの活動 〇 〇 〇 〇 

歩行・タオルムーブメント 〇  〇  

ハットフリスビー 〇 〇  〇 

ロープムーブメント 〇  〇  

形板ムーブメント    〇 

パラシュート  〇 〇  

振り返り  〇 〇  

家
庭 

タオルムーブメント 〇 〇 〇  

ハットフリスビー 〇  〇  
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表５－19 自ᕫ࢙ࢳック票【▷期評価】（事例㹁）      （ よくできた۔ できた〇 できなかった㸭 ） 

実施プログラム実施プログラム実施プログラム実施プログラム ෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡいෆᐜとࡽࡡい ᮏ人ᮏ人ᮏ人ᮏ人 実施⪅【家᪘】 

集
団 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

ጞまりの活動 

きなኌで楽しくḷう 

ཧຍ⪅ྠኈの会ヰを楽しむ 

クࢬを考えて⟅えをゝう 

〇 

 ۔

 ۔

〇 

〇 

 ۔

歩行ムーブメント 
運動を工夫して楽しみཧຍする 

自分の体の状態を意㆑する 

〇 

〇 

 ۔

〇 

ハットフリスビー 

ムーブメント 

フリスビーをࢥントロールしてᢞࡆる 

飛ࢇでくるフリスビーをできるだけたくさཷࢇける 

フリスビーをཧຍ⪅ྠኈࠊΏしあう 

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

 ۔

ロープムーブメント 
ロープをしっかり握り操作する 

ロープを使ってࠊ⭡➽をする 

 ۔

〇 

 ۔

㸭 

ᙧᯈムーブメント 

ᩘᏐのィ⟬をしながら運動をする 

自分で組みྜわせを考えて動く 

ཧຍ⪅と୍⥴に活動を楽しむ 

〇 

㸭 

 ۔

 ۔

㸭 

 ۔

パラシࣗート 

ムーブメント 

パラシࣗートを持ちࠊ上下に上ࡆ下ࡆする 

 するࡆ下ࡆングをྜわせて，上࣑ࢱ

㡢楽を聞きリラックスして体をఙばす 

 ۔

〇 

㸭 

 ۔

㸭 

〇 

り㏉り 

活動をᛮい出す 

自分のឤをゝう 

ཧຍ⪅のឤを聞き，ඹឤする 

㸭 

〇 

㸭 

㸭 

〇 

㸭 

活動全体 

➗㢦で活動する 

௰㛫と୍⥴に活動を楽しむ 

意欲的に活動を楽しむ 

〇 

㸭 

㸭 

 ۔

〇 

㸭 

家
庭 

プ
ロ
グ
ラ
ム 

 ル体操࢜ࢱ
体をストレッࢳする 

動きを覚えて体操をする 

〇 

㸭 

〇 

㸭 

ビーンࣂࢬック 

的をࡡらってᢞࡆる 

好きなⰍを㑅ࢇでᢞࡆる 

家族と୍⥴に楽しむ 

 ۔

 ۔

〇 

 ۔

〇 

〇 
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表５－�� 評価票【⥲ྜ評価】（事例㹁） 

 

㸦目㸦目㸦目㸦目���� 標標標標���� 行行行行���� 動㸧動㸧動㸧動㸧けがをせࡎにけがをせࡎにけがをせࡎにけがをせࡎに����いつまでも元気にいつまでも元気にいつまでも元気にいつまでも元気に過ごす過ごす過ごす過ごす．．．．    

３年前，㌑き転ಽし,㊊を㦵ᢡ．今は痛みがないが,転ಽにはὀ意をしている．腰痛がある．やや⫧‶気味なのでὀ意をしている．やや⫧‶気味なの

でὀ意をしている．孫がまだᑠさいので,今はしっかりとୡヰができる．忘れっࡱくなっているので,ࡰけないようしたいです����

下位目標 現状 １ ２ ３（現状） ４ ５ 

①・体全体を使い運動

に取り組む 

 ．ランス力を㧗めるࣂ

・３年前㦵ᢡ． 

・やや⫧‶気味． 

・３歳の孫と୍⥴に㐟べる． 

つまࡎいてけが

をする 

ὀ意してもよく

つまࡎくことが

ある 

ὀ意しても時ࠎ

つまࡎくことが

ある 

ὀ意してもあま

りつまࡎくこと

なく過ごせる 

ὀ意して安全に過

ごせる 

②・安全にὀ意して

活動する 

 

・物忘れを時ࠎ自覚する． 

・日ᖐり旅行やእ出をィ⏬し楽

しめる． 

よく物忘れをす

る 

時ࠎ物忘れをす

る 

物忘れを時ࠎ自

覚する 

物忘れをあまり

しない 

物忘れをしない 

③活動を楽しむ ・孫のୡヰを楽しめる 

・ᐇẕの介護があり,気がかり 

 

孫のୡヰを楽し

めない 

孫のୡヰをあま

り楽しめない 

孫のୡヰを楽し

む 

孫のୡヰをとて

も楽しむ 

孫のୡヰを楽しみ

にして楽しむ 

④人とのやりとり

を楽しみ運動に取

り組む 

友だちと食事やእ出が楽しい． 

 

 

友だちとのእ出

を楽しめない 

友だちとのእ出

をあまり楽しめ

ない 

友だちとのእ出

を楽しむ 

友だちとのእ出

をとても楽しむ 

友だちとのእ出を

とてもたのしみに

して楽しむ 

そのの要ᅉ 

 

 

 

 

⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨１回評価（  点）（評価日：  年  月  日） ⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯⥲ྜホ౯� �� �� �� � ➨２回評価（  点）（評価日：  年  月  日） 

����

����

����

����
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第第第第５５５５節節節節    小括小括小括小括    

第５章では，これまでの実践を分析し，第１節では，高齢者へのムーブメント法の適用

における活動の特徴として，①集団での活動を重視すること，②高齢者の生活をより豊か

にするために，加齢に伴う課題にアプローチすることを目標とし，身体的課題，認知的課

題，精神的課題，社会性課題について包括的にアプローチすること，③楽しさ，意欲，主

体性などの精神的側面を重視すること，④敬意を持って活動を設定，進行すること，とし

て示した．そして，理論的な枠組みを構成する４つの要素として，次の４点を示した．①

加齢に伴う課題（身体的課題，認知的課題，精神的課題，社会的課題）に対する包括的ア

プローチ，高齢者の悩みや願いに基づく機能的アプローチにより，目標を明確に設定し，

活動を計画すること，②個別のニーズに応じた個別のアプローチにより，活動を計画する

こと，③利用者のストレングス（得意や好み）を活かしたアプローチにより，利用者の主

体性，積極性を生み出し活動を計画し進行すること，④家庭プログラムとの連携により，

意欲の継続を促すこと． 

第５章では，これまでの実践を分析し，そして，第１節では，理論的な枠組みを構成す

る４つの要素として，①高齢者の悩みや願いに基づき，加齢に伴う課題の４つの課題（身

体的課題，認知的課題，精神的課題，社会的課題）に対する機能的アプローチにより，目

標を明確に設定し，活動を計画すること，②個別のニーズに応じた個別のアプローチによ

り，活動を計画すること，③利用者のストレングス（得意や好み）を活かしたアプローチ

により，利用者の主体性，積極性を生み出し活動を計画し進行すること，④家庭プログラ

ムとの連携により，意欲の継続を促すこととした． 

第２節では，理論的枠組みに基づいたプログラムを実施した結果，包括的アプローチと

機能的アプローチと個別アプローチの導入により，一人ひとりの実態に応じた適切な目標

設定と活動計画が可能となり，ストレングスアプローチの導入によって参加者がより主体

的に活動に参加でき，集団プログラムと家庭プログラムの連携が可能となったことを明ら

かにした． 

第３節では，高齢者へのムーブメント法の適用のための理論的な枠組みに基づいた新た

な評価法を作成し，評価を行うまでの手順を，①アセスメント，②行動目標設定，③評価

票作成，④プログラム実施，⑤評価の５段階で示した． 

第４節では，理論的枠組みに基づいたムーブメント法を適用した事例検討をおこない，

新たに作成した評価法を用いてその効果を検討した結果，本人の主体性が増し，目標の明

確化と家庭プログラムとの連携により活動における利用者の意欲継続が確認できたことを

明らかにした． 
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終終終終章章章章    

第１節第１節第１節第１節    本研究の本研究の本研究の本研究の結論結論結論結論    

本研究は，我が国におけるムーブメント法の臨床的適用について検討した． 

序論第１章において， Frostigが理論化したムーブメント法と，わが国において障害児

を対象として，独自に発展してきたムーブメント法について検討した．本研究で論じてき

たムーブメント法は，1970 年に Frostig が，身体意識に関する Laban の理論に基づいて，

ムーブメント技能と発達心理学，神経心理学，心理療法と併せて体系化した理論である． 

Frostig は，ムーブメント法の中心的な目標について「健康と幸福感を高め，感覚－運

動の諸技能や自己意識を発展させること」であり，「児童の発達全体，すなわち，身体的・

心理的能力，学習能力，他人と折り合う能力，自分自身の感情，環境との関係であり，そ

れらすべてを豊かにするための運動技能を教え，創造的ムーブメントを発達させるプログ

ラムであり，プログラムの目標は包括的である」と述べており（Frostig1970)，学習障害

のある子どもへの教育にも用いられてきた． 

我が国では 1976 年に小林が Frostig と出会い，1978 年「ムーブメント教育－理論と実

際」（肥田野･茂木･小林 1978）が発刊されたことを契機に発展してきた．その実践及び研

究の内容は，知的障害のある子どもを中心としたものであり，特に知的障害のある児童を

対象としたものがその多くを占めているところが特徴である．しかし，知的障害のある生

徒を対象にした実践及び先行研究は十分になされておらず，どのような課題があるのか明

確にされていない． 

高齢者への適用については，1984年頃より，高齢者が健康でより幸せに生きること（well

－being）を目的として取り組まれている．しかし研究の対象として，論じられる機会は少

なく，理論的な裏付けのないまま実践が先行している．本研究の後方視的研究の対象とし

た実践活動も，2007年４月より，それまで障害のある子どもへのムーブメント法の実践に

基づき，地域で生活する要支援段階前の高齢者を対象にして，ムーブメント法に倣って活

動が開始されている．試行を繰り返して活動は継続されているが，理論的な枠組みの構築

を試みるまでには至っていない． 

近年の福祉施策では，障害者福祉におけるノーマライゼーションの理念や，高齢者福祉

におけるケアマネジメントの理念に基づいて，個人の生活全体やその人の主体性の尊重，

社会参加に着目し，たとえ障害があっても，または，要介護状態であっても，できる限り

地域の中で，その人らしい暮らしができるような基盤を構築するという考え方が明確に示

されている．障害のある子どもへの支援については，個別の支援計画に基づき，児童から

成人，そして生涯にわたる支援が求められている．一方，高齢者への支援においては，介

護予防重視の視点から，介護度の低い「要支援」認定を受けている人々への地域における

サービス充実の必要性が高まっている．ムーブメント法が，これらの地域の社会構造の変

化や福祉的ニーズに対応していくためには，臨床適用における理論的裏付けが必要である． 

 本論第２章では，本論文全体の研究目的及び研究方法を述べ，用語の整理を行った．本

論文では，第１章で述べた問題を背景に，ムーブメント法の適用において，これまで論じ

られていない知的障害のある生徒を対象にしたムーブメント法の取り組みを見直し，残さ

れた課題を明らかにした．さらに，高齢者へのムーブメント法の適用について検討し，理

論的な枠組みを構築することを目的とした． 



109 

 

 第Ⅰ部は，後方視的研究として，本論文の執筆以前に既に実施済みのムーブメント法の

知的障害児への臨床的適用について検討した． 

第Ⅰ部第３章では，知的障害のある生徒への適用に焦点を当てて後方視的（遡及的）に

検討を行い，知的障害のある子どもを対象にしたムーブメント法について，児童と生徒を

比較して検討した． 

調査の対象は，地域で実施されているムーブメント法の実践である「子ども教室」での

活動について，参与観察による記録ならびに参加者からの感想に基づいて，エピソード記

述法を用いて検討した．その結果，発達期にある知的障害のある児童を対象にした場合と

知的障害のある生徒を対象にした場合には，目標の設定やムーブメント法を進める上での

アプローチに違いがある．知的障害のある生徒を対象とした場合には，発達的アプローチ

のみでは限界があり，新たな視点としての機能的アプローチを導入する必要性があること

が示唆され，この視点からムーブメント法を見直す必要があることを指摘した． 

また，知的障害のある生徒を対象とした場合には，健康面への支援や意欲や主体性を重

視し，自己表現や他者とのコミュニケーションを高めるようにアプローチすることが，児

童に比較して重視する必要性を示した． 

第２節の事例研究では，知的障害のある生徒を対象に検討した．ムーブメント活動は，

発達的アプローチに基づき展開された．その結果，運動発達面での成果は明確には認めら

れなかった．しかし，運動に対する抵抗感は改善され，できることやできるようになった

ことへの自信，母親に認めてもらいたい気持ちの成就や活動中の笑顔が増えているといっ

た精神的な成長，人との関わりが増えたことなど社会的な成長が確かめられた．これらの

成長は，対象児や保護者の願い，将来の生活の課題に応じるものであったことが明らかに

なった．これらから，知的障害のある生徒を対象にした場合は，発達的アプローチからの

目標設定だけではなく，日常生活や将来の生活を視野に入れた願い，課題から活動の目標

を設定する機能的アプローチに基づいたプログラムを導入する必要性が指摘された． 

評価法については，MEPA-R（Movement Education and Therapy Program Assessment）（小

林1986）を使用したが，知的障害のある生徒への適用から得られた成果を反映できないこ

とが明らかになった．本実践活動においては対象児と同様の事例が見られ，知的障害のあ

る生徒には,これまでのMEPA-Rを用いた評価方法では十分に評価できないことを指摘した． 

第Ⅱ部は，高齢者へのムーブメント法の後方視的研究と前方視的研究から構成され，適

用についての理論的な枠組みにむけて検討した． 

第Ⅱ部第４章では，後方視的研究により，高齢者へのムーブメント法の適用における取

り組みの成果と課題に焦点を当てて，既に終了した実践を検討した． 

第１節では，地域の一般高齢者を対象にした「いきいきムーブメント教室」に参加する

16名を対象に，気分及び感情を測定する日本版Profile of Mood States （POMS：気分プ

ロフィール検査）(以下，POMS)と，不安状況を測定する日本版 State-Trait Anxiety 

Inventory-Ⅰ（STAI－Ⅰ:新版STAI）(以下STAI-Ⅰ)と，主観的健康度を測定するSF-36v2

（36-Short-Form Health Survey）の日本版(以下，SF-36)を用いて，精神的健康面への効

果を検討した． 

分析では，POMS と STAI－Ⅰについては，３回にわたる調査のそれぞれの時点で，活動

前後の値を比較した．SF-36v2 は，活動の当初と終了時の２回を調査し，両者の値を比較
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した．その結果，POMSの活気(V)尺度では活動前と比較し活動後に活気(V)得点は上昇して

おり，ｔ検定より有意であることが確かめられた．このことから，ムーブメント法により，

ネガティブな気分が減少，ポジティブな気分が上昇して心理的状態が良好になったことが

明らかになった．STAI-Ⅰの状態不安得点は，活動前と比較して活動後には状態不安得点は

減少しており，ｔ検定より有意であることが確かめられた．このことから，ムーブメント

法により状態不安が減少したことが示された． SF-36 における身体的健康度については，

活動当初と比較して，終了時には身体的健康度は低下しており，ｔ検定より有意であるこ

とが確かめられた．  

第２節では，地域での「いきいきムーブメント教室」の活動記録，参加者の評価記録を

分析の対象にエピソード記述法により，高齢者に行っているムーブメント法の活動を検討

し，適用されている活動の内容と課題を明らかにした． 

その結果，これまでの経験則に基づいた高齢者へのムーブメント法における活動は，①

始まりの挨拶と健康確認，②歌を歌う，③走行ムーブメント並びにタオルを使った体操，

④課題ムーブメント（１～２種類），⑤パラシュートを使ったムーブメント，⑥ふれあい体

操，⑦振り返りと感想発表，の活動で構成されていた．活動での用具は，カラースカーフ

やハットフリスビー等，様々な遊具が使用され，一人で行う活動，二人で行う活動，集団

で行う活動などの活動形態で展開していることが示された．さらにその実践においては，

①活動の目標が曖昧で，個別の実態把握が不十分である，②参加者の得意や好みの把握が

不十分である，③活動の継続性という点で家庭での活動との関連性がない，といった問題

点を指摘した． 

今回の対象者は介護サービスを受けていない一般の高齢者である．その実践は，理論的

裏付けの無いものであるが，精神的健康面での効果が明らかになり，高齢者の加齢に伴う

課題の1つである精神的健康面を支援する活動としてムーブメント法が期待できると考え

られた．本検討では，精神的健康面に着目し，既存の評価法を用いて評価したが，活動全

体を評価し，一人ひとり状態や効果を測定する新たな評価法の必要性が指摘された． 

第Ⅱ部第５章の前方視的研究において，後方視的研究から得られた知見に基づいて，ム

ーブメント法の高齢者への適用における理論的な枠組みを構築し，新たな評価法を作成し

た．さらに，新たに構築した理論的枠組と評価法の有効性を検証するために，事例研究を

行った．第１節では，これまで先行していた実践を後方視的研究として分析し，高齢者へ

のムーブメント法の適用における活動の特徴として，以下の４点を示した．①集団での活

動を重視すること，②高齢者の生活をより豊かにするために，加齢に伴う課題にアプロー

チすることを目標とし，身体的課題，認知的課題，精神的課題，社会性課題について包括

的にアプローチすること，③楽しさ，意欲，主体性などの精神的側面を重視すること，④

敬意を持って活動を設定，進行する．次に，これらの研究成果に基づき，高齢者へのムー

ブメント法の適用のための理論的な枠組みを示した（図６－１を参照）．その枠組みは，加

齢に伴う課題（身体的課題，認知的課題，精神的課題，社会的課題）に対する包括的アプ

ローチとして，①高齢者の悩みや願いに基づく機能的アプローチにより，目標を明確に設

定し，活動を計画すること，②個別のニーズに応じた個別のアプローチにより，活動を計

画すること，③利用者のストレングス（得意や好み）を活かしたアプローチにより，利用

者の主体性，積極性を生み出し活動を計画し進行すること，④家庭プログラムとの連携し
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たアプローチによって，意欲の継続を促すことを示した．  

第２節では，第１節で示した理論的な枠組みに基づいたプログラムを実施した結果，包

括的アプローチとして，①機能的アプローチと個別アプローチが導入され，一人ひとりの

実態把握による適切な活動，適切な支援が可能となり，ストレングスアプローチの導入よ

り参加者がより主体的に活動に参加できた．②集団での活動を行いながら，家庭で実施で

きる活動を適宜示すアプローチができ，集団プログラムと家庭プログラムの連携したアプ

ローチが可能となった，この２点が確かめられた． 

第３節では，高齢者へのムーブメント法の適用のための理論的な枠組みに基づいた新た

な評価法を作成し，評価のプロセスを，①アセスメント，②行動目標設定，③評価票作成，

④プログラム実施，⑤評価の５段階で示した．その評価方法は，Swasonら（1982）が定義

したアセスメントモデルの1つである機能的モデルを参考に，小林（2006）が示す評価と

指導の連動性との考えと個人差の大きな高齢者の一人ひとりの状態を評価し，Bricker

（1982）が示す「評価-指導システム」の視点を取り入れて，短期評価と総合評価を組み合

わせた評価方法として示された．  

第４節では，理論的な枠組みに基づいたムーブメント法を適用し，新たに作成した評価

法を用いて，事例研究を行いその効果を検証した．結果，目標の明確化とそれに伴う支援

の明確化，並びに本人の主体性の増加と，家庭プログラムとの連携による活動に対する意

欲の継続が確認された． 

    

第２節第２節第２節第２節    本研究で得られた結果本研究で得られた結果本研究で得られた結果本研究で得られた結果    

第１に，ムーブメント法の知的障害のある生徒への適用並びに高齢者への適用について

は，後方視的研究の結果より，対象児の成長に応じて，発達的アプローチではなく，日常

生活や将来の生活と関連した希望や願いや悩みを重視した機能的アプローチの必要性が明

らかになった． 

第２に，高齢者へのムーブメント法の適用における後方視的研究の結果から，精神的健

康面での効果と２つの課題が明らかになった．１つ目の課題は，実践を行うための理論的

な枠組みがなかった点である．理論的な裏付けがなかったために，一人ひとりに応じた活

動目標及び活動内容が設定できていない実践であり，集団で行う活動とそれ以外の日常活

動（家庭での活動）との関係性が検討されない状態での実践であったという点が指摘され

た．２つ目の課題は，高齢者へのムーブメント法の適用における評価方法がなかった点で

ある．既存の評価法の使用により，活動の一部分は評価出来るが，活動全体に対する効果

が，反映されなかった．一人ひとりの状態に対応し，活動全体の効果を評価する方法の必

要性が指摘された． 

第３に，後方視的研究の成果を踏まえ，高齢者へのムーブメント法の適用における理論

的な枠組みを提示した．この枠組みは，加齢に伴う課題（身体的課題，認知的課題，精神

的課題，社会的課題）に対する包括的アプローチとして，①高齢者の希望や願いや悩みに

基づく機能的アプローチにより，目標を明確に設定し，活動を計画すること，②個別のニ

ーズに応じた個別のアプローチにより，活動を計画すること，③利用者のストレングス（得

意や好み）を活かしたアプローチにより，利用者の主体性，積極性を生み出し活動を計画
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し進行すること，④家庭プログラムとの連携により意欲の継続を促すこと，以上の４点で

構成される． 

高齢者への適用に関する２つの研究のうち，後方視的研究の対象は，支援を要しない一

般高齢者であったが，前方視的研究の対象には，介護認定された者も含まれた要支援申請

検討中の高齢者であった．経験則によりこれまで実践されてきたムーブメント法でも，支

援を要しない一般高齢者に対しては，一定の効果が得られたが，要支援高齢者に対しては

困難である．理論的な枠組みの構築は，要支援高齢者への対応のものであり，それに基づ

くプログラムの作成や評価法を開発しなければならない．  
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第３第３第３第３節節節節    社会福祉分野社会福祉分野社会福祉分野社会福祉分野への本研究の位置づけと今後の課題への本研究の位置づけと今後の課題への本研究の位置づけと今後の課題への本研究の位置づけと今後の課題    

我が国におけるムーブメント法は，35年間の実践及び研究を重ね，独自に発展してきた． 

その対象は，知的障害のある児童を中心に，乳幼児，知的障害のある生徒，さらには高齢

者にも適用されてきた．本研究は，我が国において独自に発展しているムーブメント法の

適用について，具体的な実践を通じて，これまで論じられていなかった幅広い対象者とし

て知的障害のある生徒への適用について残された課題の明確化．さらに高齢者への適用に

おける理論的な枠組みの構築と必要な評価法の検討を目的とした研究であった． 

 近年，児童・高齢者を主とする多様な福祉課題が加速度的に深刻化している．障害のあ

る児童においては，2012 年４月 18 日付けで文部科学省と厚生労働省の連名による事務連

絡「児童福祉法等の改正による教育と福祉の連携の一層の推進について」が出されたとお

り，教育と福祉の一層の連携が望まれている．また，国民の4人に1人が65歳以上という

超高齢社会を迎えて，敬愛され，生きがいをもって健康で安心した生活を送ることができ

るよう，社会全体で高齢者を支えていくことが求められている．特に，増え続ける高齢者

人口を背景に，介護サービスの必要度の低い「要支援１」，「要支援２」と認定される人々

に対する，地域でのサービスの開発が求められている． 

 ムーブメント法に関する研究は，障害のある児童を対象に研究され，これまで教育学，

障害教育学を中心に展開してきていた．しかし，ムーブメント法を用いて発達支援してき

た子どもは，児童期から青年期，成人期と成長していく過程において，教育学だけで論じ

られるのではなく，連続した支援の観点から社会福祉学においても展開されることが望ま

れる．加えて，ムーブメント法の高齢者への適用について，超高齢化社会の到来による介

護予防が重視される中で，要支援の高齢者にも対応できる取り組みの1つとして，多様な

高齢者に適用できるよう実践的に研究され，高齢者のQOLに貢献することが望まれる．こ

のように実践・研究が望まれるムーブメント法は，今後，社会福祉分野に位置づき，発展

するものと考える． 

 最後に，本研究の今後の課題について述べる． 

第１に，知的障害のある子どもにおいて，児童と生徒の場合では，その適用に違いがあ

ることを示すことができたが，その結果を十分に検証するまでには至らず，知的障害のあ

る生徒に応じたアセスメントの具体的な方法を明示できていない． 

第２に，本研究では，ムーブメント法の高齢者への適用において，理論的な枠組みの構

築を試み，評価法の作成までを研究の成果としてまとめたが，本研究で得た結論を検証す

るには，事例が少数である．今後の研究において，本研究で得た知見に基づき高齢者へ理

論的裏付に基づいたムーブメント法の適用，評価，検証の継続により，本研究を発展させ

る必要がある． 

 以上，本研究では，既に先行していた実践を後方視的研究として論じた．明らかになっ

た課題について，前方視的研究により，実践の裏付けとなる理論的な枠組みを構築，新た

な評価法を提示した．さらに，これらに基づいて，実施，評価法を適用し，事例研究によ

り検証した．十分に論じられていない点については，より客観的な視点に基づき，研究を

深めていく必要がある．しかしながら，知的障害のある生徒への支援と，高齢者の加齢に

伴う課題への支援に，本研究で得られた知見は，多少とも役立ち，社会福祉分野における

ムーブメント法の研究の一歩が踏み出せたものと考える． 
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論文要旨 

我が我が我が我が国におけるムーブメント法の臨床的適用国におけるムーブメント法の臨床的適用国におけるムーブメント法の臨床的適用国におけるムーブメント法の臨床的適用    

 

九州保健福祉大学大学院（通信制）社会福祉学研究科 

博士（後期）課程 社会福祉学専攻 

金川 朋子   

 

キーワード：ムーブメント法，発達的アプローチ,機能的アプローチ，知的障害児，高齢者， 

Key word ：the Movement Method, developmental approach, functional approach, 

intellectually disabled children, senior citizens, 

    

１．問題の所在と研究の目的１．問題の所在と研究の目的１．問題の所在と研究の目的１．問題の所在と研究の目的    

ムーブメント法は，身体意識に関する Laban の理論に基づいて，1970 年に,Frostig に

より，発達心理学，神経心理学，心理療法と併せて，その理論が体系化された．ムーブメ

ント法の中心的な目標は，健康と幸福感を高め，感覚－運動の諸技能や自己意識を発展さ

せることであり，学習障害のある子どもへの教育に用いられてきた．我が国では，Frostig

により体系化されたムーブメント法に着目した肥田野，茂木，小林により，「Movement 

Education Theory and Practice」（Frostig 1970）が翻訳され，我が国におけるムーブメ

ント法がスタートして以来，今日まで独自に発展してきた．その実践及び研究の内容は，

障害のある子どもを中心としたものであり，特に知的障害のある児童（６～12歳）を対象

としたものが多くを占めている．しかしながら，知的障害のある生徒（13～18歳）を対象

にした実践及び先行研究は十分になされておらず，どのような課題が残されているのか明

確にされていない．  

また，知的障害児を中心としたムーブメント法であったが，1984年頃より高齢者へも適

用され，主として，地域で生活する要支援段階前の一般の高齢者が参加する取り組みが行

われている．しかし，これらは，研究として論じられる域に達していず，理論的な裏付け

のないまま実践が先行している現状にある． 

近年の福祉施策では，障害者福祉における障害者総合支援法の施行，高齢者福祉におけ

る介護保険法の制定・改正により，個々人の生活全体に着目し，たとえ障害があっても，

または，要介護状態であっても，できる限り地域の中でその人らしい暮らしができるよう

な基盤を築くという基本的な考え方が示されている．障害のある子どもへの支援について

は，個別の支援計画に基づき，教育の枠の中だけにとどまらない支援が求められている．

高齢者への支援においては，介護予防重視の視点から，介護の必要性の低い「要支援」と

認定されている人々へのサービスの充実が求められている． 

 本研究の目的は，ムーブメント法のこれまでの取り組みや障害のある子どもと高齢者に

対する地域福祉の役割を踏まえ，ムーブメント法の適用において，これまで論じられてい

ない知的障害のある生徒を対象にしたムーブメント法の取り組みを後方視的研究により検

討し，理論面と実践面で残された課題を明らかにすることである．さらに，高齢者へのム

ーブメント法の適用における理論的な枠組みを構築し，これを踏まえた実践方法（プログ
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ラム作成・評価）を前方視的研究により提示することである． 

    

２．論文の構成と研究方法２．論文の構成と研究方法２．論文の構成と研究方法２．論文の構成と研究方法    

 本研究では，序論においてムーブメント法について論じ，研究の背景を明らかにした．

本論は，第Ⅰ部第３章の知的障害のある子どもへのムーブメント法の適用についての実践

研究及び，第Ⅱ部第４章の高齢者へのムーブメント法の適用についての実践研究の２つの

後方視的研究と，第Ⅱ部第５章の新たな視点を踏まえて行った高齢者へのムーブメント法

の前方視的研究，第Ⅲ部の総括から構成される． 

 研究方法は以下の通りである．第Ⅰ部第３章では，後方視的研究により，知的障害のあ

る生徒への適用に焦点を当て，参与観察による記録ならびに参加者による評価について，

エピソード記述法を用いて検討した．さらに，詳細な検討のために，知的障害のある生徒

を対象にした事例研究を行った．第Ⅱ部第４章では，後方視的研究により，高齢者へのム

ーブメント法の適用における取り組みの成果と課題に焦点を当てて検討した．第Ⅱ部第５

章では，前方視的研究により，ムーブメント法の高齢者への適用における理論的な枠組み

を構築し，新たな評価法を作成した．加えて，理論的な枠組みと評価法の有効性を検証す

るため，これらに基づいた事例研究を行った． 

    

３．結果と考察３．結果と考察３．結果と考察３．結果と考察    

第３章第１節では，知的障害のある児童を対象にした場合と生徒を対象にした場合には， 

目標の設定やムーブメント法を進める上でのアプローチに違いがあり，心身の発達や運動

機能の発達において上昇的変化が少ない，あるいは天井効果の見られる知的障害のある生

徒を対象にした場合には，発達的アプローチのみでは限界があり，新たな視点としての機

能的アプローチの必要性が示唆され，ムーブメント法の適用を見直す必要性のあることを

指摘した．また，知的障害のある生徒を対象とした場合には，児童と比較して，健康面へ

の支援や意欲･主体性を活かしたアプローチ，自己表現や他者とのコミュニケーションを高

めるアプローチを重視する必要性を示した． 

第２節では，児童期以降の知的障害児を対象にした事例研究においても，第１節の研究

と同様の結果が導かれ，より個別のニーズに応じた目標設定が求められ，日常生活におけ

るニーズ，将来の生活を視野に入れた希望や願いや悩みからの機能的アプローチによる課

題設定が必要であることを示した．知的障害のある生徒を対象にした場合には，MEPA-R

（Movement Education and Therapy Program Assessment）（小林1986）を用いても，十分

に評価できないことを指摘した．  

第４章では，地域の高齢者にムーブメント法を適用した「いきいきムーブメント教室」

に参加する認知症状等がなく地域で生活する介護サービスの必要がない状況の 60 歳以上

の男女が研究の対象である．第１節では,気分及び感情を測定する日本版Profile of Mood 

States （POMS：気分プロフィール検査）(以下，POMS)と，不安状況を測定する日本版

State-Trait Anxiety Inventory-Ⅰ（STAI-Ⅰ:新版STAI-Ⅰ）(以下STAI-Ⅰ)と，主観的健

康度を測定する SF-36v2（36-Short-Form Health Survey）の日本版(以下，SF-36)を用い

て，ムーブメント法の効果を検討した． 

分析では，POMS と STAI－Ⅰについては，３回にわたる調査のそれぞれの時点で，活動
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前後の値を比較した．SF-36 は，活動の当初と終了時の２回を調査し，両者の値を比較し

た．その結果，POMSの活気(V)尺度では活動前と比較し活動後に活気(V)得点は上昇してお

り，ｔ検定によって有意であることが確かめられた．このことから，ムーブメント法によ

り，ネガティブな気分は減少，ポジティブな気分が上昇し，心理的状態が良好になったこ

とが明らかになった．STAI-Ⅰの状態不安得点は，活動前と比較し活動後に減少しており，

ｔ検定によって有意であることが確かめられた．この結果，ムーブメント法により状態不

安が改善されたことが示された．SF-36 における身体的健康度では，活動前と比較して，

活動後に身体的健康度の値が低下しており，ｔ検定によって有意であることが確かめられ

た．このことから，ムーブメント法による身体的健康度への効果は，見られなかったこと

が示された．上記，POMS, STAI-Ⅰによる結果から，ムーブメント法は，一般高齢者の精神

的健康面に有効であることが明らかになった．本研究対象は，介護サービスを受けていな

い一般の高齢者を対象とした理論的裏付けのない実践であった．しかし，ムーブメント法

の精神的健康面での効果も明らかになったことから，高齢者の加齢に伴う課題の1つであ

る精神的健康面を支援する活動としてムーブメント法の適用が期待できると考えられた．

また，精神的健康面に着目し，既存の評価法を用いて評価した．その結果，個人差の大き

い高齢者を対象にムーブメント法を適用する場合には，一人ひとりの状態を評価する独自

の評価方法の必要性が指摘された． 

第２節では、ムーブメント法の高齢者への適用について検討を行いその結果、様々な遊

具や音楽を使用するプログラムは確認できたが，実践は経験則に基づいた実践であり，①

活動の目標が曖昧で，個別の実態把握が不十分であった，②参加者の得意や好みの把握が

不十分であった，③活動の継続性という点で家庭での活動との関連性が少ない，といった

点が指摘された． 

第５章では，これまでの実践を分析し，第１節では，理論的な枠組みを構成する４つの

要素として，次の４点を示した．加齢に伴う課題（身体的課題，認知的課題，精神的課題，

社会的課題）に対する包括的アプローチとして，①高齢者の希望や願いや悩みに基づく機

能的アプローチにより，目標を明確に設定し，活動を計画すること，②個別のニーズに応

じた個別のアプローチにより，活動を計画すること，③利用者のストレングス（得意や好

み）を活かしたアプローチにより，利用者の主体性，積極性を生み出し活動を計画し進行

すること，④家庭プログラムとの連携により，意欲の継続を促すこと． 

第２節では，理論的枠組みに基づいたプログラムを実施した結果，機能的アプローチと

個別アプローチの導入により，一人ひとりの実態に応じた適切な目標設定と活動計画が可

能となり，ストレングスアプローチの導入によって参加者がより主体的に活動に参加でき，

集団プログラムと家庭プログラムの連携が可能となったことを明らかにした． 

第３節では，高齢者へのムーブメント法の適用のための理論的な枠組みに基づいた新た

な評価法を作成し，評価を行うまでのプロセスを，①アセスメント，②行動目標設定，③

評価票作成，④プログラム実施，⑤評価の５段階で示した．第４節では，介護認定を受け

た高齢者含めて事例研究を行い，理論的な枠組みに基づいたムーブメント法を実施し，新

たに作成した評価法を用いてその効果を検証した．その結果，目標の明確化とそれに伴う

支援の明確化と，家庭プログラムとの連携による活動に対する意欲の継続が確認できたこ

とを示した． 
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４．結論４．結論４．結論４．結論    

 我が国におけるムーブメント法は，35年間の実践及び研究を重ね，独自に発展してきた． 

その対象は，児童期の障害児を中心に拡がり，現在では，乳幼児期，児童期を過ぎた年

長児者，さらには高齢者にも適用されている．本研究では，知的障害のある生徒と，高齢

者に焦点を当て，対象者に適したムーブメント法について検討した．本研究での結果は，

次の３点である．    

第１に，ムーブメント法の知的障害のある生徒への適用並びに高齢者への適用について

は，後方視的研究の結果より，対象者に応じて，発達的アプローチではなく，日常生活や

将来の生活と関連した希望や願いや悩みを重視した機能的アプローチの必要性が明らかに

なった． 

第２に，高齢者へのムーブメント法の適用における後方視的研究の結果から，その効果

と課題が明らかになり，精神的健康面での効果が明らかになった．これに対応した高齢者

へのムーブメント法の適用における評価法の必要性が指摘された． 

第３に，後方視的研究の成果を踏まえ，高齢者へのムーブメント法の適用における理論

的な枠組みと新たな評価法のプロセスを図として提示した（別図）．経験則によりこれまで

実践されてきたムーブメント法でも，支援を要しない一般高齢者に対しては，一定の効果

が得られたが，要支援高齢者に対しては困難である．そのためには，理論的な枠組みの構

築とそれに基づくプログラムの作成や評価法を開発しなければならない．本研究は，その

始まりと考えられる． 

本研究の今後の課題は，次の２点である．①知的障害のある子どもにおいて，児童と生

徒ではその適用に違いがあることを示すことができたが，その結果を十分に検証するまで

には至らず，知的障害のある生徒に応じたアセスメントの具体的な方法を明示できていな

い．②ムーブメント法の高齢者への適用において，理論的な裏付けを試み，研究成果とし

て理論的な枠組みを示すことができたが，この有効性を検証するには，検討した事例数が

少なく十分な検証ができていない．今後さらに，事例を蓄積し，検討を進める必要がある． 

以上，本研究では，先行していた実践に着目し，後方視的研究によって理論と実践を検

討し，課題を明らかにした．さらに，得られた課題に対して，前方視的研究として理論的

な枠組みの構築を図り，実践方法，評価法について提示した．不十分な点については，今

後，研究を深める必要がある．しかしながら，本研究において，臨床的適用に関する知見

を新たに提示できたことは，今後の地域での知的障害のある児童、生徒への支援と，要支

援，要支援前の高齢者支援の端緒と言える．ムーブメント法が，教育的分野での適用とい

うこれまでの枠を越えて，社会福祉分野における研究と実践の第一歩を踏み出すことがで

きたと考える． 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

掲載掲載掲載掲載論文論文論文論文    

 金川朋子（2009）「QOLの向上をめざしたムーブメント教育・療法の実践的研究－１年間

の子ども教室の記録」『児童研究』88，21-30.（第Ⅰ部第３章に対応） 

金川朋子（2011）「ムーブメント教育･療法を用いた動きづくり－③～多様な動きをつく

る運動（遊び）と高齢者へ～」『大阪教育大学紀要 第Ⅳ部門 教育科学』59(2), 

115-122.（第Ⅱ部第４章第２節に対応） 

金川朋子（2012）「遊びの要素を取り入れたシルバームーブメント療法－からだ・あた

ま・こころ みんなで笑って楽しい健康づくり－」『体育の科学』62(6), 425-429. 

（第Ⅱ部第４章第２節に対応） 

金川朋子（2012）「高齢者に対するシルバームーブメント療法の効果」『児童研究』91, 

3-9.（第Ⅱ部第４章第１節に対応） 

金川朋子（2013）「シルバームーブメントプログラムの作成のための新たな視点の導入

と実践」『最新社会福祉学研究』8，27-39.（第Ⅱ部第５章第１節に対応） 

 

 

 

 

 



ストレングス 
アプローチ 

家庭／連携 
アプローチ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参加者の希望参加者の希望参加者の希望参加者の希望 
参加者の参加者の参加者の参加者の    

得意好み得意好み得意好み得意好み 
1111人ひとりの人ひとりの人ひとりの人ひとりの 

ニーズニーズニーズニーズ 
家族・人との家族・人との家族・人との家族・人との    

かかわりかかわりかかわりかかわり 

            

身体的課題

精神的課題

社会的課題

認知的課題

高齢者を対象としたムーブメント法の理論的な枠組み高齢者を対象としたムーブメント法の理論的な枠組み高齢者を対象としたムーブメント法の理論的な枠組み高齢者を対象としたムーブメント法の理論的な枠組み 

■高齢者ムーブメント法の特徴■高齢者ムーブメント法の特徴■高齢者ムーブメント法の特徴■高齢者ムーブメント法の特徴:::: 

集団活動の重視，精神的側面の重視（楽しさ，意欲，主体性） 

■■■■評価法評価法評価法評価法 

【短期評価】【短期評価】【短期評価】【短期評価】 
【総合評価】【総合評価】【総合評価】【総合評価】 

【【【【ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト

ア
セ
ス
メ
ン
ト
】】】】 

【【【【プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
グ
ラ
ム
実
施
実
施
実
施
実
施
】】】】 

【【【【評
価
票
作
成

評
価
票
作
成

評
価
票
作
成

評
価
票
作
成
】】】】 

【【【【目
標
設
定

目
標
設
定

目
標
設
定

目
標
設
定
】】】】 

ᮏ人参加の評価⚊ᇶ࡙࠸たࣇーࢡࢵࣂࢻ 

┠的┠的┠的┠的���� 精神的ᗣ面のྥୖ精神的ᗣ面のྥୖ精神的ᗣ面のྥୖ精神的ᗣ面のྥ  ୖ

活

動

⎔

ቃ

ㄪ

 ᩚ

集団プログࣛム集団プログࣛム集団プログࣛム集団プログࣛム 家庭プログࣛム家庭プログࣛム家庭プログࣛム家庭プログࣛム 

ໟᣓ的アプローチໟᣓ的アプローチໟᣓ的アプローチໟᣓ的アプローチ 

ಶ  ู

アプローチ 
ᶵ⬟的 

アプローチ 

加齢క࠺課題加齢క࠺課題加齢క࠺課題加齢క࠺課題 

6 



Strength-based 

approach 
Home/collabor

ating 

approach 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participants’ 

hope 

What participants are 

good at and what they 

like 

individual  

needs 

Family and social 

interaction 

             

Physical issue

Mental issue

Social issue

Cognitive 
issue

The theoretical framework of the Movement Method The theoretical framework of the Movement Method The theoretical framework of the Movement Method The theoretical framework of the Movement Method  

to Senior citizensto Senior citizensto Senior citizensto Senior citizens 

■■■■The Characteristics of the Movement Method to senior citizens: 
    focus on a group activity, focus on  mental aspectfocus on a group activity, focus on  mental aspectfocus on a group activity, focus on  mental aspectfocus on a group activity, focus on  mental aspect    (fun, willingness, initiative)(fun, willingness, initiative)(fun, willingness, initiative)(fun, willingness, initiative) 

■■■■ＥＥＥＥvaluation 

【Short term evaluation】 

【overall evaluation】 

【【【【Assessment】

Implement 

the program 

【Create the  

valuation form】 

【Set the goal】】】】 

Feedback based on the self-evaluation form 

Objective: Improvement of mental well-being 

Set up 

a good 

enviro

Group programGroup programGroup programGroup program Home programHome programHome programHome program 

 
Comprehensive approach 

Individual 

approach 
Functional 

approach 

Age associated issues 


































































































